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総括 

 

平成１３年８月の宮城県男女共同参画推進条例の施行から９年が，また平成

１５年３月の宮城県男女共同参画基本計画の策定から約７年半が経過しました。 

 この間，男女が共にその個性と能力を十分に発揮し，県民一人ひとりがいき

いきと暮らすことのできる男女共同参画社会づくりへの取組は少しずつ活発化

し，広がりを見せています。しかしながら，その取組は県内全域に浸透してお

らず，また，東北の他県や全国と比べても必ずしも十分とはいえない状況にあ

り，男女共同参画社会の実現に向けて解決すべき課題が数多くあります。 

 このため，課題解決に向けて引き続き取組を進めていく必要があり，県とし

て総合的に取り組んでいくことはもちろん，担当する職員それぞれが男女共同

参画の視点を踏まえ，問題意識を持ちながら対応していくことが重要です。 

 また取組にあたっては，県民，事業者，市町村など様々な主体と連携してい

く必要があります。特に，男女共同参画の意識を浸透させていくためには住民

に身近な市町村の取組が不可欠であり，市町村との協働を一層進めていくこと

が求められます。 

 以下において，平成２１年度の男女共同参画の現状と施策を総括し，今後の

課題を展望しました。 

 

１ 社会全体における男女共同参画の実現 

審議会等への女性委員の登用については，平成２２年度末までに県４０％，

市町村３０％とする基本計画の目標達成に向けた取組により，平成２２年４

月１日現在で県３３．９％，市町村２３．３％となりましたが，平成１７年

度以降，県は３０％台前半，市町村は２０％台前半で推移しており，概ね横

ばいの状況にあります。これは，専門性を求められる審議会や分野において

女性の適任者がきわめて少ない現状などによるものですが，平成１８年３月

に策定した審議会ごとの女性委員登用計画の着実な運用や市町村・関係団体

への働きかけなど，取組を一層強化していく必要があります。 

県の管理職への女性職員の登用については，知事部局では４．０％，教職

員（小・中・高・特別支援学校の計で，仙台市及び石巻市立高校を除く）で

は１１．９％と少しずつ上昇してきているものの依然として低い状況です。

職員の意欲と能力の把握に努め，職務経験の付与や能力を向上・発揮させる

機会の確保に男女の隔たりがないように配慮して女性職員の登用に努めてい

きます。 

県・市町村議会に占める女性議員の割合は，平成２２年４月１日現在で県

議会６．６％，市町村議会８．５％と，全国平均と比べると低い割合にとど
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まっており，女性議員のいない市町村が９町（２５．７％）あります。政治

の分野における男女共同参画を引き続き推進していく必要があります。 

また，男女を問わず，あらゆる県民が男女共同参画を自分たちの問題とし

て意識するよう，県や市町村では，意識啓発のための講演会やイベント等を

開催し，男性も含め多くの県民が参加できるよう努めていますが，平成１７

年度以降，イベント等開催市町村の割合は６割台で概ね横ばいの状況にあり

ます。全市町村での実施に向け，市町村のより積極的な対応も求めながら啓

発活動を進めていくことが重要です。 

 

２ 家庭における男女共同参画の実現 

男女が協力しながら家庭生活の責任を担うという意識の醸成のために，特

に男性の家事，育児，介護・看護への参加を促すための啓発事業を行ってい

ますが，依然として家事等に関わる生活時間は男女間に開きがあり，大半は

女性が担っています。啓発事業に男性を含めた多くの人たちが参加できる工

夫を引き続き行っていく必要があります。 

安心して子どもを生み育てられるように，子育ての孤立感や不安の解消，

多様で質の高い保育サービスの整備・充実を図るとともに，介護の負担軽減

や高齢者の自立支援のために各種の事業を実施していますが，家族形態やラ

イフスタイルの多様化，社会経済情勢の変化に伴い，サービスに対するニー

ズが増加・多様化しています。このため，県や市町村がニーズを把握し，市

町村のほか民間組織等とも連携しながら，多様で質の高い施策を総合的に実

施する必要があることから，平成２２年３月に「新みやぎ子どもの幸福計画

（後期計画）」を策定し，さまざまな次世代育成支援対策の推進を図っていき

ます。 

生涯を通じた心と体の健康づくりを行うため，女性医師による健康相談会

を開催したほか，エイズを中心とした性感染症に関する健康教育などを実施

していますが，引き続き関係機関との連携を強化し，健康の保持・増進を図

っていくことが重要です。 

男女間の暴力については，ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に関す

る相談件数が増加傾向にあり，被害者支援に係る研修会を開催したほか，女

性相談センターや警察署等の被害相談体制の充実及び未然防止のための相談

体制の確立に努めました。県民に対する意識啓発に加え，相談内容が複雑化

している状況を踏まえ，引き続き関係機関との連携強化を図るとともに，被

害者の立場に立った施策を展開していく必要があります。 
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３ 学校における男女共同参画の実現 

県立高校については，平成２２年度入学者選抜試験において，全日制県立

高校（本校・分校）６９校全校で男女募集を行いました。 

生徒一人ひとりが性別に関わりなく，主体的に進路を選択する能力を身に

つけ，幅広い分野に進むことができるよう，教職員が男女平等の視点に立っ

た指導を行うことが重要であり，そのための指導資料や研修の充実を図って

いきます。 

また，生徒や教職員等を対象とした健康教育に関する研修会の開催，専門

医等の派遣などを実施していますが，引き続き関係機関との連携を強化し，

健康教育の推進を図っていきます。 

  公立中学校及び全県立高等学校にスクールカウンセラーを配置し，生徒の

悩み等の解消を図るとともに，健全育成の推進に努めていますが，引き続き

人権に配慮した相談体制を整備していきます。 

 

４ 職場における男女共同参画の実現 

男女雇用機会均等法の周知など，職場での男女の均等な機会と待遇の確保

に加え，「女性のチカラを活かす企業認証制度」により，１１３社に認証書を

交付するなど，女性の積極的活用や仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）を推進する企業の支援を行ったほか，「女性のチカラは企業の力」普

及推進フォーラム，サミット及びシンポジウムを開催し，講演やパネルディ

スカッション，企業間の情報交換等を通じた情報発信を行いました。 

しかしながら，性別や就業形態による機会や待遇の格差など，職場におい

て解決すべき課題は少なくなく，今後とも，様々な機会を捉えて，企業への

働きかけを行っていく必要があります。 

また，子どもを持つ男女や子どもを持ちたい男女が，仕事と生活の両立を

図りながら安心して子どもを生み育てられるよう，保育所やファミリー・サ

ポート・センターの増設・延長保育などの保育サービスの充実に努めていま

すが，県内における待機児童数は９４８人（平成２２年４月１日現在。前年

同期１８３人減。）に上っています。待機児童の解消に向け，市町村，企業等

との連携を図りながら，子育てをしている家庭への支援を充実させていく必

要があります。 

育児休業取得率は，平成２１年労働実態調査によると男性４．１％（平成

２１年度全国平均１．７２％），女性７５．８％（同８５．６％）と男女間の

開きがあります。仕事と家庭生活の調和を図るためには企業の取組が不可欠

であり，制度を利用しやすい職場環境づくり，男性を含めた育児休業の取得

促進，多様な就業形態の導入などの取組を一層促進していく必要があります。 
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５ 農林水産業・商工自営業における男女共同参画の実現 

農林水産業・商工自営業の生産現場や経営活動等における方針決定の場に，

積極的に女性の意見を反映させていくための研修や啓発事業に取り組んでい

ますが，依然として農協役員，漁協役員，商工会役員などでは女性の参画が

少ない状況にあります。引き続き女性の経営等への積極的な参画を促してい

くことが必要であるとともに，女性の参画には男性の理解も重要であること

から，様々な研修の場において，男性の参加を促し，意識啓発をさらに行っ

ていくことが必要です。 

女性は農林水産業の重要な担い手ですが，その役割について十分に認識・

評価されていない状況もあることから，家族経営のルール作りの啓発のため

の経営指導やセミナーを行っており，その成果として家族経営協定を締結し

た農家数が５６４戸と着実に増加しています。 

また，起業を目指す人や女性起業家・経営者に対する情報の提供，相談や

経営指導，研修会の開催などを引き続き実施していくことが重要です。 

 

６ 地域における男女共同参画の実現 

地域におけるボランティア活動やＮＰＯ活動は広がりをみせていますが，

引き続き男性も含めた地域住民の積極的な参画を促すことが重要です。 

県及び市町村の審議会等への女性委員の登用推進を図るため，みやぎ女性

人材開発セミナー修了生を含め幅広い分野からの人材情報を収集し，女性人

材リストの整備を行っていますが，地域での女性リーダーの育成に向け，市

町村とも連携し，リスト登載者の十分な活用及び活躍の場の提供を行ってい

く必要があります。 

平成２２年４月１日現在，男女共同参画に関する条例を制定している市町

村の数は６市２町で，前年度と同じでした。男女共同参画に関する基本計画

については，平成２２年３月に亘理町で新たに基本計画が策定されましたが，

策定済の本吉町が平成２１年９月に気仙沼市に編入合併され，県内の市町村

数が３５となったことから，策定している市町村の数は１０市８町と前年度

と変わらず，策定市町村の割合は５１．４％となりました。 

県民一人ひとりに男女共同参画が浸透するためには，市町村における取組

が不可欠であるとともに，県民自身もその取組を注視し，参画していくこと

が求められています。県では市町村と連携して事業を実施するなど，市町村

における積極的な取組を促進していきます。 

男女共同参画社会の実現には，国籍，民族等の違いにかかわらず，県民の

人権の尊重及び社会参画が図られる地域社会の形成が重要であり，多文化共
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生社会の形成のための施策を推進していくこととしています。 

 

※ 男女共同参画の指標の推進状況について 

基本計画に掲げる指標の推進状況については，目標・予測指標を達成した

項目も含め概ね進捗しているものの，育児休業取得率，農協・漁協・商工会

役員に占める女性の数など，目標達成の見込みが不透明なものもあることか

ら，指標の進捗を意識しつつ，施策に取り組んでいく必要があります。 



6

 

宮城県男女共同参画審議会の意見 
 

本年次報告は，宮城県男女共同参画審議会委員と事業担当者との懇談会等

を行った上でまとめています。その際，宮城県男女共同参画審議会委員から

特に強調された意見は，下記のとおりです。 

 

○ 県民との連携などにもとづく様々な試みがなされていることは高く評

価できます。 

   「家庭教育支援推進事業」における「おやじの会」との連携，「地域子

育てセンター支援事業等（病児・病後児保育事業）」の拡充，「県民開放

型庁内保育所運営事業」における保育所整備，「放課後子ども教育推進事

業」における地域ボランティアの活用，「母子家庭等就業支援講習会」の

週末開催など，男女共同参画の基盤整備にかかわる様々な事業が，県民

との連携や県民・利用者の立場（ユーザー・フレンドリネス）を意識し

ながら開始・試行されていることは，高く評価できます。 

 

○ 宮城県男女共同参画基本計画（第２次）の策定に向けて，「男女共同参

画」という理念を現実化するための施策のあり方を検討する必要があり

ます。 

   宮城県男女共同参画基本計画（第２次）を策定するにあたり，学校に

おける男女混合名簿導入の有効性や企業にとっての男女共同参画理念の

意義などを再考し，男女共同参画の理念を現実化するための基本的な施

策について，検討する必要があります。 

その際，企業規模別の子育て支援策や，就業希望者の年齢，性別，家

族形態等の実態に合わせた柔軟な職業能力開発支援策など，きめ細かな

施策の展開に留意する必要があります。 

 

○ 実施されている諸施策を推進・強化し，意識啓発の有効性を向上させ

る必要があります。 

「男女共同参画イラスト・まんがコンクール」の入賞作品を有効に利

用する，ＤＶ被害者をケアする，「勤労女性支援事業（働く女性のハンド

ブック）」において積極的改善措置（ポジティブ・アクション）・両立支

援優良企業の取組の情報を他の企業に広めるなど，実施されている施策

を維持強化し，関連する情報を積極的に発信するとともに，意識啓発の

有効性を検証し，高める工夫が必要です。 

 

○ 残された課題があります。 

「ひとり親家庭（ひとり保護者家庭）に対する支援」における父子家

庭支援，ＮＰＯ等との連携による男女共同参画に関心を持つ県民の育

成・ネットワーク化など，今後取り組むべき具体的な課題が残っていま

す。 
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宮城県男女共同参画基本計画について 

 

計 画 策 定 の 趣 旨 

宮城県では，平成１３年８月１日に宮城県男女共同参画推進条例が施行されたことに伴

い，すべての県民の人権が平等に保障され，男女が共に責任を分かちあう社会を目指して，

男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，条例に基づく宮城

県男女共同参画基本計画を策定しました。 

 

計  画  期  間 

平成１５年（２００３年）度から平成２２年（２０１０年）度までの８年間です。 

 

計 画 策 定 へ の 取 組 み 

「男女共同参画」とは「男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され，もって男女が均等に政治的，経

済的，社会的及び文化的利益を享受でき，かつ，共に責任を担うべきことをいう。」（条例

第２条）と規定されています。 
男女共同参画社会の実現には，性別による固定的な役割分担意識や考え方及び社会的慣

習に縛られることなく，男女が個人として尊重され，対等な構成員として，共に自立し，

家庭や職場や地域等あらゆる分野において共に責任を分かちあう社会を築くことが必要で

す。 
 

計 画 の 推 進 

社会のあらゆる分野において，男女共同参画を推進していくために，男女共同参画の視

点に配慮し，県のすべての行政を推進します。 
また，市町村，事業者，ＮＰＯ等各種団体，県民の理解と協力を得るとともに，家庭，

職場，地域等で自主的な活動と積極的な参加を働きかけます。 
 

計 画 の 構 成 

計画は施策への理解をわかりやすくするために，社会全体，家庭，学校，職場，農林水

産業・商工自営業，地域の６つの分野に分けました。 
 施策は分野ごとにそれぞれ単独で完結するものではなく，相互に関連し合い，男女共同

参画社会の実現に影響を与えるものです。 
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               計 画 の 体 系 
 

 向 方 の 策 施 標 目 本 基

１．社会全体における男女共同

参画の実現  

（１）政策・方針決定過程への女性の参画 

（２）性別による役割分担意識の解消 

（３）男女共同参画の視点による広報・啓発活動の実施 

（４）調査・研究，情報の収集・提供の充実 

２．家庭における男女共同参画

の実現  

（１）共に築く家庭生活への支援  

（２）子育て支援 

（３）介護支援 

（４）高齢者の自立支援 

（５）生涯を通じた心とからだの健康づくりへの支援 

（６）男女間における暴力の根絶 

３．学校における男女共同参画

の実現  

（１）県立高校における男女共学化 

（２）男女平等教育の推進 

（３）健康教育の推進 

４．職場における男女共同参画

の実現  

（１）職場での均等な機会と待遇の確保 

（２）仕事と育児・介護の両立支援 

（３）職業能力開発の支援 

５．農林水産業・商工自営業に

おける男女共同参画の実現 

（１）経営への女性の参画促進 

（２）起業支援 

６．地域における男女共同参画

の実現 

（１）地域活動への男性の参画と女性の人材育成 

（２）ＮＰＯとの連携・協働 

（３）国際的な視野での推進 

 備整の制体進推内庁 制体進推

市町村との連携・協働 

NPO等各種団体との連携・協働  

県民・事業者との連携 

男女共同参画に関する相談・苦情の適切な処理 
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男男女共同参画の指標の推進状況一覧 

 
◆ 県行政の指標として達成を目指すこととしているもののみならず，県行政の男女共同参画社会実現 

に向けた取組みのなかで市町村や県民・事業者との連携の結果として達成が期待・予測される数値を 

まとめたもの。 

項     目 
計画策定時 

（平成14年） 

平成 21年度あるい

は，平成22年 4月 

目標・予測指標 

（平成22年度） 

県の審議会等委員における女性の割合  ２７．７％ ３３．９％ ４０％ 

市町村の審議会等委員における女性の割合 １７．１％ ２３．３％ ３０％ 

男女共同参画に関わる講座・イベントの 

開催市町村の割合 

３８％ 

（平成13年度）
６２．９％ １００％ 

一時保育の実施箇所※  所箇０７  所箇３４  所箇６１ 

延長保育の実施箇所※  所箇２３１ 所箇０８ 
200箇所 

(平成 17年度＃)

休日保育等の実施箇所※  所箇２ し な 

市町村の実情に応

じて推進 

(平成 17年度＃) 

乳児保育等の実施箇所※ 所箇７６１ 所箇０５  
200箇所 

(平成 17年度＃) 

地域子育て支援センター設置数※ ３４箇所 ６８箇所 ７０箇所 

スクールカウンセラーを配置している中学

校の数 
１０７校 ２１３校（全校） ２２１校（全校）

放課後児童クラブの整備率※ 

       （設置箇所÷小学校区数）
３９．４％ ７２．７％ ５０％ 

ファミリー・サポート・センター設置数 ３箇所 １２箇所 8箇所 

育児休業取得率 
男性  ０．３％

女性 ６４．０％
(平成14年全国数値)

男性  １．７２％ 

女性 ８５．６％ 
(平成２１年全国数値) 

男性  ４．１％ 

女性 ７５．８％ 
(平成21年宮城県労働実態調査結果) 

男性  １０％ 

女性  ８０％ 

農協正組合員に占める女性の割合 
１９．３％ 
（平成１３年） 

２３．０％ ２５％ 

農協役員に占める女性の数 
3人 

（平成１３年） 
８人 

（農協単位0.6 人） 

農協単位に理事 

2人以上 

漁協正組合員に占める女性の割合 
３％ 

（平成１３年）  

 

０．０６％ 
平成２１年３月末現在 

５％ 

漁協役員に占める女性の数 
３人 

（平成１３年） 

 

０人  
平成２１年３月末現在 

５人以上 
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農山漁村の女性の起業活動件数 
２９７件 

（平成１３年） 
４２４件 ＊ ４１３件 

家族経営協定を締結した農家数 ３０１戸 ５６４戸 ７１０戸 

商工会役員に占める女性の数 
８８人 

（平成１３年） 
５９人 

（商工会単位1.6 人） 
商工会単位に 

役員2人以上 

男女共同参画等の名称を冠した窓口を設置

した市町村の割合 
１５．５％ ２２．９％ ５０％ 

男女共同参画基本計画を策定した市町村の

割合 
９．９％ ５１．４％ ５０％ 

みやぎ女性人材開発セミナー受講者数 １４２人 ３０２人 ３００人 

※ は，仙台市以外の地域を対象とした数値 

＃ は，「みやぎ子どもの幸福計画」（平成10年3月策定），「みやぎの福祉・夢プラン」（平成9年9月策定， 

平成14年 3月中間見直し）で定めた平成１７年度の整備目標値 

＊ は，当初の目標・予測指標315件であったが，平成16年度に達成されたため，上方修正した。 

 

◆ 上記の指標に加えて，次の項目について把握し，広く男女共同参画の状況の参考とするもの。 

項     目 
計画策定時 

（平成14年） 
平成21年度 

あるいは，平成22年 4月 

男女の平等感 

（「社会全体における男女の地位は平等

か」） 

男性 ２５．７％ 

女性 １４．４％ 

（全国数値） 

男性 ２９．２％ 

女性 １８．０％ 

（平成21年全国数値） 

県の管理職に占める女性の割合（知事部

局） 
 ％０．４ ％９．１

市町村の管理職に占める女性の割合 ６．５％ １３．９％ 

家事・介護・看護・育児に係る生活時間 

 

男性有業      17分 

男性無業      33分 

女性有業  2 時間  5 分 

女性無業  3 時間44分 

（平成13年） 

男性有業      18分 

男性無業      42分 

女性有業  2 時間18分 

女性無業  3 時間33分 

（平成18年） 

県立高校の共学化率 
（全日制県立高校（本校・分校）のうち，男女

募集を行う学校数の割合） 

７３％ １００％（６９校全校） 

小学校・中学校・高校の管理職に占める女

性の割合 

公立小学校 １３．７％ 

公立中学校  ５．９％ 

県立高校   ３．２％ 
（養護学校含む） 

公立小学校 １５．７％ 

公立中学校  ８．８％ 

県立高校   ６．３％ 
（特別支援学校含む） 

男女混合名簿導入率 

公立小学校   ８０％ 

公立中学校   ４５％ 

県立高校    ３４％ 

公立小学校    ８８％ 

公立中学校    ４９％ 

県立高校     ４１％ 

ＰＴＡ会長に占める女性の割合 
１１．６％ 

（公立小中学校，県立高校，特殊教

育学校）   

１６．４％ 
（市町村立小中学校） 
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男女共同参画の推進に係る東北6県と全国の状況 

                                  （平平成２２年4月１日現在，単位：％）       

項   目 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 全 国 

１ 女性議員の状況 

（都道府県） 
４．３ ８．３ ６．６ ９．１ ７．０ １０．９ ８．２

２ 女性議員の状況（市） ７．６ ７．１ ９．３ ７．１ ７．１ ６．８ １２．６

３ 女性議員の状況 

（町村） 
３．８ ６．７ ７．６ ６．７ ５．２ ５．２ ７．８

４ 条例制定状況 

（都道府県） 
有 有 有 有 有 有 

4 ６都道

府県制定 

５ 条例制定状況 

（市町村） 
２．５ １１．７ ２２．９ １２．０ ５．７ ２２．０ ２４．０

６ 計画策定状況 

（市町村） 
３７．５ ８２．３ ５１．４ ９２．０ ４５．７ ４２．４ ６０．１

７ 行政連絡会議設置状

況（市町村） 
１７．５ ４４．１ ４５．７ ３２．０ ３１．４ ２３．７ ４６．８

８ 諮問機関等設置状況 

（市町村） 
１７．５ ５８．８ ４８．６ ６４．０ ２８．６ ３２．２ ４８．２

９ 審議会等の女性登用 

（都道府県） 
３９．３ ３３．９ ３３．９ ３３．２ ３６．２ ３４．９ ３３．１

10 審議会等の女性登用

（市町村） 
１６．７ ２１．７ ２３．３ ２４．２ １９．７ １９．６ ２１．４

11 女性公務員の管理職

登用状況（都道府

県・知事部局） 

３．８ １．７ ４．０ ５．９ ２．８ ３．３ － 

12 女性公務員の管理職

登用状況（市町村） 
８．９ ７．１ １３．９ ８．３ ７．７ ６．５ ９．３

※全国値は，「女性議員の状況」は平成２０年１２月３１日現在，その他は平成２１年４月１日現在 

※「９ 審議会等の女性登用（都道府県）」は，女性登用目標の対象である審議会等における登用状況 

※「10 審議会等の女性登用（市町村）」は，地方自治法第202条の３に基づく審議会等（複数の市町村にまたがる 

広域の審議会を除く。）及び同法第180条の５に基づく委員会等における登用状況 

※山形県における「審議会等の女性登用（都道府県）（市町村）」は，平成２２年３月３１日現在 

                                 資料出所：共同参画社会推進課・内閣府調べ 
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            推  進  体  制  

  要  概  の  組  取 目  項

１．庁内推進体

制の整備 

・宮城県男女共同参画審議会委員と各部局との懇談会の開催（平成２１年７月６

日，７日，８日） 

  宮城県男女共同参画基本計画の進捗状況については，毎年度報告書を作成し

県議会に報告・公表することとされていることから，計画の進行管理を行う

男女共同参画施策推進本部会議及び同幹事会・主管課長会議の開催に先立ち，

計画を推進する各部局と宮城県男女共同参画審議会委員との意見交換を行っ

た。 

・宮城県男女共同参画審議会の開催（平成２１年７月２４日，平成２１年１２月２５

日，平成２２年３月１９日） 

宮城県男女共同参画基本計画の進捗状況及び基本計画（第２次）等について，

宮城県男女共同参画審議会において調査審議を行った。 

・男女共同参画施策推進本部幹事会・主管課長会議（平成２１年８月１９日）及

び男女共同参画施策推進本部会議（平成２１年８月２４日）の開催 

  「平成２１年度宮城県における男女共同参画の現状及び施策に関する年次報

告＜宮城県男女共同参画基本計画の推進状況＞（案）」を諮り，原案どおり承

認を得た。 

・男女共同参画の現状及び施策に関する年次報告の公表（平成２１年９月２日） 

宮城県男女共同参画基本計画の進捗状況について報告書を作成し，県議会に

報告するとともに，ホームページ等により公表した。 

・職員向けホームページの運営 

  庁内イントラネットに開設している「職員のための男女共同参画のページ」

により，庁内の取組や仕事に役立つ情報などを提供した。 

 

２．市町村との

連携・協働 

 

・市町村男女共同参画推進進捗状況調査及び情報提供 

  内閣府が毎年度実施している「地方公共団体における男女共同参画社会の形

成又は女性に関する施策の推進状況調査」に合わせて，「市町村の男女共同参

画推進状況調査」を実施し，その結果を市町村に情報提供した。 

・市町村男女共同参画行政主管課長会議の開催（平成２２年２月１９日） 

  県の男女共同参画施策等の概要を説明するとともに，市町村における男女共

同参画の取組状況の報告，内閣府の男女共同参画基本計画（第３次）の策定，

県の男女共同参画基本計画（第２次）の策定に係る説明等を行った。 

・男女共同参画の日記念イベントを多賀城市と共催開催 

  ８月１日の「みやぎ男女共同参画の日（愛称：みやぎパートナーズデー）」を

記念して，県民の男女共同参画社会づくりへの意識の高揚と理解の推進を図

るため，みやぎパートナーズデー「男女共同参画フォーラム2009 in たがじ

ょう」を多賀城市との共催で開催した。（参加者 約６００人） 

・市町村との共催による講演会や研修会の開催 

  男女共同参画社会の実現を目指し，市町村の男女共同参画施策の推進を図る

ため，岩沼市，栗原市，東松島市，大崎市，柴田町及び松島町と共催で，講

演会や研修会を行う「市町村パートナーシップ事業」を実施した。 

・男女共同参画に関する講座への講師の派遣 

  男女共同参画の普及啓発の推進及び性別による固定的な役割分担意識を解消

するために，市町村又は各種団体等で講座等を開催する場合，依頼に応じて

講師を派遣した。（派遣実績６回） 
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 要  概  の  組  取 目  項

３．NPO等各種

団 体 と の 連

携・協働 

・宮城県各種女性団体連絡協議会への支援 

県内各種女性団体の相互の連携と女性の地位向上を図るため，宮城県各種女

性団体連絡協議会が行う事業への支援を行った。 

・「みやぎNPO情報ネット」による各種情報の提供 

みやぎNPOプラザの機能の一つである「みやぎNPO情報ネット」において，

男女共同参画関連のNPOについての各種情報の提供を行った。 

・各種情報提供，男女共同参画に関する講演会等への後援 

女性団体・グループ等へ男女共同参画に関する各種資料及び情報の提供等を

行ったほか，男女共同参画に関する講演会等の行事に対して後援を行った。 

 

４．県民・事業

者との連携 

・職場におけるポジティブ・アクションの推進 

一定の基準を満たす企業を「女性のチカラを活かす企業」として認証し，認

証書と認証マークを交付する等のインセンティブを付与して働きかけた。  

平成２１年度は１１３社に認証書を交付したほか，県の入札参加登録審査に

おける評点付与の前提となる確認書を延べ１２１社に交付した。 

・「女性のチカラは企業の力」普及推進フォーラムの開催 

    県民や企業関係者等を対象に，県庁講堂において開催。（平成21年６月１日）

・「女性のチカラは企業の力」普及推進サミットの設置・開催 

    先進的な取組を行っている企業によるサミットを設置・開催し，情報交換を

通じた検証及び情報発信を行った。（平成２１年７月１５日，１１月１１日）

・「女性のチカラは企業の力」普及推進シンポジウムの開催 

「いきいき男女・にこにこ子育て応援企業表彰」５社の知事表彰のほか，基

調講演，サミットメンバーによるパネルディスカッションを行った。 

（平成２２年２月３日） 

 

５．男女共同参

画に関する相

談・苦情の適

切な処理  

・男女共同参画に関する相談業務の実施（みやぎ男女共同参画相談室） 

夫婦関係，職場環境，配偶者・パートナーからの暴力，セクシュアル・ハラ

スメントを含む様々な悩みを対象とし，男性からの相談も受け付けた。また，

女性弁護士による法律相談を月１回（第2又は第4木曜日）実施した。 

平成１９年度  平成２０年度  平成２１年度 

一般相談件数   1,２９１件   １,１３８件   １,１４５件 

法律相談件数     ７８件     ７２件     ５３件 

・男女共同参画に関する苦情受付 

行政・制度等に対する苦情の受付・対応に際し，県政相談室（県民サービス

センター）や県女性相談センター，警察本部，法務局・宮城労働局雇用均等

室等の既存の相談機関との有機的連携を図りながら，緊密な情報交換及び事

案の処理・解決に努めた。 

・研修会の開催 

複雑・多様化している男女共同参画に関する相談に的確に対応するために，

相談員等研修などの自立サポート事業を実施した。 

①「男女共同参画と女性の人権」平成２１年９月４日（参加者３８人） 

②「相談員のためのアサーティブネス」平成２１年１１月１３日（参加者 

２３人） 

③「相談員スキルアップ研修」平成２１年１２月１８日（参加者３７人） 

 

 

 





  
 
 

 

 

第２部  宮城県における男女共同参画の現状 
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１ 社会全体における男女共同参画の状況 

 

（１）政策・方針決定過程への女性の参画 

 

（県議会における女性議員） 

平成２２年４月現在の県議会における女性議員の比率は６．６%で，全国平均８．２％（平成 

２０年１２月３１日現在値）を下回っている。 

 

図表1－1 県議会における女性議員の状況 

                                       （単位：人） 

年 月 平成3年 

4月 

平成7年

4月 

平成11年

4月 

平成15年

4月 

平成19年

4月 

平成22年 

 4月 

全国 

総 議 員 数 63 63 63 63 61 61 2,744

女 性 議 員 数 2 2 3 3 4 4 225

割 合 （ ％ ） 3.2 3.2 4.8 4.8 6.6 6.6 8.2

女性立候補者数 3 2 8 6 6 － －

4.8

3.23.2

4.8

6.6 6.6

0
1
2
3
4
5
6
7
8

平成3年 7年 11年 15年 19年 22年

％

各年とも，その月に行われた選挙後の数値である。 

※ 全国は平成20年12月31日現在値 

資料出所：宮城県議会「宮城県議会史」・選挙管理委員会・内閣府調べ 

 

 

図表１-2 県議会における女性議員の状況（東北６県・全国） 

（平成22年４月現在，単位：％） 

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 全国 

４．3 ８．３ ６．６ ９．１  ７．０  １０．９ 8．2 

※ 全国は平成20年12月31日現在値 

資料出所：共同参画社会推進課・内閣府調べ 

 

 

（市町村議会における女性議員） 

平成２２年4月１日現在の市町村議会における女性議員の比率は８．５％で，前年度より０．２

ポイント下降した。市・町村別内訳では，市９．３％，町村７．６％となっている。なお，女性議

員のいない市町村は，３５市町村のうち９町（２５．７％）となっている。女性議員数が多い市町

村は，順に仙台市１０人，柴田町６人，塩竈市5人，亘理町４人となっている。 
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図表1-3 市町村議会における女性議員 

                   （単位：人） 

年 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 全国 

総 議 員 数 1,415 1,419 1,412 1,394 1,344 981 846 840 800 794 741 35,165

女性議員数 51 57 61 61 75 66 67 66 65 69 63 3,806

割合（％） 3.6 4.0 4.3  4.4 5.6 6.7 7.9 7.9 8.1 8.7 8.5 10.8

8.58.7

4.4

7.9 8.1

3.6
4.0

6.7

7.9

4.3

5.6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

平成12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年

％

 
※ 数値は各年４月１日現在 

※ 全国は平成20年12月31日現在値 

資料出所：共同参画社会推進課・内閣府調べ 

 

 

図表1-4 市町村議会における女性議員の状況（東北６県・全国） 

（平成22年4月1日現在，単位：％） 

 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 全国 

市 ７．6 ７．１ 9．3 ７．１ ７．１ ６．８ １２．６ 

町村 ３．８ ６．７ 7．6 ６．７ ５．２ ５．２   7．８ 

※ 全国は平成２０年１２月３１日現在値 

資料出所：共同参画社会推進課・内閣府調べ 

 

 

 

（県の審議会等における女性委員） 

平成２2年４月１日現在の県の審議会等における女性委員の比率は３３．９％で，前年度より 

１．２ポイント上昇した。 
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 図表1-5 県の審議会等における女性委員登用率 

40.0

33.9
32.7

33.132.831.032.1
29.128.7

21.1

25.5
27.7

0

10

20

30

40

平成12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 22年度末目標

％

 

※ 対象とする審議会は，附属機関・要綱等に基づき設置される審議会等 

資料出所：共同参画社会推進課調べ 

 

 

図表1-6 県の審議会等における女性委員の状況（東北６県・全国） 

（平成２２年４月１日現在，単位：％） 

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 全国 

３９．３ ３３．９ ３３．９ ３３．２ ３６．２ ３４．９ ３３．１ 

※ 山形県は平成２２年３月３１日現在値。全国は平成２１年4月1日現在値。 

                              資料出所：共同参画社会推進課・内閣府調べ 

 

 

（市町村の審議会等における女性委員） 

   平成２２年４月１日現在の市町村の審議会等における女性委員の比率は２３．３％で，前年度よ

り０．6ポイント上昇した。市・町村別内訳では，市２４．７％，町村２１．４％となっている。

比率が３０％を超える市町村は，富谷町・岩沼市・塩竈市・白石市・加美町の５市町である。また，

１２市９町で独自に登用目標を定めている。 

 

   図表1-7 市町村の審議会等における女性委員登用率 

 

23.3

30.0

22.7
22.222.022.122.5

19.218.0

14.7 15.6
17.1

0

10

20

30

平成12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 22年度末目標

％

 

※ 対象とした審議会等は，行政委員会と附属機関等（複数市町村にまたがる広域の審議会除く。） 

資料出所：共同参画社会推進課調べ 
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図表1-13 市町村の女性管理職の登用率推移 

13.9
12.6

6.5
5.65.55.4

6.8 7.2
8.5

9.3
10.7

11.6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

平成11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年

％

 
資料出所：共同参画社会推進課調べ 

 

 

 

図表1-14  市町村における女性管理職登用率 

9

6

4

6

3

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5%未満

5%以上10%未満

10%以上15%未満

15%以上20%未満

20%以上25%未満

25%以上

市町村数
 

資料出所：共同参画社会推進課調べ 

 

 

 

図表1-15 市町村の女性管理職の登用状況（東北６県・全国） 

                                                  （平成２２年４月１日現在，単位：％） 

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 全国 

 ８．９ ７．１ １３．９ ８．３ ７．７ ６．５ ９．３ 

※ 全国は平成２１年４月１日現在値 

資料出所：共同参画社会推進課・内閣府調べ 
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（２）性別による役割分担意識の解消 

 

（「男は仕事，女は家庭」という考え方に同感する人の割合）   

  平成１８年度県民意識調査において，３３％（男性３９％，女性２８％）が「同感する」「どち

らかといえば同感するほう」と回答しており，平成１２年度と比較して６ポイント（男性１５ポイ

ント，女性４ポイント）低下している。また，平成２１年度全国調査では４１％（男性４６％，女

性３７％）と回答しており，平成１９年度と比較して４ポイント（男性５ポイント，女性３ポイン

ト）低下しており，性別による役割分担意識の解消が進んでいる。 

 

 

図表1-16 「男は仕事，女は家庭」という考え方に同感する割合 

                                                 （単位：％）  

項     目 
男       性 女       性 

平成１２年度 平成１８年度 21年度全国 平成１２年度 平成１８年度 21年度全国

01 5721761 るす感同

どちらかといえば同感するほう 38 33 34 25 24 28

4 51361 いならかわ

どちらかといえば同感しないほう 22 24 30 30 29 32

72 7373720322 いなし感同

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２１年度全国

平成１８年度

平成１２年度

２１年度全国

平成１８年度

平成１２年度

男
　
性
　
　
　
女
　
性

同感する

どちらかといえば
同感するほう

わからない

どちらかといえば
同感しないほう

同感しない

          

資料出所：県環境生活部「みやぎの女性データブック」（平成１２年度調査） 

男女共同参画推進課（当時）調べ（平成１８年度調査） 

内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成２１年度調査） 
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（参考）平成１８年度県民意識調査による「分野別の男女の地位が平等になっている」と思う割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：男女共同参画推進課（当時）調べ（平成18年度調査） 

 

（男女共同参画に関する講座・イベントの開催市町村の割合） 

平成２１年度に男女共同参画推進の啓発活動として講座及びイベントを開催した市町村は，１３

市９町で，全市町村の６２．９％となっている。市・町村別内訳では市１００％，町村４１．０％

となっている。 

 

図表1-1７ 

100.0

62.9
66.7

63.9
58.3
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53.3

39.0 38.0
42.0 42.0

0
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70

80

90

100

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

平成22年度は目標値

％

 資料出所：共同参画社会推進課調べ 

A B C D E F G H

女性 15.0% 10.2% 44.5% 15.4% 25.1% 11.3% 4.5% 4.5%
男性 24.5% 16.6% 53.2% 25.7% 40.0% 28.3% 9.6% 12.5%

区分 G H

社会通念・慣
習・しきたり

農林水産・
商工業

分　野 家庭生活 職場 学校教育 地域社会 法律・制度 政策決定

A B C D E F

15.0%

24.5%

10.2%

16.6%

44.5%

53.2%

15.4%

25.7% 25.1%

40.0%

11.3%

28.3%

4.5%

9.6%

4.5%

12.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

A B C D E F G H

女性

男性
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２ 家庭における男女共同参画の状況  

 

（１）共に築く家庭生活への支援  

 

（「家事」「介護・看護」「育児」に係る生活時間）   

男女の一日の生活時間のうち，家事，介護・看護，育児を行っている時間は，平成１８年調査で

は，女性有業者は2時間18分，女性無業者は3時間33分，男性有業者で18分，男性無業者

で42分となっており，家事等の大半は女性が担っている。平成１３年調査と比較すると，あまり

大きな変動は見られない。 

 

図表2-1 

125

224

17
33 42

18

213

138

0

50

100

150

200

250

女性有業者 女性無業者 男性有業者 男性無業者

分

平成１３年

平成１８年

 

資料出所：総務省「社会生活基本調査」 

 

（みやぎ男女共同参画相談室における相談状況） 

みやぎ男女共同参画相談室における相談件数は，平成２１年度は一般相談 １，１４５件，法律相

談５３件となっている。相談内容については，夫婦関係の悩みが最も多く，次いで暮らし，親子・

家庭の悩みについての相談が多い。 

 

図表2-2 一般相談の状況（男女別）                          （単位：件） 

年 度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

男 性 132 88 117 148 338 176 142 97 120

女 性 862 1,281 1,221 1,022 967 1,252 1,149 1,041 1,025

計 994 1,369 1,338 1,170 1,305 1,428 1,291 1,138 1,145

資料出所：共同参画社会推進課調べ 

区　　　分 年

平成１３年 10時 31分 8時 25分 2時 5分 5時 4分

平成１８年 10時 21分 8時 44分 2時 18分 4時 55分

平成１３年 11時 10分 5時 3分 3時 44分 7時 47分

平成１８年 11時 25分 4時 57分 3時 33分 7時 37分

平成１３年 10時 17分 8時 8分 17分 5時 35分

平成１８年 10時 21分 8時 19分 18分 5時 20分

平成１３年 10時 57分 3時 44分 33分 9時 18分

平成１８年 11時 22分 2時 53分 42分 9時 45分

※行動区分：１次活動（睡眠、身の回り用事、食事）、２次活動（通勤・通学、仕事、学業、家事、育児、買物）、

　３次活動（趣味・娯楽、テレビ・読書、スポーツ、社会活動、その他）

間時動活次３間時動活次１ ２次活動時間
うち家事、介護・看護
育児に係る時間

女性有業者

女性無業者

男性有業者

男性無業者
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図表2-3  一般相談の状況（内容別）                          （単位：件） 

年度 生き方 こころ からだ 

仕事上

の悩み

(問題) 

夫婦関

係の悩

み 

親子・

家庭の

悩み 

人間関

係の悩

み 

性・性

的被害
暮らし その他 計 

13 117 23 0 45 386 151 65 10 56 141 994

14 105 29 7 33 699 195 109 63 94 35 1,369

15 27 25 7 27 795 244 81 27 92 13 1,338

16 66 36 17 16 732 125 87 34 41 16 1,170

17 12 145 30 19 654 174 107 18 35 111 1,305

18 16 62 2 22 712 168 126 30 42 248 1,428

19 3 72 18 21 549 194 100 26 30 278 1,291

20 0 69 27 21 486 172 101 20 24 218 1,138

21 16 14 43 13 392 151 137 8 167 204 1,145

0

100

200

300

400

500

600

700

800
件

１３年度

１４年度

１５年度

１６年度

１７年度

１８年度

１９年度

２０年度

２１年度

資料出所：共同参画社会推進課調べ 

 

図表2-4 法律相談の状況（男女別）                         （単位：件） 

年 度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

男 性 １０ １０ ８ １０ １９ ９ ７ 3 12

女 性 １００ １２０ １２０ ８６ ９５ １０４ ７１ 69 41

計 １１０ １３０ １２８ ９６ １１４ １１３ ７８ 72 53

資料出所：共同参画社会推進課調べ 
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（２）子育て支援  

 

（一時保育の実施箇所数） 

  平成２１年度において，県の補助事業により一時保育を実施しているのは４３箇所で，この他に

市町村（仙台市を除く。）単独事業により２０箇所実施している。 

 

 図表2-５ 県の補助事業による一時保育の実施箇所数 

7 9
15 15 16 16

24 25
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平成22年度は目標値

箇所

    ※ 仙台市を除く                               資料出所：子育て支援課調べ 

 

 

（延長保育の実施箇所数） 

  。るいてし施実で所箇２３１を育保長延，ていおに度年１２成平

 

図表2-６ 延長保育の実施箇所数 

53
46 48

63

80
87 87

98

121 126 122
132

200

0

50

100

150

200
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平成22年度は目標値

箇所

   ※ 仙台市を除く                                資料出所：子育て支援課調べ 
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（乳児保育の実施箇所数） 

平成２１年度において，乳児保育を１６７箇所で実施している。 

 

図表2-７ 乳児保育の実施箇所数 

50

17
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150
164 164 169 167

200

0

50

100
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200

平成14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度目標

箇所

   ※ 平成15年度までは補助事業（乳児保育促進事業）の実施箇所数 

※ 仙台市を除く 

資料出所：子育て支援課調べ 

 

 

（地域子育て支援センター設置数） 

平成２１年度において，県の補助事業により運営されている地域子育て支援センターは５２箇所

で，この他に市町村（仙台市を除く。）単独事業により１６箇所が運営されている。 

 

 図表2-８ 県の補助事業により運営されている子育て支援センター設置数 
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  ※ 仙台市を除く                                資料出所：子育て支援課調べ  
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（３）生涯を通じた心とからだの健康づくりへの支援 

 

（人工妊娠中絶実施の状況） 

平成２０年度の人工妊娠中絶の実施件数は５，３４４件で，前年度に比べ減少している。また，

２０歳未満の実施件数も４５２件と減少した。 

実施率（５０歳未満の人口千人に対する割合）は１０．５で，前年度に比べ減少している。また，

２０歳未満の実施率も７．８で前年度に比べ減少しているが，いずれも全国平均を上回っている。 

 

図表2-９ 人工妊娠中絶実施件数（単位：件）  

年 13 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

宮城県 8,316 8,097 7,931 6,645 6,577 6,243 5,764 5,344

 （20歳未満） 1,294 1,228 1,151 764 701 642 536 452

割合(%) 15.6 15.2 14.5 11.5 10.7 10.3 9.3 8.5

全国 341,588 329,326 319,831 301,673 289,127 276,352 256,672 242,326

 （20歳未満） 46,511 44,987 40,475 34,745 30,119 27,367 23,985 22,837

割合(%) 13.6 13.7 12.7 11.5 10.4 9.9 9.3 9.4

資料出所：平成１３年までは厚生労働省「母体保護統計」，平成14年度から「衛生行政報告例」 

※ 平成１４年度から年度調査 

 

 

図表2-1０ 人工妊娠中絶実施率（％：人口千人に対する割合）                            

年 13 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

宮城県 14.9 14.6 14.4 12.2 12.4 11.9 11.1 10.5 

 (20歳未満) - - 16.9 11.8 10.6 10.2 8.9 7.8 

全国 11.8 11.4 11.2 10.6 10.3 9.9 9.3 8.8 

 (20歳未満) 13.0 12.8 11.9 10.5 9.4 8.7 7.8 7.6 

資料出所：平成１３年までは厚生労働省「母体保護統計」，平成14年度から「衛生行政報告例」 

※ 平成１４年度から年度調査 

 

 

図表2-1１ 人工妊娠中絶実施率の状況（平成２０年度 東北６県・全国）（％：人口千人に対する割合） 

 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 全国 

全体 9.6 11.5 10.5 9.8 9.0 12.2 8.8 

２０歳未満 8.1 7.4 7.8 6.6 5.0 8.6 7.6 

資料出所：「平成２０年度衛生行政報告例」 
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（４）男女間における暴力の根絶  

 

（女性相談センター，福祉事務所への暴力に関する相談件数）  

平成２１年度の相談件数は ９９９件，ＤＶ被害者の一時保護件数は８０件となっており，いずれ

も前年度より増加している。  

 

図表2-1２ 
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資料出所：子育て支援課調べ 

 

（ＤＶ防止法取扱の状況） 

ＤＶ防止法取扱件数は，次のとおりとなっており，相談等総件数は年々増加している。             

  図表2-1３  

（単位：件） 

区 分 
相談等総

件  数 

保護命令関係 

保護命令

関係以外

での対応

裁判所か

らの書面

請求 

保護命令 検  挙

（保護命

令違反） 

検  挙
総数 

接近禁止

のみ 
退去のみ

平成14年 304 17 16 14 0 0 15

平成15年 309 31 34 27 0 3 15

平成16年 345 37 52 30 0 3 15

平成17年 372 39 44 33 0 1 14

平成18年 430 34 34 29 0 4 11

平成19年 568 39 44 42 0 3 17

平成20年 757 66 63 62 1 0 29

平成2１年 843 66 60 12 0 1 29

資料出所：警察本部調べ 

※ DV防止法：「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（平13.10.13施行） 

※ 保護命令総数には接近禁止及び退去の複数命令分を含む。 
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イ 加害者との関係   

図表2-1４                      （単位：人） 

婚姻関係 内縁関係 合 計 

６９０（６４８）  １５３（１０９） ８４３（７５７） 

※ （ ）内数字は，前年（平成２０年）の数値 

 

 ロ 申立人の性別及び年齢別一覧表 

図表2-1５   申立人： 女性８１８人，男性２５人            （単位：人） 

年齢別 

（歳） 

 ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ 70 

１９ ２９ ３９ ４９ ５９ ６９  

人 数 
10 

(14) 

173 

(167)

247 

(225)

192 

(186)

119 

(91) 

70 

(47) 

31 

(27) 

※ （ ）内数字は，前年（平成２０年）の数値 

 

ハ 加害者の性別及び年齢一覧表 

図表2-1６   加害者： 男性８１８人，女性２５人            （単位：人） 

年齢別 

（歳） 

 ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ 70 

１９ ２９ ３９ ４９ ５９ ６９  

人 数 
6 

(6) 

123 

(132)

239 

(213)

182 

(168)

146 

(140)

101 

(67) 

46 

(31) 

※ （ ）内数字は，前年（平成２０年）の数値 

 

ニ 検挙（保護命令に関係しないものに限る。）の内訳 

図２-1７ 

区 分 件 数 内       訳 

平成1５年 15件 傷害13件，暴行１件，毒劇法１件 

平成1６年 15件 
傷害８件，暴行２件，傷害致死２件，殺人未遂２件，

器物損壊１件 

平成17年 14件 
傷害８件，暴行３件，傷害致死１件，銃刀法１件，

器物損壊１件 

平成18年 11件 
傷害５件，逮捕監禁２件，殺人１件，殺人未遂１件， 

傷害致死１件，暴行１件 

平成19年 17件 
傷害11件，暴行３件，ストーカー規制法１件， 

放火１件，道交・銃刀法１件 

平成20年 29件 

傷害11件，暴行5件，脅迫2件，殺人未遂1件，

住居侵入1件，強要未遂１件，窃盗1件，その他7

件 
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平成２１年 29件 

殺人１件，殺人未遂２件，暴行5件，傷害１５件，

住居侵入２件，窃盗２件，現建物放火１件，暴処法

１件 

                                                                                                           

イ～ニ 資料出所：警察本部調べ 

 

（犯罪の認知件数・検挙状況） 

強姦・強制わいせつの認知件数・検挙件数は，次のとおりとなっている。 

 

図表2-1８ 

                                        （単位：件） 

 姦   強 分 区

15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 

認 知 件 数 38 37 50 42 49 24 28 

検 挙 件 数 25 19 57 32 39 19 23 

 

 つせいわ制強 分 区

15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 

認 知 件 数 181 130 140 167 169 182 143 

検 挙 件 数 59 46 68 92 71 64 91 

                                資料出所：警察本部調べ 

 

 

（「性犯罪相談電話」の受理状況） 

「性犯罪相談電話」の受理件数は，次のとおりとなっている。 

 

図表2－1９  

                                           （単位：件） 

内        容 
受  理  件  数 

１5年 １6年 １7年 １８年 １９年 20年 21年

性犯罪の被害申告に関するもの 32 41 29 29 13 27 19

過去の性犯罪被害の悩みに関するもの 17 31 12 22 14 10 18

性的な嫌がらせに関するもの 21 19 7 13 13 8 11

男女の性に関するもの 23 20 18 26 17 17 16

つきまとい行為に関するもの 47 17 4 7 2 7 9

1954 57942408831 他のそ

総       数 278 208 112 146 134 114 164

    資料出所：警察本部調べ 
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３ 学校における男女共同参画の状況 

 

（１）県立高校における男女共学化  

 

（県立高校（全日制（本校・分校））の共学・別学状況） 

平成２２年度入学者選抜試験において，全日制県立高校（本校・分校）は，６９校全校で男女募

集を行った。 

なお，平成２２年４月から共学化した学校は，仙台第一高等学校，仙台二華高等学校，仙台三桜高等

学校，白石高等学校，塩釜高等学校である。 

 （白石高等学校は，旧白石高等学校及び旧白石女子高等学校が統合。塩釜高等学校は，旧塩釜高等

学校と旧塩釜女子高等学校が統合。） 

 

図表３－1 

                                 （単位：校）              

区  分 共学校 別学校 総  数 共学校の割合 

平成１７年度 ６３ １３ ７６ ８２．９％ 

平成１８年度 ６６ １０ ７６ ８６．８％ 

平成１９年度 ６５  ９ ７４ ８７．８％ 

平成２０年度 ６４  ８ ７２ ８８．９％ 

平成２１年度 ６４  ７ ７１ ９０．１％ 

平成２２年度 ６９  ０ ６９ １００．０％ 

 

資料出所：高校教育課調べ 

 

（２）男女平等教育の推進  

 

（男女混合名簿導入率） 

平成２２年度において，宮城県内の公立小学校・中学校の男女混合名簿の導入率は，小学校８８％，

中学校４９％となっている。                   

  

 図表3-2 
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資料出所：義務教育課・仙台市教育指導課調べ 
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（３）健康教育の推進  

 

（スクールカウンセラーを配置している中学校数） 

平成２２年４月１日現在，男女の人権に配慮した生徒への相談窓口となるスクールカウンセラー

を配置している公立中学校数（仙台市を含む）は，２１３校全校となっている。 

  

図表3-3 
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資料出所：義務教育課調べ 

 

（４）教職員の状況  

 

（男女別教職員数） 

平成２１年５月１日現在における女性教員の占める割合は，幼稚園で９１．８％，小学校で 

５６．９％，中学校で４４．３％，高等学校では２５．５％と，小学校から高等学校になるにつれ，

女性の教員の割合は低下している。 

 

図表3-4                                     （単位：人・％） 

区 分 男性人数 女性人数 総数 男性割合 女性割合 全国（女性割合）

幼 稚 園 194 2,183 2,377   8.2 91.8 93.5 

小 学 校 3,547 4,684 8,231 43.1 56.9 62.8 

中 学 校 2,731 2,169 4,900 55.7 44.3 41.7 

高等学校 3,538 1,209 4,747 74.5 25.5 28.9 

※ 国立・公立・私立の合計であり，高等学校は全日制・定時制を対象としている。 

資料出所：文部科学省「学校基本調査」 
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（公立小学校の教員・管理職に占める女性の割合） 

公立小学校の教員に占める女性の割合は若干上昇したが，管理職（校長・副校長・教頭）に占め

る女性の割合は，前年度より下降し，いずれも全国平均を下回っている。 

 

図表3-5  

                                        （単位：人，％） 

年  度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 全国(H21)

教

員 

女  性 4,442 4,455 4,524 4,557 4,600 4,626 4,618 4,618 4,636 260,598

男  性 3,552 3,572 3,574 3,594 3,584 3,572 3,528 3,528 3,507 152,723

全  体 7,994 8,027 8,098 8,151 8,184 8,198 8,146 8,146 8,143 413,321

女性割合 55.6 55.5 55.9 55.9 56.2 56.4 56.7 56.7 56.9 63.0

管

理

職 

女  性 131 125 119 122 127 136 142 142 139 8,549

男  性 785 786 790 784 774 762 743 743 744 34,513

全  体 916 911 909 906 901 898 885 885 883 43,062

女性割合 14.3 13.7 13.1 13.5 14.1 15.1 16.0 16.0 15.7 19.9

56.956.756.456.456.255.955.955.555.6

15.71615.115.014.113.513.113.714.3
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                 資料出所：文部科学省「学校基本調査」 
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（公立中学校の教員・管理職に占める女性の割合） 

公立中学校の教員に占める女性の割合は下降したが，管理職（校長・副校長・教頭）に占める女

性の割合は，前年度より上昇し全国平均を上回っている。 

 

図表3-6 

                                            （単位：人，％） 

年  度 １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 20 21 全国(H21)

教

員 

女  性 2,239 2,227 2,182 2,156 2,130 2,088 2,124 2,124 2,112 98,726

男  性 2,820 2,812 2,779 2,758 2,748 2,690 2,646 2,646 2,664 135,768

全  体 5,059 5,039 4,961 4,914 4,878 4,778 4,770 4,770 4,776 234,494

女性割合  44.3  44.2  44.0  43.9  43.7 43.7 44.5 44.5 44.2   42.1

管

理

職 

女  性 26 27 23 26 33 26 35 35 38 1,250

男  性 432 431 434 425 419 414 402 402 395 18,890

全  体 458 458 457 451 452 440 437 437 433 20,140

女性割合 5.7 5.9 5.0 5.8 7.3 5.9 8.0 8.0 8.8 6.2

 

44.244.543.743.843.743.944.044.244.3

8.88.0
5.97.17.35.85.05.95.7
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%
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管理職

 
資料出所：文部科学省「学校基本調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

（県立高校及び特別支援学校の教員・管理職に占める女性の割合） 

県立高校及び特別支援学校の教員及び管理職（校長・教頭）に占める女性の割合は，前年度に比

べ上昇した。 

 

図表3-7  

                                            （単位：人，％） 

年  度 １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 20 21 (注)全国 

教

員 

女  性 1,364 1,393 1,300 1,323 1,373 1,300 1,303 1,303 1,306 53,228

男  性 3,456 3,440 3,123 3,321 3,315 3,171 3,086 3,086 2,965 126,603

全  体 4,820 4,833 4,423 4,644 4,688 4,471 4,389 4,389 4,271 179,831

女性割合 28.3 28.8 29.4 28.5 29.3 29.1 29.7 29.7 30.6 29.6

管

理

職 

女  性 7 7 7 7 7 9 11 11 13 544

男  性 211 212 207 215 218 208 205 205 195 8,949

全  体 218 219 214 222 225 217 216 216 208 9,603

女性割合 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 4.1 5.1 5.1 6.3 5.7

 

30.6
28.3 28.8 29.4 28.5 29.3 28.9 29.1 29.7

6.3

3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.6 4.1 5.1

0

10

20

30

１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

%

教員

管理職

  ※ 対象の高校は，全日制・定時制・通信制である。ただし，全国数値は，H２１公立（全日制・定時制）の高校である。 

資料出所：教職員課調べ，文部科学省「学校基本調査」 
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（雇用者の平均年齢） 

雇用者の平均年齢をみると，平成２１の女性雇用者の平均年齢は，前年より上昇し３９．０歳で，

全国平均の３９．４歳を下回っている。 

  

図表4-2 雇用者の平均年齢 

                                              （単位：歳） 

年 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

宮城（男性） 40.6 40.6 40.8 41.3 42.3 40.8 41.5 42.3 42.7 

宮城（女性） 38.3 38.5 38.3 38.3 38.7 38.5 39.9 38.9 39.0 

全国（男性） 40.9 41.1 41.2 41.3 41.6 41.8 41.9 41.7 42.0 

全国（女性） 37.7 37.9 38.1 38.3 38.7 39.1 39.2 39.1 39.4 
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37

38

39

40

41

42

43

44

平成13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年

歳

宮城（男性） 宮城（女性） 全国（男性） 全国（女性）

                           資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

 

 

（雇用者の平均勤続年数） 

平成２１年の宮城県女性雇用者の平均勤続年数は，前年より減少して９．０年であるが，全国平

均の８．６年を上回っている。 

 

図表4-3 雇用者の平均勤続年数  

                                      （単位：年） 

年 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

宮城（男性） 12.7 12.7 13.5 13.3 13.9 13.3 14.6 13.6 12.8 

宮城（女性） 9.9 9.4 9.7 9.9 9.9 9.5 10.4 9.1 9.0 

全国（男性） 13.6 13.5 13.5 13.4 13.4 13.5 13.3 13.1 12.8 

全国（女性） 8.9 8.8 9.0 9.0 8.7 8.8 8.7 8.6 8.6 
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6

8

10
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14

平成13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年

年

宮城（男性） 宮城（女性） 全国（男性） 全国（女性）

 

                                           資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

 

 

（男女別所定内給与額） 

平成２１年の所定内給与額をみると，男性２９８．０千円（全国３２６．８千円）に対し，女性

２０７．９千円（全国２２８．０千円）になっている。 

なお，男性の給与額を100とすると，女性は６９．８（全国６９．８）となっている。 

  

（参考）所定内給与額 

労働契約，労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条

件，算定方法によって６月分として支給された現金給与額（手取り額ではなく，所得税，社会保

険料などを控除する前の額）のうち，超過労働給与額を差し引いた額をいう。 

 

・現金給与額には，基本給，職務手当，精皆勤手当，通勤手当，家族手当などが含まれるほか，超過

労働給与額も含まれる。１か月を超え，３か月以内の期間で算定される給与についても，６月に支

給されたものは含まれ，遅払いなどで支払いが遅れても，６月分となっているものは含まれる。給

与改定に伴う５月分以前の追給額は含まれない。現金支給のみであり，現物給付は含んでいない。 

・超過労働給与額とは，次の給与の額をいう。 

 時間外勤務手当・深夜勤務手当・休日出勤手当・宿日直手当・交替手当 

 

図表4-4 男女別所定内給与額  

（単位：千円） 

年 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

宮 城（男 性） 313.1 303.4 310.7 318.8 310.7 328.7 326.8 312.0 298.0

宮 城（女 性） 207.8 202.0 206.0 208.9 197.5 209.5 202.8 209.5 207.9

全 国（男 性） 340.7 336.2 335.5 333.9 337.8 337.7 336.7 333.7 326.8

全 国（女 性） 222.4 223.6 224.2 225.6 222.5 222.6 225.2 226.1 228.0

男女間 

格差(%) 

宮城 66.4 66.6 66.3 65.5 63.6 63.7 62.1 67.1 69.8

全国 65.3 66.5 66.8 67.6 65.9 65.9 66.9 67.8 69.8

      資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

 

 



39 

図表4-5 所定内給与の男女間格差の推移                              

60

62

64

66

68

70

平成13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年

%
宮城 全国

 

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

  

（年齢階級別所定内給与額） 

平成２１年の所定内給与額の男女間格差が最も大きいのは「５０～５４歳」で，男性の給与額を

１００とすると女性は５７．０（全国は５９．５）となっている。 

 

図表4-6 男女間所定内給与額                                               （単位：千円） 

年 齢 
～    

19 

20～

24 

25～

29 

30～

34 

35～

39 

40～

44 

45～

49 

50～

54 

55～

59 

60～

64 

65～

69 

70 

～ 

宮城（男性） 159.8 185.5 216.1 249.6 293.2 333.3 365.2 382.0 337.0 256.4 252.6 273.7

宮城（女性） 151.2 173.4 193.4 206.1 220.7 223.4 226.5 217.8 224.8 189.3 190.6 253.0

男女間格差(%) 94.6 93.5 89.5 82.6 75.3 67.0 62.0 57.0 66.7 73.8 75.5 92.4

全国（男性） 170.5 199.7 237.8 280.1 322.0 374.4 406.2 412.4 385.5 288.8 254.3 284.1

全国（女性） 158.8 189.8 214.1 230.3 245.4 248.8 250.0 245.2 233.4 203.3 201.8 235.2

男女間格差(%) 93.1 95.0 90.0 82.2 76.2 66.5 61.5 59.5 60.5 70.4 79.4 82.8
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～19 25～29 35～39 45～49 55～59 65～69
歳

千円

宮城男性

宮城女性

全国男性

全国女性

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（企業規模：１０人以上） 
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（女性の短時間労働者の就業状況） 

平成２１年の女性の短時間労働者の平均勤続年数は５．３年である。また，平均年齢は４５．７

歳，１日当たり所定内実労働時間数は５．２時間，１時間当たり所定内給与額は９１１千円である。 

 

図表4-7 

区 分 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）
１日当たり所定内 

実労働時間数（時間） 

１時間当たり所定内

給与額（円） 

宮城県(男性) ４２．９ ４．８ ５．６ ９９６ 

宮城県(女性) ４５．７ ５．３ ５．２ ９１１ 

全国(男性) ４０．３ ４．１ ５．４ １，０８６ 

全国(女性) ４４．１ ５．１ ５．２ ９７３ 

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（企業規模：１０人以上） 

  ※ 短時間労働者とは，１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日の所定労働時間が一般の労働者と同じで

も１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。 

 

 

（宮城労働局に寄せられたセクシュアル・ハラスメントに関する相談件数） 

 平成２１年度に，宮城労働局雇用均等室に寄せられた相談件数は６８３件であり，そのうちセク

シュアル・ハラスメントに関するものは３８１件で，前年度より増加している。  

 

  図表4-8                                       （単位：件） 

年 度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

相談件数総数 313 327 373 364 372 512 724 650 683

ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関するもの 71 107 112 179 192 230 399 361 381
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資料出所：宮城労働局雇用均等室調べ 
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（セクシュアル・ハラスメント防止対策） 

職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策として，「就業規則等での防止対策措置等の

規定」など，何らかの措置を講じた事業所は７８．５％となっている。 

企業規模別では，規模が大きいほど防止対策を講じている事業所の割合が高くなっている。 

産業別では，「金融業・保険業」が９７．０％，「不動産業・物品賃貸業」が９４．１％と高い

のに対し，「建設業」は５５．８％となっている。 

 

図表4-9 

セクシャル・ハラスメント防止の取組 事業所数 構成比 

事業主の方針の明確化と周知・啓発 355 23.9% 

就業規則等での防止対策措置等の規定 392 26.4% 

相談窓口の設置（外部委託も含む） 272 18.3% 

周知・啓発のための研修等の実施 139 9.4% 

 %5.0 8 他のそ

特に何もしていない 319 21.5% 

  （企業規模別） 
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（産業別） 
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73.6
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宿泊業，飲食ｻｰﾋﾞｽ業

学術研究，専門技術

不動産業，物品賃貸業
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特に何もしてい
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資料出所：雇用対策課「平成２１年度労働実態調査結果報告書」 
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※雇用対策課「平成２１年度労働実態調査」の概要 

 １ 調査対象 

 （１）調査地区    宮城県全域 

 （２）調査対象事業所 事業所規模１０人以上の民間事業所で，１４産業 

 

 ２ 調査事業所    調査対象事業所から規模別・産業別に抽出した２，０００事業所 

 

  ３ 調査期日     平成２１年７月３１日現在 

 

  ４ 調査の方法    郵便による通信調査 

 

 ５ 回答(集計)状況  有効回答９２２事業所  有効回答率４６．１％ 

 

 ６ 回答事業所の状況 

 （１）産業分類    ①建設業133社(14.4%)  ②製造業121社(13.1％)  ③情報通信業24社

(2.6%) ④運輸業，郵便業67社(7.3%) ⑤卸売業，小売業192社(20.8%)

⑥金融業，保険業34社(3.7%)  ⑦不動産業，物品賃貸業9社(1.0%)  ⑧

学術研究，専門・技術サービス業39社(4.2％)  ⑨宿泊業，飲食サービス業5

9社(6.4%) ⑩生活関連サービス業，娯楽業22社(2.4％) ⑪教育，学習支

援業43社(4.7％)  ⑫医療，福祉104社(11.3%)  ⑬サービス業73社(7.

9%) ⑭その他2社(0.2%) 

 （２）規模分類    ①10～29人 357社(38.7%)    ②30人～99人 228社(24.7%) 

                        ③100～299人 125社(13.6%)  ④300人以上 212社(23.0%) 

 （３）本社所在地   宮城県内708社(76.8%)  宮城県外214社(23.2%) 
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（２）仕事と育児・介護の両立支援  

 

（女性の年齢階級別労働力率） 

女性の年齢階級別労働力率は，平成１７年国勢調査においても，出産・子育て期の30歳代前半

が谷となるＭ字カーブを示している。 

 

 図表4-10 

年齢 15～20 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～

男性（宮城） 16.8 66.1 87.5 91.2 93.2 94.6 95.2 94.9 93.1 73.5 30.8

女性（宮城） 16.1 66.8 71.4 63.1 63.8 71.0 73.9 67.9 56.8 34.9 11.0

女性（全国） 16.8 67.7 71.6 61.6 62.3 69.5 72.7 68.3 59.7 40.4 14.0
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資料出所：総務省「平成１７年国勢調査」  

 

 

（育児休業制度） 

  育児休業制度の規定のある事業所は８２．６％（前年８１．０％）となっている。 

これを産業別に見ると，「金融業，保険業」「不動産業，物品賃貸業」「その他」が１００．０％

となっている。 

企業規模別では，規模が大きいほど制度のある割合が高く，「300人以上」では規定のある事業

所は９９．５％となっている。 

  育児休業取得率は，男性４．１％（前年４．０%），女性７５．８％（前年６９．９%）となっ

ている。  
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図表4-11 育児休業制度の規定のある事業所の割合） 
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区    分 
育児休業制度規定の有無（％） 育児休業取得率（％） 
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  60.0 

    0.0 

  68.4 

  75.0 

  71.4 

    0.0 

10～29人 

30～99人 

100～299人 

300人以上 

  64.4 

  86.5 

  96.8 

  99.5 

35.6 

13.5 

 3.2 

 0.5 

37.3 

27.5 

33.5 

30.2 

11.8 

  3.4 

  3.5 

  2.6 

  78.1 

  76.7 

  64.3 

  84.5 

資料出所：雇用対策課「平成２１年度労働実態調査結果報告書」 

（参考）育児休業取得率の全国の状況 

年 度 １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

男 性 ０．４４ ０．５６ ０．５０ ０．５７ １．５６ １．２３ １．７２

女 性 ７３．１ ７０．６ ７２．３ ８８．５ ８９．７ ９０．６ ８５．６

  資料出所：厚生労働省「女性雇用管理基本調査（～平成18年度）」，「雇用均等基本調査（平成１９年度～）」 
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（次世代育成支援対策） 

  次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定状況を調査したところ，「策定した」事業所

は１４．９%（前年１５．８％）であった。「策定を検討している」事業所は８．１% （前年 

７．７％），「未定」は４８．７%（前年４７．５％），「策定の予定なし」は２８．３%（前年

２９．０％）となっている。 

 規模別では，規模が大きいほど策定した割合が高くなっている。 

 

図表4-12 

区    分 
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定状況（％） 

策定した 検討中 未定 予定なし 

全  体 14.9   8.1 48.7 28.3 

建設業 

製造業 

情報通信業 

運輸業，郵便業 

卸売業，小売業 

金融業，保険業 

不動産業，物品賃貸業 

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業 

生活関連サービス業，娯楽業 

教育，学習支援業 

医療，福祉 

サービス業 

その他 

 6.1 

13.8 

21.7 

 5.4 

22.4 

50.0 

22.2 

20.6 

10.4 

23.8 

 5.7 

 8.7 

13.1 

  0.0 

  8.7 

 11.0 

  0.0 

  8.9 

  7.6 

  3.3 

11.1 

11.8 

  4.2 

  4.8 

  5.7 

  8.7 

  9.8 

  0.0 

47.0 

49.5 

56.5 

57.1 

47.1 

33.3 

55.6 

38.2 

43.8 

42.9 

57.1 

54.3 

50.8 

 0.0 

38.3 

25.7 

21.7 

28.6 

22.9 

13.3 

11.1 

29.4 

41.7 

28.6 

31.4 

28.3 

26.2 

100.0 

10～29人 

30～99人 

100～299人 

300人以上 

  1.7 

  1.9 

  6.0 

56.2 

  3.8 

  6.1 

 23.1 

  7.6 

55.3 

54.2 

52.1 

29.7 

39.2 

37.7 

18.8 

 6.5 

資料出所：雇用対策課「平成２１年度労働実態調査結果報告書」 

 

 

 

（介護休業制度） 

  介護休業制度の規定のある事業所は７４．６％（前年７１．６％）となっている。 

これを産業別に見ると，「不動産業，物品賃貸業」「その他」が１００．０％となっている。逆

に，「宿泊業，飲食サービス業」「建設業」は，それぞれ４７．４％，５７．８％で他業種に比べ

て低くなっている。 

企業規模別では，規模が大きいほど制度のある割合が高く，「300人以上」では規定のある事業

所は９８．６％となっている。 
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図表4-13 介護休業制度の規定のある事業所の割合 

17.3

74.6
71.671.8
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10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

%

 

区    分 
介護休業制度の有無（％）

ある なし 

全  体 74.6 25.4 

建設業 

製造業 

情報通信業 

運輸業，郵便業 

卸売業，小売業 

金融業，保険業 

不動産業，物品賃貸業 

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業 

生活関連サービス業，娯楽業 

教育，学習支援業 

医療，福祉 

サービス業 

その他 

57.8 

79.0 

79.2 

73.8 

76.2 

97.1 

100.0 

87.2 

47.4 

90.0 

73.8 

85.6 

73.2 

100.0 

42.2 

21.0 

20.8 

26.2 

23.8 

 2.9 

  0.0 

12.8 

52.6 

10.0 

26.2 

14.4 

26.8 

  0.0 

10～29人 

30～99人 

100～299人 

300人以上 

50.0 

78.2 

96.0 

98.6 

50.0 

21.8 

 4.0 

 1.4 

資料出所：雇用対策課「平成２１年度労働実態調査結果報告書」 
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（子どもを持つ労働者に対する支援制度） 

  子どもを持つ労働者に対する支援制度の実施状況をみると，「家族手当（扶養手当）」を支給し

ている事業所が５２．２％（前年５２．９％）であった。また，「勤務時間の短縮制度」４３．７％

（前年４０．８％），「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」２９．７％（前年２９．２％），「所

定外労働（残業等）の免除」３８．３％（前年３２．２％），「子の看護休暇」２７．１％（前年

３０．５％）と高い割合を示している。 

 

図表4-14 子どもを持つ労働者に対する支援制度の有る割合 
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0.0
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35.1

31.0

6.4

41.9

7.7
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0.0

0.2

1.0

1.8
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33.8

27.6

7.6

39.6

8.1
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0.0

0.4

0.9
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48.3

5.4

27.9

23.5
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0 10 20 30 40 50 60

子の看護休暇制度

サテライトオフィス

育児の場合に利用できる在宅勤務制度

事業所内託児所

保育費用の助成

家族手当（扶養手当）

育児により退職した者の再雇用制度

所定外労働（残業等）の免除

始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ

育児の場合に利用できるフレックスタイム制度

勤務時間の短縮制度

育児休業者の復帰のための情報提供・訓練

育児休業中の代替職員の確保

%

平成16年度　1,809事業所

平成17年度　1,573事業所

平成18年度　1,001事業所

平成19年度　  751事業所

平成20年度　　789事業所

平成21年度    922事業所

資料出所：雇用対策課「平成２１年度労働実態調査結果報告書」 
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（ファミリー・サポート・センター※設置数）  

平成２１年度において，県内で計１２カ所設置されている。 

 図表4-15 

 所  箇  置  設 度 年 置 設

平成１３年度 白石市，名取市 

平成１４年度 仙台市，白石市，名取市 

平成１５年度 仙台市，白石市，名取市 

平成１６年度 仙台市，白石市，名取市，古川市，気仙沼市，多賀城市 

平成１７年度 仙台市，白石市，名取市，大崎市，気仙沼市，多賀城市，塩竃市 

平成１８年度 
仙台市，白石市，名取市，大崎市，気仙沼市，多賀城市，塩竃市， 

石巻市 

平成１９年度 
仙台市，白石市，名取市，大崎市，気仙沼市，多賀城市，塩竃市， 

石巻市，栗原市，東松島市 

平成２０年度 
仙台市，白石市，名取市，大崎市，気仙沼市，多賀城市，塩竃市， 

石巻市，栗原市，東松島市，角田市，登米市 

平成２１年度 
仙台市，白石市，名取市，大崎市，気仙沼市，多賀城市，塩竃市， 

石巻市，栗原市，東松島市，角田市，登米市 

※ ファミリー・サポート・センターとは，地域において，育児の援助を受けたい人と援助を行いたい人が会員となって

相互援助活動を行う組織。 

                      資料出所：雇用対策課調べ 

 

（放課後児童クラブ設置数） 

平成２１年度において，放課後児童クラブ数の設置数は２２４箇所で，整備率（設置箇所÷小学

校区数）は７２．７％となっている。 

  図表4-16 
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      ※ 仙台市を除く                            資料出所：子育て支援室調べ 
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資料出所：農業振興課・農林水産省調べ 

 

 

（農業委員※の状況）   

平成２１年度において，農業委員数は７２４人で，うち女性は３５人（４．８%）となっている。 

 

図表5-3 農業委員に占める女性の数・割合（単位：人） 

年 度 14 15 16 17 18 19 20 21 全国（H19）

農業委員総数 1,174 1,155 1,136 868 791 777 729 724 38,579

女性委員数 19 18 19 26 24 29 37 35 1,658

割合(%) 1.6 1.6 1.7 3.0 3.0 3.7 5.1 4.8 4.3
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資料出所：農業振興課・農林水産省調べ 

※ 農業委員とは，市町村における独立の行政委員会である農業委員会の委員であり，農業者の代表として公選

等により選出される。農業委員会は，農地法に基づく農地の権利移.動の許可等の法令に基づく業務のほか，農

地の流動化，担い手の育成等，構造政策の推進に係る業務を行っている。 
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資料出所：農林水産経営支援課「宮城県水産業協同組合年報」・水産庁「水産業協同組合統計表」 

 

 

（家族経営協定※を締結した農家数） 

平成２１年度までに家族経営協定を締結した農家数は５６４戸で，前年度より３９戸増加してい

る。 

 

図表5-6  家族経営協定を締結した農家数の推移 
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資料出所：農業振興課調べ 

※ 家族経営協定とは，家族農業経営にたずさわる各世帯員が，意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力

的な農業経営を目指し，経営方針や役割分担，家族みんなが働きやすい就業環境などについて，家族間の十分な

話し合いに基づき，取り決めるもの。 
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６ 地域における男女共同参画の状況   

 

（１）市町村における男女共同参画の取組状況 

 

（市町村における男女共同参画等の名称を冠した窓口の設置状況） 

平成２２年4月現在，男女共同参画等の名称を冠した窓口（課，係等）を設置している市町村数

は，８（７市１町）で２２．９%となっており，市・町村別内訳では，市５３．８%，町村４．５％

となっている。   

 

  図表6-1 男女共同参画の名称を冠した窓口を設置した市町村数及び割合 

年 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

市町村数 9 11 11 11 11 11 10 9 8 8

割合(%) 12.7 15.5 15.9 15.9 24.4 30.6 27.8 25.0 22.2 22.9
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％

        

資料出所：共同参画社会推進課調べ 

                                              ※ 数値は各年４月１日現在 

 

 

（市町村における男女共同参画推進条例の制定状況） 

平成２２年4月現在，男女共同参画推進条例を制定した市町村数は，8（６市2町）で２２．９%

となっている。なお，５市３町が，条例制定に向けて検討中である。 

 

 図表6-2 男女共同参画推進条例を制定した市町村数及び割合 

年 15 16 17 18 19 20 21 22 

市町村数 5 6 7 7 7 8 8 8

割合(%) 7.2 8.7 15.6 19.4 19.4 22.2 22.2 22.9
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                                            資料出所：共同参画社会推進課調べ 

                                                    ※ 数値は各年４月１日現在 

 

 

図表6-3 男女共同参画推進条例の制定状況（東北６県・全国） 

（平成２２年4月1日現在，単位：%） 

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 全国 

2.5 11.4 22.9 12.0 5.7 22.0 24.0 

※ 他県及び全国は平成21年4月1日現在値。 

資料出所：共同参画社会推進課・内閣府調べ 

 

 

（市町村における男女共同参画基本計画の策定状況） 

平成２２年 4月現在で，男女共同参画基本計画を策定した市町村数は１８（10市８町）で 

５１．４%となっており，内訳では市策定率７６．９%，町村策定率３６．４%である。 

なお，３市１町が，計画策定に向けて検討中である。 

 

  図表6-4 男女共同参画基本計画を策定した市町村数及び割合 

年 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

市町村数 5 7 9 15 14 11 13 16 18 18

割合(%) 7.0 9.9 13.0 21.7 31.1 30.6 36.1 44.4 50.0 51.4
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資料出所：共同参画社会推進課調べ 

                                                   ※ 数値は各年４月１日現在 
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図表6-5 男女共同参画基本計画の策定状況（東北６県・全国） 

（平成２２年4月1日現在，単位：%） 

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 全国 

37.5 65.7 51.4 92.0 42.9 39.0 60.1 

※ 他県及び全国は平成21年4月1日現在値。 

資料出所：共同参画社会推進課・内閣府調べ 

 

 

（２）地域活動への男性の参画と女性の人材育成 

 

（自治会（町内会・区）長に占める女性の割合） 

平成２２年４月１日現在の県内の市町村自治会長に占める女性数は１６４人で，割合では 

３．５%となっている。 

 

図表6-6 自治会（町内会・区）長に占める女性の割合 

年 月 18年3月 19年4月 20年4月 21年4月 22年4月 

総数 4,378 4,372 4,381 4,699 4,710

うち女性数 140 155 140 164 164

割合(%) 3.2 3.5 3.2 3.5 3.5

4,7104,699
4,3814,3724,378

164164140155140
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資料出所：共同参画社会推進課調べ 

 

 

（ＰＴＡ会長に占める女性の割合） 

平成２２年４月１日現在の公立小中学校のＰＴＡ会長に占める女性数は１０７人で，割合では 

１６．４%となっている。 
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  図表6-7 PTA会長に占める女性の割合（単位：人） 

年 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

総数 790 788 786 786 675 669 657 654 654 

うち女性数 92 105 95 94 92 94 91 88 107 

割合(%) 11.6 13.3 12.1 12.0 13.6 14.1 13.9 13.5 16.4 

657 654 654

91 88 107

790 788 786 786

675 669

92 105 95 94 92 94
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資料出所：生涯学習課（～平成17年）・共同参画社会推進課（平成18年～）調べ 

※ 平成１７年までは公立小中学校，県立高校，特殊教育学校の数値 

※ 平成１８年からは公立（市町村立）小中学校の数値 

※ 数値は各年４月１日現在 

 

（みやぎ女性人材開発セミナー受講者数） 

平成10年度からセミナーを開催し，平成２０年度までに３０２人が受講している（目標値に達

したことから平成２０年度で事業終了）。 

 

図表6-8 みやぎ女性人材開発セミナー受講者数累計 

38
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113
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302 300
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100

200
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平成10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 22年度目標

人

               

資料出所：共同参画社会推進課調べ 



 

 

 

 

第３部  宮城県における男女共同参画の施策 
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111  社社会会全全体体ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの実実現現   

                                －－男男女女平平等等社社会会へへののシシスステテムム・・チチェェンンジジ－－ 

  

【施策の方向】 

（１） 政策・方針決定過程への女性の参画 

 

男女共同参画の指標               計画策定時    実 績   目標・予測指標 

◆県の審議会等委員における女性の割合           27.7％    33.9％     40％ 

◆市町村の審議会等委員における女性の割合          17.1％     23.3％     30％ 

◆男女共同参画に関する講座・イベントの開催市町村の割合  38.0％     62.9％         100％ 

 

県の各種審議会等委員への女性登用率については，計画策定時より上昇しているが，現況と

目標値には乖離がある。 

県（知事部局）の女性職員の管理職（課長級以上）への登用率については，4.0％と前年度（3.

9％）より0.1%上昇している。また，市町村に対し，審議会等委員への女性登用や管理職等へ

の女性登用について働きかけを行った。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

1．県の審議会等委員への女性登用の推進 総務部，環境生活部

2．市町村の審議会等委員への女性登用拡大の働きかけ 環境生活部 

3．産業団体・労働団体等の役員への女性登用拡大の働きかけ 経済商工観光部 

4．県の管理職への女性職員登用の推進 総務部，教育庁 

5．県外郭団体・市町村等の管理職への女性職員の登用拡大の働きかけ 総務部 

  

施策の 

項  目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度予

算額(千円) 

1．県の審

議 会 等 委

員 へ の 女

性 登 用 の

推 進   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県の審議会等委員への女性の参加促進 

附属機関等を設置する場合又は既存の附属機関等の条

例等を改正する場合は，事前に当該審議会における男女

の登用の均等を図るための措置内容及び協議状況を確認

し，さらに，当該附属機関等において構成員を選任する

際，女性の登用比率が40％未満の場合には，その理由等

について事前に確認している。これらの事前確認の時点

で，必要に応じて女性の登用推進に関する助言等を行っ

た。 

 

行政経

営推進

課 

 

 

 

 

 ― 

 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

 

○ 県の審議会等委員への女性登用の推進 

審議会等の新設又は改選について関係部局から協議が

あった場合，女性の登用について積極的に働きかけると

ともに，平成 18 年 3 月に策定した「審議会等への女性

委員の登用計画」に基づく進行管理を行った。また，「男

女共同参画施策推進本部（本部長：知事）」において，

登用状況を報告するとともに，各部局に対し女性委員の

積極的な登用について働きかけた結果，平成 22 年 4 月

1日現在の登用率は33．9％となった。 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

 

2．市町村

の 審 議 会

等 委 員 へ

の 女 性 登

○ 市町村の審議会等委員への女性登用拡大の働きかけ 

市町村における審議会等委員への女性の登用状況につ

いて調査し，公表するとともに，市町村担当課長会議等

を通じ，情報提供や女性登用拡大の働きかけを行った。

共同参

画社会

― 

 

―
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用 拡 大 の

働きかけ 

 

 
推 進課

  

 

 

 

 

3．産業団

体・労働団

体 等 の 役

員 へ の 女

性 登 用 拡

大 の 働 き

かけ 

 

 

 

 

 

 

○ 役員等への女性登用拡大について，企業・団体等に対

し，県が主催する「雇用・労働セミナー」の参加者に「女

性のチカラは企業の力」普及推進事業資料等の配付を行

うなど啓発普及を行った。 

・第１回 日 時 平成 21年 10月 13日 
場 所 仙台市 

対象者 企業，人事担当者，労働団体等104

人 

・第２回  日 時 平成 22年 1月 29日 

場 所 仙台市 

対象者 企業，人事担当者，労働団体等 77

人 

 

雇用対

策課  

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

 

 

 

4．県の管

理 職 へ の

女 性 職 員

登 用 の 推

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県管理職女性職員の登用の推進 

平成22年 4月の人事異動においては，次長級で2名

が定年退職したが，新たに1名の登用を行った。 係長級

以上の役付け職員に占める女性の構成数は，昨年の615
人から625人と増加しており，女性職員の登用が進んで

いる。 

＜職員に占める女性職員の割合：知事部局＞ 

課長級以上に占める女性職員の割合 

4．0％ （昨年度 3．9％） 

係長級以上に占める女性職員の割合  

16．8％ （昨年度16．2％） 

 

人事課

  

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

 

 

○ 新任校長 7 人，新任教頭 11 人（県教委発令分）を登

用したことにより，総数で女性校長55人，女性教頭79

人の計 134 人となった。昨年より 1 名減であるが，管

理職総数が減少しているため，女性割合は昨年を上回っ

た。 

  管理職総数 1,130人（うち女性134人） 

  女性割合 11.9% 

 （小学校，中学校，高校（含県立中），特別支援学校の計。）

 （石巻市立高校及び仙台市立学校除く。） 

 

教職員

課 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

 

5．県外郭

団体・市町

村 等 の 管

理 職 へ の

女 性 職 員

の 登 用 拡

大 の 働 き

か け   

  

 

 

 

 

○ 市町村等に係る女性職員の採用・登用の拡大等につい

ての働きかけ 

市町村及び一部事務組合の人事・給与担当課長補佐を

対象に開催した会議（平成21年11月 5日（木）開催）

において，内閣男女共同参画推進本部における平成 20

年4月 8日決定の「女性参画加速プログラム」の情報提

供を行った。当該プログラムを踏まえ，男女共同参画基

本計画に掲げられた「2020 年までに，指導的地位に女

性が占める割合が，少なくとも30％程度になるよう期待

する。」との目標を達成するためには，まず公務部門が率

先して取り組むことが必要であり，市町村等においても，

前例にとらわれることなく，能力と適正に応じ女性職員

を積極的に採用・登用されたいと助言した。 

 

市町村

課 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ いずれも本県の事業を掲載するものであり，予算額の欄においては，事業に要する県の当初予算額を記載しているが， 

予算を伴わない事業については「―」としている。以下同じ。 

 

 

（2）性別による役割分担意識の解消  
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  性別による固定的な役割分担意識を解消するために，市町村が開催する講座等に講師を派遣

したり，8月1日の「みやぎ男女共同参画の日（愛称：みやぎパートナーズデー）」を記念し

たフォーラムや市町村との共催による講演会・研修会を開催するなど啓発活動を推進した。 

 施  策  の  項  目 担 当 部 

6．男女共同参画に関する講座の開催・講師の派遣    環境生活部，教育庁

7．男女共同参画を推進するための講演会・イベント等の開催 環境生活部，農林水

産部 

8．各種メディアの幅広い活用による啓発活動の実施 環境生活部 

 

施策の 

項 目 
 課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

6．男女共

同 参 画 に

関 す る 講

座 の 開

催・講師の

派 遣   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 男女共同参画に関する講座等への講師派遣 

男女共同参画の普及啓発の推進，性別による固定的な

役割分担意識を解消するために，市町村や各種団体等が

開催する講座等に職員を講師として派遣した。 

（市町村等が開催する自治体職員，団体職員，一般県民

を対象とした講座等6件に講師を派遣した。） 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ー 

 

 

 

―

 

 

 

○ 県・市町村パートナーシップ事業 

男女共同参画社会の実現を目指し，市町村の男女共同

参画施策の推進を図るため，市町村と共催で啓発事業（住

民の意識啓発等のための講演会や研修会の開催）を行っ

た。 

・岩沼市 (事業名) 

 男女共同参画推進啓発事業 

        男女共同参画市民情報交流会 

       平成 21年 6月 29日(月) 

男女共同参画講演会・意見交換会 

平成21年 7月17日(金) 

       参加者 延べ４６人 

・栗原市 (事業名) 

 栗原市男女共同参画推進リーダー養成講座

「いち・にの参画講座～男女（とも）につく

る栗原～」 

公開講座 

平成21年 10月 24日(土) 

研修  

第 1回 平成22年 8月1(土)  

～ 

第 7回 平成22年 2月13日(土) 

参加者 公開講座 約１00人， 

研修受講者 延べ１0４人 

・東松島市 (事業名) 

 災害と復興 

          女性リーダー研修 

             平成 21年 9月 30日(水) 

            男女共同参画フォーラム 

平成22年 3月24日(水) 

参加者 ２２0人 

・大崎市 (事業名) 

 女性コーディネーター養成講座「大崎塾」 

         第１回 平成21年 7月 25日(土) 

        ～ 

第 7回 平成 21年 11月 22日(土) 

263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280
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参加者 ２５人 

・柴田町 (事業名) 

 「やさしい男女共同参画セミナー」 

       ～実践！コミュニケーションを通していき

いき元気に～ 

第１回 平成21年 8月 9日(日) 

       ～ 

第３回 平成21年 9月27日(日) 

参加者 延べ99人 

・松島町 (事業名) 

 男女共同参画 生き生き まちづくり講演会 

         平成 21年 10月 2日(金) 

参加者 ６６人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ みやぎ県民大学推進事業 

みやぎ県民大学推進事業として64講座を実施した。

（講座のテーマは，高校や大学等の講座実施機関の計

画によるものであり，平成 21 年度は男女共同参画

関係をテーマとする講座は実施されなかった。） 

 

生涯学

習課  

  

 

  4,948 

 

 

 

 4,439

 

 

 

7．男女共

同 参 画 を

推 進 す る

た め の 講

演会・イベ

ン ト 等 の

開 催   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 男女共同参画の日普及推進事業 

男女共同参画の日普及推進事業を実施し（宮城県，多

賀城市の2者主催），約600人が参加した。 

みやぎパートナーズデー「男女共同参画フォーラム

2009in たがじょう」 

日 時 平成 21年 8月29日（土）13:00～15:40 

会 場 多賀城市文化センター 

テーマ 「見つけよう！ あなたらしいワーク・ライフ・

バランス」 

内 容 ・男女共同参画イラスト・まんがコンクール表

彰式 

・基調講演「暮らしの中で実践できる脳の活性

化～「男女共同参画」が脳を元気に～」 

講師：川島隆太氏（東北大学加齢医学研究所

教授） 

・パネルディスカッション 「ワークとライフバ

ランスの“ツボ”」 

パネリスト：石黒聡氏（ソニー(株)仙台テクノ

ロジーセンター仙台総務部統括部長） 

小幡恭二氏（寺岡おやじの会世話人） 

川島隆太氏（東北大学加齢医学研究所教授）

コーディネーター：塩野悦子氏（宮城大学看

護学部教授） 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1,485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県・市町村パートナーシップ事業〔再掲・施策の項目

6参照〕 

各市町村と共催で住民の意識啓発等のための講演会や

研修会を開催した。 

（岩沼市，栗原市，東松島市，大崎市，柴田町，松島町 

 参加者計約660人） 

 

263 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

○ 男女共同参画チャレンジ活動事業 

2010 農山漁村パートナーシップ推進宮城県大会を

開催した。 

時 期 平成 22年 2月 4日 

場 所 仙台市民会館 

内 容 基調講演 演題「地域から発信する 農村の幸

せ 都会の幸せ」 

     講師 熊本大学文学部教授 徳野貞夫氏 

農業振

興課  

  

 

 

 

1,423 

の一部 

 

 

 

 4,092

の一部
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     男女共同参画事例発表（2事例） 

対象者 農林漁業従事者等 747 人（うち男性参加者

50人） 

 

 

 

 

 

 

 

8．各種メ

デ ィ ア の

幅 広 い 活

用 に よ る

啓 発 活 動

の実施 

 

 

 

 

 

 

 

○ 各種メディアによる啓発活動 

「男女共同参画イラスト・まんがコンクール（施策の

項目１１参照）」，「みやぎパートナーズデー 男女共同

参画フォーラム２009in たがじょう（施策の項目 7 参

照）」等について，新聞・ラジオ等を通じ，広報活動を実

施した。 

 ・男女共同参画イラスト・まんがコンクール 

   県政記者クラブ等報道関係約３0社への情報提供 

県政だより５月号「県からのお知らせ」に掲載 

   情報誌『公募ガイド』，ＮＰＯ法人刊行の情報誌『ゆ

るる』に掲載 

 ・男女共同参画フォーラム２009in たがじょう 

   県政記者クラブ等報道関係約３0社への情報提供 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）男女共同参画の視点による広報・啓発活動の実施 

  男女の多様なイメージを社会に浸透させるため，企業におけるポジティブ・アクションの実

施状況の調査や男女共同参画に関する公的広報の手引きの周知などにより，男女共同参画の視

点に立った表現の推進や啓発に努めた。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

9．男女共同参画の視点に立った県広報とガイドラインの作成の検討 環境生活部 

10．メディアや広報を実施する企業・団体に対する自主的な取組への働

きかけ 

環境生活部 

11．性差別表現を批判的な視点でとらえる能力を高める学習機会の提供 環境生活部 

    

施策の 

項 目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

9．男女共

同参画の

視点に立

った県広

報とガイ

ドライン

の作成の

検討 

 

○ 男女共同参画の視点に立った県広報とガイドライン作

成検討 

内閣府作成の「男女共同参画の視点からの公的広報の

手引～みんなに届く広報のために～」を庁内イントラ掲

示板に掲載し，周知を図った。 

 

 

 

共同参

画社会

推進課

  

 ― 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

10．メデ

ィアや広

報を実施

す る 企

業・団体に

対する自

主的な取

組への働

き か け 

 

 

 

○ 「女性のチカラは企業の力」普及推進事業 

・「女性のチカラを活かす企業認証制度」の実施 

職場での男女共同参画の取組状況を調査するポジテ

ィブ・アクションシートをＨＰからダウンロードをし

て，自己点検の上，認証を申請。また，認証企業のう

ち，優良企業を「いきいき男女・にこにこ子育て応援

企業表彰」により５社知事表彰をした。(表彰について

は，保健福祉部子育て支援室(当時)と合同で実施) 

・「女性のチカラは企業の力」普及推進フォーラム 

ポジティブ・アクションやワーク・ライフ・バラン

スを主なテーマとして，講演やパネルディスカッショ

ンにより，県民や県内企業に情報発信した。 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

1,000 

 

 

 

 

 

 

 

800
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・「女性のチカラは企業の力」普及推進サミット

先進的な取組を行っている企業による「女性のチカ

ラは企業の力」普及推進サミットを設置し，企業間の

情報交換を通じて，ノウハウの蓄積や課題の検証を行

い，取組の充実・拡大ひいては情報発信を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．性差

別表現を

批判的な

視点でと

らえる能

力を高め

る学習機

会の提供

  

 

 

○ 男女共同参画の日普及推進事業 

「男女共同参画イラスト。まんがコンクール」を実施

し，１６５作品（学生部門１５２作品，一般部門１３作

品）の応募があり，１２名が入賞した。 

作品募集チラシの配布・ホームページ掲載 

  ・配 布 数 15,000枚 

  ・主な配布先 市町村，市町村教育委員会，市町村中

央公民館・仙台市市民センター，市町

村立図書館，女性関係施設，文化施設，

女性団体，小学校，中学校，高等学校，

専門学校，短大・大学，児童館等 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

1,485 

の一部 

 

 

 

 

 

 

1,447

の一部

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）調査・研究，情報の収集・提供の充実   

  定期的な情報収集を行い，また，県及び市町村の男女共同参画に関わる情報を集中・ネット

化し，県民と情報の共有が可能になるように努めた。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

12．県民の意識や実態等の定期的調査の実施 環境生活部 

13．国，都道府県，市町村，企業，団体等の情報を収集，整理し，県民

等へ提供 

環境生活部 

                      

施策の 

項  目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

12．県民

の 意 識 や

実 態 等 の

定 期 的 調

査 の 実 施

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進

状況調査 

市町村における男女共同参画社会の形成市町村におけ

る男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進

状況について，内閣府が実施する全国調査と，それに併

せて県独自の調査を実施し，その結果について情報提供

した。 

（主な調査項目） 

・施策の推進に関する庁内連絡組織，諮問機関等 

・条例の制定状況，基本計画の策定状況 

・施策についての苦情の処理を行う体制 

・広報誌・ホームページによる情報提供状況 

・啓発・普及資料，出版物の発行状況 

・講演会（イベント・研修会・相談事業等）開催状況

・議会における女性議員の状況 

・女性職員の管理職の登用状況 

・審議会等委員への女性の登用状況 

・次年度実施事業計画 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13．国，

都道府県，

市町村，企

業，団体等

の 情 報 を

○ 国，都道府県，市町村，企業，団体等の情報を収集・

整理し，ホームページに最新の情報を掲載した（県民等

への提供）。 

  （掲載例） 

   ・国：男女共同参画週間，女性の健康週間，男女共同

共同参

画社会

推進課

― 

 

 

―
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収集，整理

し，県民等

へ提供 

 

 

 

 

 

参画社会づくりに向けての全国会議，少子化と

男女共同参画に関する社会環境の国内分析報

告書等 

    ・企業：ポジティブ・アクションの取組事例紹介 

    ・団体等：女性関連施設・団体リーダーのための男女

共同参画推進研修，家庭教育・次世代育成

のための指導者養成セミナー等 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  家家庭庭ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの実実現現  －－共共生生とと幸幸せせのの原原点点－－    

  

【【施策の方向】 

（1）共に築く家庭生活への支援  

   男女が，家族の一員として相互に協力しながら，責任を担う意義を理解し，必要な知識・

技術を身につけるための啓発を実施した。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

14．互いに支え合う社会的機運の醸成 環境生活部，保健福

祉部，教育庁 

15．男女が協力し，責任を担うという意識の啓発・学習機会の提供 環境生活部，経済商

工観光部，教育庁 

 

施策の 

項 目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

14．互い

に 支 え 合

う 社 会 的

機 運 の 醸

成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県・市町村パートナーシップ事業〔再掲・施策の項目

6参照〕 

各市町村と共催で住民の意識啓発等のための講演会や

研修会を開催した。 

（岩沼市，栗原市，東松島市，大崎市，柴田町，松島町 

 参加者計約660人） 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263 

 

 

 

280

 

 

 

○ 男女共同参画の日普及推進事業〔再掲・施策の項目 7

参照〕 

男女共同参画に関する問題の理解と意識の高揚を図る

ため，8 月 1 日のみやぎ男女共同参画の日（みやぎパー

トナーズデー）を記念してみやぎパートナーズデー「男

女共同参画フォーラム 2009 in たがじょう」を開催し

た。 

 

1,485 

 

 

 

 

1,447

 

 

 

 

○ みやぎ男女共同参画相談室の運営 

みやぎ男女共同参画相談室で，男女共同参画に関する

苦情及び相談を受け付けた。 

・相談件数 1,198件 

（内訳：一般相談1,145件，法律相談53件） 

複雑・多様化している男女共同参画に関する相談に的

確に対応するために，相談員等研修などの自立サポート

事業を実施した。 

 ・「男女共同参画と女性の人権」 

平成21年 9月4日開催  38人参加 

 ・「相談員のためのアサーティブネス」 

平成21年 11月 13日開催  23人参加 

5,587 

 

 

 

 

 

 

 

7,624
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・「相談員スキルアップ研修」  

平成 21年 12月 18日開催  37人参加  

 

 

 

  

○ ひとり親家庭に対する支援 

・母子自立支援員設置事業   

各保健福祉事務所に配置（配置人員数：10名） 

・母子寡婦福祉資金貸付事業   

主な貸付：就学資金，就学支度資金等（12種類） 

平成21年度貸付総額：71,936,086円 

 ・母子福祉センター管理運営事業 

  母子家庭等就業支援講習会（年6回実施） 

母子父子家庭等電話相談事業（各日曜日，年 50 回

実施） 

・母子家庭等自立促進対策事業 

   特別相談事業（年24回実施） 

自立支援教育訓練給付金 

    雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

等を受講した母子家庭の母に受講料の 20％を支

給する。 

高等技能訓練促進費 

    母子家庭の母が就業に有利な資格（看護師，介護

福祉士等）を取得する際に修業する全期間におい

て，月額14万1千円を支給する。 

（H21.6.4 以前については，修業期間の 1/2 に

相当し，18 か月を超えない期間において，月額

10万3千円） 

・児童扶養手当給付事業 

   平成 21年度支給件数：9，382件 

   平成 21年度支給総額：1,418,330,970円 

・母子・父子家庭医療費助成事業 

   市町村が母子・父子家庭に医療費を助成した場合，

その助成額の1／2を補助。 

    女性対象者数：42,837人（平成22年4月 1日

現在） 

     

子 育て

支援課

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,929,241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,953,486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 家庭教育支援推進事業 

・家庭教育手帳による家庭教育の意識啓発 

   平成 20年度版家庭教育手帳配布 

・仙台市教育委員会，お父さんたちのネットワークとの

連携による「おやじの会」の団体数調査 

県内113団体（仙台市73，仙台市以外40） 

 

生涯学

習課  

  

 

― 

 

 

 

―

 

 

 

15．男女

が協力し，

責 任 を 担

う と い う

意 識 の 啓

発・学習機

会 の 提 供

  

 

 

 

 

○ 県・市町村パートナーシップ事業〔再掲・施策の項目

6参照〕 

各市町村と共催で住民の意識啓発等のための講演会や

研修会を開催した。 

（岩沼市，栗原市，東松島市，大崎市，柴田町，松島町 

  参加者計約660人） 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

 

263 

 

 

 

280

 

 

 

○ 男女共同参画の日普及推進事業〔再掲・施策の項目 7

参照〕 

男女共同参画に関する問題の理解と意識の高揚を図る

ため，8 月 1 日のみやぎ男女共同参画の日（みやぎパー

トナーズデー）を記念してみやぎパートナーズデー「男

女共同参画フォーラム 2009 in たがじょう」を開催し

た。 

 

1,485 

 

 

 

 

1,447

 

 

 

 

○ 「仕事」と「家庭」両立支援事業 

「雇用・労働問題」及び「仕事と家庭の両立」に関す
雇用対 156 95
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る理解と認識を深めるため「雇用・労働セミナー」を関

係団体と共催で開催した。 

・平成21年 10月 13日 

場 所 仙台市 

テーマ 「変化する雇用と労働契約のポイント」 

「歴史に学ぶ人材育成法」 

参加者 104名 

内 容 特定社会保険労務士による変化する労働環

境と安心して働ける労働環境づくりのため

の雇用契約のポイント，作家童門冬二氏に

よる歴史に学ぶ人材育成 についての講演 

・平成22年 1月 29日 

場 所 仙台市 

テーマ 「改正育児・介護休業法について」 

       「労働基準法改正のポイント～働きやすい

職場環境づくり～」 

参加者 77名 

内 容 宮城労働局職員による改正育児・介護休業

法の解説と，特定社会保険労務士による労

働基準法の改正ポイントの解説 

 

策課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 人権教育の推進 

・学校における人権教育の推進 

「平成 21 年度学校教育の方針と重点」に，本年度

の人権教育の重点を示し，各教科，道徳，特別活動

及び総合的な学習の時間との関連を図った指導計画

の作成と指導の充実を図る。その際，人権教育指導

資料「共生の心を育てる実践事例第 3 集（平成 20

年3月発行）」の活用を推奨した。 

・心の教育の充実（宮城県道徳教育実践研究事業の展開）

道徳教育研究事業推進校 5 校を指定（山元町立坂元

中学校，大崎市立鳴子中学校，栗原市瀬峰小学校，

登米市立宝江小学校，宮城県名取高等学校）し，人

としての在り方や生き方を学び，よりよい人間関係

や豊かな人権意識を身に付けさせる道徳教育を推進

する。また，その成果を各地域の公開（交流）をと

おして普及・啓発することにより，県内全体の人権

意識の向上を図った。 

・教職員の人権教育に対する研修の推進 

文部科学省主催「人権教育を推進するための指導者

の養成を目的とした研修」に県の指導主事等を派遣

し，研修会で講師として努めた。 

・平成 21 年度人権啓発フェスティバルの宮城会場推進

会議を開催した 

平成 21年 10月 3日（土）～平成 21年 10月 4

日(日) 

 

義 務教

育課  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 全国ユースフォーラムへの高校生の参加 

（文部科学省より，今後の事業充実の検討を行うた

め，平成 21 年度のフォーラムの実施を見送るこ

とが5月に通知されたため，実施せず。） 

 

高校教

育課  

  

― 

 

 

―

 

 

○ 家庭教育支援推進事業〔再掲・施策の項目14参照〕

家庭教育手帳による家庭教育の意識啓発 

  ・県主催子育てサポーター養成講座受講生 124 名

に配布 

  ・文部科学省ホームページのダウンロードによる活

用を周知する。 

 

生涯学

習課 

― 

 

 

 

―
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（2）子育て支援 
   

男女共同参画の指標      計画策定時     実 績    目標・予測指標 

◆一時保育の実施箇所         16箇所      43箇所       70箇所  

◆延長保育の実施箇所          80箇所       132箇所       200箇所  

◆休日保育の実施箇所          なし         2箇所    市町村の実情に応じて推進 

◆乳児保育等の実施箇所        50箇所       167箇所     200箇所 

◆地域子育て支援センター設置数    34箇所      68箇所       70箇所 

 

  市町村と連携を図りながら，多様で質の高い保育サービスの整備・充実に努めており，着実

に保育施設等は増加しているものの，現状と目標値には乖離がある。また，子育ての孤立感や

不安の解消を図るための子育て講座の開設や相談・支援体制の充実に努めるとともに，地域に

密着した子育て支援施設の整備を促進した。。 

 部 当 担 目  項  の  策  施

16．保育所の整備と保育サービスの充実 保健福祉部 

17．地域の子育て支援 (総務部),保健福祉部

18．児童館等の整備促進 保健福祉部 

19．子育て講座の開設 保健福祉部，教育庁

20．相談事業等の充実と各相談機関相互の連携強化 保健福祉部，教育庁

                   

施策の 

項  目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度

予算額(千円)

16．保育

所の整備

と保育サ

ービスの

充実  

  

○ 地域子育て支援センター事業等 

市町村等が実施する以下の事業に対する補助を行った。

・地域子育て支援センター事業 (52か所 ) 

・一時保育事業 (43か所)  

・特定保育事業 (13か所) 

・休日保育事業(2か所) 

・病児・病後児保育事業(2か所) 

・保育所等設置推進事業(6か所) 

・家庭的保育事業(1か所) 

 

子育て 

支援課 

 

 

 

 

 

457,594 

 

 

 

 

 

 

1,091,529

 

 

 

 

 

 

17．地域

の子育て

支援  

  

 

 

 

 

 

 

 

○ 私立幼稚園預かり保育支援費 

私立幼稚園預かり保育支援に当たっては，「私立学校教

育改革推進特別経費補助金交付要綱」及び「私立幼稚園預

かり保育推進事業補助金交付要綱」に基づき，各幼稚園の

実績により補助金を交付した。 

平成21年度の実施状況については，幼稚園数（学校法

人立及び非学校法人立）１８５園のうち， 

・預かり保育推進補助金支給幼稚園数１６９園（補助金額

２２１，５７０千円） 

・長期預かり保育推進補助金支給幼稚園数１５４園（補助

金額３５，４５２千円） 

となっている。 

 

(私学文

書課) 

 

 

 

 

 

 

 

239,780 

 

 

 

 

 

 

 

 

245,060

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域子育て支援センター事業等 

・市町村等が実施する地域子育て支援センター事業に対し
子育て 207,815 ―
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て補助金を交付した。(52か所) 

・子育て支援室のホームページで，各種の子育て支援に関

する情報を提供した。 

［各種保育事業については施策の項目16参照］ 

 

支援課 

 

 

 

 

 

（国庫補助

制度の改正）

 

18．児童

館等の整

備促進 

  

 

 

 

 

 

 

○ 児童厚生施設等整備事業 

地域における児童に健全な遊びを与え，児童の健康増進

と情緒の涵養を図る市町村児童館（児童センター）の整備

に対する補助を行った。 

・亘理町中央児童センター 

補助額 47，306千円 

概 要 亘理町内の小学校において，唯一児童館機能

を有していなかった亘理小学校区内に，町の児

童健全育成事業を行う中心的な施設として大

型児童センターを整備したもの。集会室，遊戯

室，図書室等ほか多目的ホールや放課後児童ク

ラブ室のほか，トレーニングルーム及びスタジ

オなどの中・高校生を対象とした施設も整備し

た。 

 

子育て

支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19．子育

て講座の

開設  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 子育て支援研修会 

子育て中の親，子育て支援に携わる人たちがともに学ぶ

機会として，児童文化の視点を持つ講師を迎え，講師が長

年取り組んできた実践に基づく話から，子育て支援を考る

研修会を実施した。（子ども総合センター主催） 

・平成22年 3月 

会 場 子ども総合センター 大ホール 

参加者 各地域において子育て及び子育て支援に携わ

る人たち58名（子育てサークルのメンバーや現

在子育て中の親，子育て支援に関わる団体のメン

バー，関係機関職員等） 

内 容 講 義 

      「動物の子育てに学ぶ～自立を助ける支援の在

り方～」 

      実 技 

      「良質な文化が子どもを豊かにする～想像力と

体とハートを鍛えよう～」 

 

子育て

支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 家庭教育支援基盤形成事業（国補助事業） 

文部科学省補助事業「家庭教育支援基盤形成事業」にお

いて，１３市町村での子育て・親育ち講座開設を支援した。

・幼児期講座・小学校入学期講座・中学校入学期講座は，

保護者会や入学説明会等多くの親が集まる機会を活用

して実施 

・136回（8,110人参加） 

 

生涯学

習課  

  

 

 

 

5,410 

 

 

 

 

 

4,413

 

 

 

 

 

20．相談

事業等の

充実と各

相談機関

相互の連

携強化 

  

 

 

○ こども夜間安心コール事業 

全国統一の相談電話番号（＃8000）または，専用電話

番号を利用することにより，小児救急患者の保護者等から

かけられた相談電話に対応し，症状等を聴取の上，必要な

助言等を行った。また，相談は引き続き毎日実施とした。

・相談時間 午後7時から午後11時まで 

・対 象 者 おおむね15歳未満の子どもの保護者等 

・相談内容 子どもの発熱，事故への対応方法等に関する

助言 

・相談体制 看護師2人で対応困難事例については，小児

科医がバックアップ） 

 ・平成21年度相談件数 10，263件 

 

医療整

備課  

  

 

 

 

 

 

 

18,356 

 

 

 

 

 

 

 

18,345
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○ 児童相談事業 

児童に関するさまざまな問題について，県内3か所にあ

る児童相談所と気仙沼支所において，専門の相談機関とし

て相談に対応した。 

・児童相談所相談受付件数（仙台市を除く）609件 

各保健福祉事務所において，専任の家庭相談員を配置

し，家庭児童福祉に関する相談に対応した。 

・家庭児童相談室 

   相談受付件数  436件（県所管分） 

   相談指導回数2,629件（県所管分） 

 

子育て

支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40,813 

 

 

 

 

 

 

42,334

 

 

 

 

 

 

○ 子どもメンタルサポート事業 

子ども総合センターにおいて，心身症など心に問題を有

する子ども，乳幼児の発達や子育てに関する不安等をもつ

保護者等に対し，相談・診療・指導を行った。また，心の

問題や発達の問題により社会に適応できない子どもを対

象に生活技能を高めるための訓練を行った。 

・子どもメンタルクリニック（診療・相談） 

   延べ受診者数 5,613人 

・子どもデイケア（通院治療） 

   延べ利用実績 863人 

 

  9,944 

 

 

 

 

 

 

9,940

 

 

 

 

 

 

○ 家庭教育支援推進事業 

乳幼児の子どもを持つ親を対象に，育児やしつけ，健康等

の家庭教育上生じる様々な悩みについての電話相談や FAX

による相談事業を実施した。 

名称：「すこやか子育てテレホン相談」 

実施場所：教育庁生涯学習課ダイヤル相談室 

対象：乳幼児をもつ親及び小・中・高校生をもつ親 

期間及び相談時間：平成21年4月1日から平成22年3

月 31 日 月曜日から金曜日（11:00

～15:00） 

相談件数：197件（うち子育て支援 188件） 

 

生涯学

習課  

  

 

 

 

 

 

  945 

 

 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）介護支援 

介護者を支援するために，高齢者を男女が共に，また社会全体で支えていく体制の整備を図

るとともに，情報提供や相談・支援体制の整備を図った。 

 部 当 担 目  項  の  策  施

21．介護保険制度の適正利用の促進 保健福祉部 

22．介護に携わる人材の養成・確保 保健福祉部 

23．情報提供や相談・支援体制の整備・促進 保健福祉部 

24．男性への介護知識や介護技術の普及 保健福祉部 

 

施策の 

項  目 
事業や取組の概要 担当課

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

21．介護

保 険 制 度

の 適 正 利

用 の 促 進

○ 高齢者生活支援・生きがい健康づくり事業 

（※介護支援事業は平成20年度で終了） 

市町村の老人クラブ活動に対し補助金を交付し支援し

た。（仙台市以外の市町村対象） 

 

 

長 寿社

会政策

課 

58,964 

 

 

 

57,891
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22．介護

に 携 わ る

人 材 の 養

成・確保 

  

○ 訪問介護員研修推進事業 

＊民間団体で同様の研修を開催していることなどから，

本事業は平成20年度で終了 

長寿社

会政策

課 

 

 

― 

 

 

 

 

－

 

 

 

 

23．情報

提 供 や 相

談・支援体

制 の 整

備・促進 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 苦情処理体制運営事業 

介護介護サービス提供事業者に対する利用者等からの

苦情・相談等に適切な対応を行うことにより，介護体制の

向上が図られることから，宮城県国民健康保険団体連合会

が行う苦情処理業務等に対して運営費補助を行った。 

・平成21年度で344件の苦情・相談を受け付けている。

（相談：281件，苦情：63件） 

〔分類別内訳〕 

             相談  苦情 

介護サービス    136  23 

居宅介護支援    34   3 

   利 用 料   12   1 

      要 介 護 認 定   12   4 

      そ の 他    87  32 

・市町村担当者，地域包括支援センター，市町村社会福祉

協議会及び事業所管理者等に対する研修会を開催した。

「介護の質と介護サービスの質評価のありかたを考え

る」をテーマとし，基調講演やシンポジウムを行った。

・「ワンランクアップ事業」と称し，開設1年以内の事業

所を訪問し，良い点を見つけてHP上で公表するサービ

スを行った。（6カ所） 

 

長寿社

会政策

課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24．男性

へ の 介 護

知 識 や 介

護 技 術 の

普 及   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 介護研修センター運営事業 

宮城県介護研修センター（大崎市鹿島台）において，県

民等を対象に高齢者介護に関する意識の啓発や介護の基

礎知識に関する講習会を実施した。 

・介護基礎講座（対象者：介護に関心のある方，在宅で介

護されている方） 

実施時期：3回（5月,6月,12月）   

  参加者数：189人（男48人，女141人） 

・介護専門講座（対象者：介護事業所の従事者） 

実施時期：4回（7月に2回,12月，1月） 

参加者数：230人（男29人，女201人） 

・介護スキルアップ講座（介護事業所の従事者，一般の方）

実施時期：3回（6月,7月,8月） 

参加者数：175人（男25人，女150人） 

・介護特別講座（対象者：介護に従事する福祉関係の方及

び一般の方） 

実施時期：5回（9月に3回，10月,11月） 

  参加者数：357人（男62人，女295人） 

・介護アドバンス講座 （対象者：介護事業所の従事者）

実施時期：3回（9月に2回，10月） 

  参加者数：160人（男19人，女141人） 

・地域公開講座（対象者：地域住民） 

実施時期：1回（2月） 

参加者数：90人（男40人，女50人） 

 

長寿社

会政策

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,655 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,862
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（4）高齢者の自立支援  

  男性も女性もいずれもが，高齢期に経済的・社会的に自立するための施策の充実を図るとと

もに，生き生きと安心して快適に暮らすことができるような生活環境の整備を推進した。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

25．就労支援 保健福祉部，経済商

工観光部 

26．社会全体のバリアフリー化の推進 保健福祉部，土木部

27．仲間づくり，生きがいづくり，健康づくりなどの活動の支援 保健福祉部，教育庁

 

施策の 

項 目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

25．就労

支 援   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 高齢者総合相談センター運営事業 

高齢者の経済的・社会的自立に資する一方策として高

齢者に関する様々な悩みについて対応するための相談窓

口である「高齢者総合相談センター」を設置することに

より，高齢者本人とその家族の福祉の増進を図った。 

・高齢者総合相談センターの設置運営 

（宮城県社会福祉協議会に運営を委託） 

毎週月曜日～金曜日の午前9時～午後5時まで開設 

一般相談1,745件（家族や家庭など日常生活の心配ご

とや悩みごと，生きがい・健康づくり，在宅福祉サー

ビスに関する福祉相談など） 

※一般相談のうち，「仕事」に関する相談件数は13件

   （内訳：求人・転職9件／労働条件・職場環境1件

／職業訓練1件／その他2件） 

専門相談 352件 

（法律関係，認知症を含む医療・保健関係） 

・巡回相談（県内6会場）（宮城県社会福祉協議会に委託）

登米市，栗原市，気仙沼市，亘理町，利府町，色麻町

で各1回実施し，合計56件の相談に応じた。 

※男女別相談件数（割合） 

   男性：720件（34．3％） 

   女性：1377件（65．7％） 

 

長寿社

会政策

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14,510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ シルバー人材センターの設立・育成事業 

概ね 60 歳以上の高年齢者に対し，日常生活に密着し

た臨時的かつ短期的な仕事や軽易な業務を組織的に提供

し，高齢者の就業機会の増大を図り，活力ある地域社会

づくりに寄与することを目的とする市町村センターの設

立を図るとともに，各市町村センターを取りまとめ，円

滑な事業の促進を図る連合会及び設立間もないセンター

に対し補助を行った。 

・平成21年度新規設立センター 1センター 

・シルバー人材センター連合会 1センター 

・市町村センター数（21 年度末時点での社団法人）

特例民法法人 25センター 

   一般社団法人  1 センター 

・補助金を交付したセンター数（連合会含む）

1センター 

 

雇用対

策課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26．社会

全 体 の バ

リ ア フ リ

○ バリアフリーみやぎ推進事業 

「地域で自分らしい生活を安心して送れる社会」の実

現に向けて，高齢者や障害者等すべての人々が安心して

暮らしやすいバリアフリー社会を形成していくため，

社会福

祉課  

  

1,780 1,800
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ー 化 の 推

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」を基本的な

指針として，公益的施設のバリアフリー化の促進やバリ

アフリー思想の県民への浸透を図った。 

・県民への意識啓発等 

福祉のまちづくり普及啓発事業 

   小学校高学年向け「福祉のまちづくり読本」の配布：

369/438小学校に20,500部配布 

福祉体験学習指導者養成講座（研修会）をみやぎボ

ランティア総合センター（県社会福祉協議会）の補

助事業として実施 

【実績対象者：社会福祉協議会職員・教員等】１回

（亘理町社協：40名参加）   

   車いす使用者対応駐車施設の適正利用啓発ポスター 

1,200部・チラシ 22,000部印刷配布 

・公益的施設整備 

  条例の整備基準に適合した公益的施設に対する適合証

の交付 

適合証交付件数：11 件（新築等の届出件数：185

件） 

公益的施設への適合証交付普及啓発パンフレット

1,500部印刷配布 

・情報提供と連携促進 

  多目的トイレ標識設置事業 

   多目的トイレの無料開放に協力していただける施設

に対し，標識を無料提供（H12～累計269件） 

  バリアフリー情報普及事業 

   ホームページ「みやぎﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ情報ﾏｯﾌﾟ」による情報

提供（1,800件程度掲載） 

  バリアフリーみやぎ推進ネット支援事業 

     県内のバリアフリー関連団体で構成される組織の事

務局として，活動を支援（75団体） 

24時間テレビ「愛は地球を救う」におけるキャッ

プハンディ体験の実施 

なお，バリアフリー住宅普及促進事業は，平成 20 年

度において事業棚卸しにより廃止。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県営住宅入居抽選倍率優遇措置，特別割当住宅及び単

身入居枠拡大 

県営住宅の入居にあたり，母子・父子世帯や高齢者，

障がい者等を優先的に取扱い，真に住宅に困窮している

者の生活の安定を図った。 

抽選倍率優遇については，高齢者，母子・父子世帯，

障がい者世帯，DV 被害者等に抽選番号を二つ付与し，

該当世帯の当選確率を上げる措置を行っている。 

特別割当住宅については，抽選倍率優遇措置に該当す

る世帯のうち，より困窮度が高い母子・父子世帯，障が

い者世帯，高齢者世帯が入居し易いよう，申込資格を該

当世帯に限定して募集している。 

なお，単身入居については，高齢者，身体障がい者に

加え，平成 18 年 3 月募集から知的・精神障がい者及び

DV被害者も可能となった。 

 

住宅課

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― ―

○ 住宅施設改善事業（県営住宅ストック総合改善事業に

おける住宅施設改善事業） 

高齢者又は身体障害者等の円滑な利用に供するための

設備などの設置改善を行った。 

「宮城県住生活基本計画」のアクションプランである

「県営住宅ストック総合活用計画（平成 20 年 3 月に見

直し）」の基本方針として，高齢化等に配慮した居住環境

297,267 

 

 

 

 

358,790
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の改善を掲げている。これは，一定の身体機能の低下等

が生じた場合でも，安全で快適な生活を送ることができ

るよう整備するもので，平成 21 年度はバリアフリー化

として，駐車場や道路から各住棟の入口で，車イスやベ

ビーカーでの通行が可能となるよう敷地内の段差解消や

通路幅の確保，集会所の玄関戸の可動性向上を図った。

（バリアフリー化工事住宅団地：5団地54棟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度 

高齢者であることを理由に入居を拒否することのない

賃貸住宅を登録し、その情報を広く提供することにより、

高齢者がまちなか等の買い物、通院等の利便性が高い場

所にある賃貸住宅を探しやすい環境を整備した。 

・高齢者円滑入居賃貸住宅の県内の登録状況 

   登録機関 県住宅課  登録料 無料 

   登録戸数 233棟，2，929戸（H22.3.31現在）

うち，高齢者入居専用の物件40棟，787

戸  

・同住宅登録簿の閲覧 

  閲覧場所 県住宅課  

・全国への情報発信 

   財団法人高齢者住宅財団のインターネットホームペ

ージに登録情報を掲載（県住宅課のホームページか

らリンク） 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ バリアフリー施策法令関連の指導，助言，認定 

・「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に基づく，

建築物の整備に関する届出書の受理，審査，指導助言

等を行った。 

   受理・審査・指導件数：185件（県内件数で仙台市

を除く） 

・「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（バリアフリー法）」に基づく建築物の指導・助言，

計画の認定等を行った。 

   受理・審査・指導件数：14件（全県の件数） 

   認定件数：4件（全県の件数） 

 

建築宅

地課  

  

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

 

 

27．仲間

づくり，生

き が い づ

くり，健康

づ く り な

ど の 活 動

の 支 援  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 明るい長寿社会づくり事業，みやぎシニアカレッジ運

営事業 

明るく豊かな長寿社会づくりを推進するため，社会福

祉法人宮城県社会福祉協議会が行う高齢者の生きがいづ

くりや健康づくりを支援した。 

 ・明るい長寿社会づくり推進事業 

高齢者向け情報誌「いきいきライフみやぎ」の発行

（年4回） 

宮城シニア美術展の開催 

第 21 回全国健康福祉祭（ねんりんピック北海道・

札幌2009）への選手派遣 

高齢者向けスポーツ各種団体への補助 

生きがい推進協力員の委嘱（192名／平成22年3

月末累計2776名） 

生きがい健康づくりモデル事業（講演会，ニュース

ポーツ大会）の実施（仙台市，加美町，東松島市，

気仙沼市，石巻市） 

・みやぎシニアカレッジ運営事業 

趣旨：県内の高齢者に生涯学習の場を提供し，健康

づくりと生きがいのある生活を送られるよう

支援するとともに，地域社会の発展に寄与で

きる高齢者の地域リーダーとなる人材の育成

長寿社

会政策

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,656 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84,176
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を図る。 

   期間：2学年制（4月入学，3月卒業の2カ年間）

   内容：1年間の学習回数は22回（2年間で44回），

内容は一般教養や健康，福祉，地域活動等を

中心に学習するほかクラブ活動や委員会活動

等を行う。 

   場所：仙南校（岩沼市），大崎校（大崎市），石巻校

（東松島市），気仙沼・本吉校（気仙沼市），

登米・栗原校（登米市） 

資格：県内在住のおおむね 60 歳以上の方で，継続

して受講可能な方 

学園生数：1年218人（男 107人  女 111人）

        2 年 192人（男 95人 女 97人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）生涯を通じた心とからだの健康づくりへの支援 

  健康教育や相談体制を充実させるとともに，各ステージに応じて，女性の健康の保持増進を

図った。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

28．生涯を通じた女性の健康保持増進の支援 保健福祉部，教育庁

29．妊娠・出産期における母子の健康確保の推進 保健福祉部，教育庁

30．「性と生殖に関する健康と権利」の考え方の浸透・定着 環境生活部，保健福

祉部，教育庁 

 

施策の 

項  目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

28．生涯

を 通 じ た

女 性 の 健

康 保 持 増

進 の 支 援

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 女性の健康相談事業 

・女性医師による相談会の開催 

   女性特有の病気や悩みに対応するため，宮城県女医会

に委託し，相談会を開催した。仙台市内に通勤・通学

している女性については，仙台市で実施している「仙

台市女性医療相談事業」での相談会を活用できるよう

に仙台市と調整した。 

・事業ＰＲ 

県政だより・ホームページや市町村広報誌に掲載し，

事業の周知を図った。 

・実績 

 相談件数 50件 

 地域開催回数：12回 

（内訳：大河原町4回，栗原市1回，大崎市3回，

石巻市1回，塩竃市 3回） 

 相談内容 

身体的な症状        12件（24％） 

精神科疾患          7 件（14％） 

婦人科疾患          5 件（10％） 

皮膚科疾患          1 件（ 2％） 

家庭内トラブルと精神的及び内科的疾患 

                   7 件（14％） 

出産・中絶後の精神・身体的症状0件（ 0％） 

月経不順・妊娠と精神疾患    2 件（ 4％） 

家庭内・職場での人間関係   13件（26％） 

その他             3 件（ 6％） 

健康推

進課  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,008
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               合 計  50件（100％）

  
   

○ 学校・地域保健推進事業 

生徒及び教職員並びに保護者を対象として，講演会，研

修会等に専門医等を講師として派遣した。 

対 象：各市町村立学校及び県立学校 

時 期：7月～12月 

派遣数：37校 

 

スポー

ツ健康

課 

 

4,238 

の一部 

3,538

の一部

29 ． 妊

娠・出産期

に お け る

母 子 の 健

康 確 保 の

推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 周産期医療対策事業 

・総合周産期母子医療センター運営費補助 

引き続き総合周産期母子医療センターの運営費につい

て補助を行った。 

・周産期医療研修 

周産期医療関係者に対する育成研修事業を，総合周産期

母子医療センターに委託して実施した。（実施状況 1

回） 

・周産期医療情報センターの運営 

（財）宮城県地域医療情報センターに設置した周産期医

療情報センターを運営し，周産期医療機関等の医師の存

否・病床の状況・手術の可否等に関する情報の収集を行

い，医療施設や住民等に対する情報の提供を行った。 

・参加施設12施設，閲覧会員42施設 

  一般アクセス数 9,850 件，会員アクセス数 8,313 件

（前年度7,627件） 

 

医療整

備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,443 

 

34,500

○ 健やかな妊娠・出産等サポート事業 

低体重児の増加等に対応できるような医師確保・設備の

整備などを行っていくためには，住民の理解が必要不可欠

であり，集約化・重点化の必要性や医療機関への一層の的

確な受診について普及啓発を図った。 

・パンフレットの作成・配布 

  集約化・重点化の必要性と，子どもの急病時等の受診の

判断や家庭における救急対応についてまとめたパンフ

レットを43,000部作成し配布した。 

・小児の在宅医療に関する研修会の実施 

  平成 22年 3月 14日開催 

   参加者169名（男性38名，女性131名） 

   内容：事例報告，講演 

・小児在宅療養移行支援事業アンケートの実施 

  在宅で医療的ケアを行いながら県立こども病院に通院

している子どもと保護者に対するアンケート調査を実

施した。 

   配付枚数63通，回答38通 

4,552 4,569

○ 助産師確保モデル事業 

看護業務に従事している助産師を対象に，助産師外来の

開設を目指し，産科の専門病院で最新の周産期医療に関す

る研修を実施した。 

・助産師確保に係る検討会 

助産師確保対策事業の企画，立案及び評価を行った 

   2 回開催（H21.11.5，H22.3.4） 

・助産師研修会 

対象：看護師として従事している助産師 

研修期間：H21.11.5～12.18 30日間 

講義：H21.11.5～13(7日間) 

実習：H21.11.16～12.18(23日間) 

研修内容：妊娠期の助産診断（超音波検査・CTG・レ

オポルド触診法・計測法）精神的支援，医療

事故防止，新生児・乳児の救急蘇生・栄養管

5,020 2,548
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理等 

受講人数：30日間受講4名 

 公開講義のみ受講 実 151人(延 385人)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域周産期医療提供体制確保事業 

産科医師等が減少かつ不足し，過酷な勤務状況となって

いること等を踏まえ，分娩を取り扱った産科医師や，産科

を目指す研修医に対する手当の支給を促進することによ

り，産科医の確保を図った。 

・分娩手当補助 

産科医師等に対して分娩手当を支給する医療機関への

補助を行った。 

11医療機関 補助金額8,776千円 

・ハイリスク分娩手当補助 

ハイリスク分娩に関わった産科医師等に対して分娩手

当を支給する医療機関への補助を行ったが，要望がなか

った。 

・研修医手当補助 

産婦人科専門医の取得を目指す研修医に対して研修医

手当を支給する医療機関への補助を行ったが，要望がな

かった。 

 

70,500 31,600

○ 周産期医療地域連携システム構築事業 

産科・小児科医師が不足している中で，安全・安心な周

産期医療体制の確保を図るため，地域の医療機関の機能分

担と連携による周産期セミオープンシステムの導入に向

けて，関係者間の検討会等を行った。 

・宮城県北地域等産科医療連携システム連絡協議会の実施

引き続き連絡協議会を運営し，システムの構築及び運用

を図った（6月25日実施）。 

・地域ごとの検討会の実施 

  新たに地域ごとの関係者が集まる組織を設置した。 

   大崎地区作業部会 12月12日実施（参加者11名）

各医療機関の共通健診項目の設定について協議を行

った。 

・研修会の実施 

  石巻地区研修会 5月 30日実施（参加者17名） 

 

3,288 

 

3,472

○ 先天性代謝異常症等発生防止対策事業，未熟児訪問指導

事業，未熟児養育医療給付事業，乳幼児医療費助成事業，

不妊専門相談センター事業，特定不妊治療費助成事業 

疾病の予防・早期発見・適切な医療の確保を提供するこ

とにより，妊娠・出産期における母子の健康の保持・増進

を図った。 

・先天性代謝異常症等発生防止対策事業 

  総検査数：31,244件 

・未熟児訪問指導事業  

家庭訪問指導件数：延282件 

・未熟児養育医療給付事業  

受給実人員：273人 68,094,844円 

・乳幼児医療費助成事業：105,135人 

・不妊専門相談センター事業  

相談件数： 70件， 

・特定不妊治療費助成事業   

助成件数：595件 

 

子育て

支援課

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,071,568 1,165,779

○ 学校・地域保健推進事業〔再掲・施策の項目28参照〕

生徒及び教職員並びに保護者を対象として，講演会，研

修会等に専門医等を講師として派遣した。 

スポー

ツ健康

4,238 

の一部 

3,538

の一部
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対 象：各市町村立学校及び県立学校 

時 期：7月～12月 

派遣数：37校 

 

課 

 

 

 

○ みやぎ男女共同参画相談室の運営〔再掲・施策の項目

14の一部参照〕 

・みやぎ男女共同参画相談室で，男女共同参画に関する苦

情及び相談を受け付けた。 

   相談件数 1,198件 

 （内訳：一般相談1,145件，法律相談53件） 

・複雑・多様化している男女共同参画に関する相談に的確

に対応するために，相談員等研修などの自立サポート事

業を実施した。 

  「男女共同参画と女性の人権」 

平成21年 9月4日開催     38人参加 

  「相談員のためのアサーティブネス」 

平成21年 11月 13日開催 23人参加 

  「相談員スキルアップ研修」 

平成21年 12月 18日開催 37人参加 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

 

 

5,587 

の一部 

7,624

の一部

30．「性

と 生 殖 に

関 す る 健

康と権利」

の 考 え 方

の浸透・定

着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ エイズ等対策事業 

・性感染症関係健康教育等実施状況 

  各保健所，疾病・感染症対策室においてエイズを中心と

した性感染症に関する健康教育を実施した。 

 

・世界エイズデーにおける普及啓発 

ユアテックスタジアムや仙台駅などにおいて，エイズ予

防に関する広告の掲示，パンフレット等7,000部の啓

発物品を配布した。 

・専門職の資質向上のための研修会の実施 

  エイズ予防教育に携わる教育関係者，保健所職員等を対

象とした研修会を実施した。 

・一般県民を対象とした講演会の開催 

  エイズ患者の人権に関する普及啓発のための講演会を

実施した。 

 

対象者 箇所数 人数 

中学校生徒，教諭 2 153

高校生徒，教諭 10 1，556

介護保険施設職員 5 87

6814 他のそ

289，112 計

疾病・感

染症対

策室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,177 2,905

○ 宮城県性教育指導者研修会 

宮城県性教育推進連絡協議会と共催で，教職員や学校保

健関係者などを対象として，性教育指導者研修会を開催し

た。 

開催日：平成22年1月13日 

  場 所：県庁講堂 

  参加者：教職員，学校医，保健師，助産師，青少年健全

育成関係者等 202人  

内 容：基調講演「思春期の性意識－生と性の教育の進

め方－」 

シンポジウム「豊かな心をはぐくむ性教育の進

め方」 

 

スポー

ツ健康

課 

 

 

 

 

 

 

417 417
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（6）男女間における暴力の根絶 

  広報・啓発活動や暴力の発生を防ぐ環境づくりを推進した。また，相談支援体制を充実させ

るとともに，関係機関が相互に協力し，被害者のニーズに対応した支援活動を効果的に行う体

制づくりを進めた。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

31．暴力を根絶し，発生を防ぐための意識啓発 保健福祉部，警察本

部 

32．関係機関の取組の推進と連携強化 保健福祉部，警察本

部 

33．一時保護の充実 保健福祉部 

34．被害者へのカウンセリング・相談体制の充実 保健福祉部，警察本

部 

35．被害者への自立生活の支援・情報提供 保健福祉部 

36．被害者の自立を総合的に支援する拠点施設の整備 保健福祉部 

 

施策の 

項  目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

31．暴力

を根絶し，

発 生 を 防

ぐ た め の

意 識 啓 発

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 配偶者暴力（ＤＶ）被害者支援対策事業 

・一般向けリーフレットの作成・配布（10,000部作成）

・高校生向けリーフレットの作成・配布（70,000 部作

成 県内全高校へ配布） 

・県政だより11月号にＤＶ防止啓発に関する記事を掲載

・配偶者からの暴力被害者支援に関する研修会及び市町村

ＤＶ対策推進のための研修会を同日に開催した。 

日 時 平成 21年 10月 22日（木） 

  場 所 子ども総合センター 

  対象者 市町村職員及び県関係機関職員，施設関係者等

  講 師 郡山女子大学講師 堀琴美先生 ほか 

  内 容 ＤＶ被害者支援に関する事例検討 ほか 

  参加者 41名（男性8名 女性33名） 

 

子育て

支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,165 859

○ 職員及び県民への意識啓発 

・部内（警察職員）への意識啓発 

ストーカー・ＤＶ対策実戦塾等の開催や巡回指導の実

施 

本部執行隊（機動捜査隊等）及び県下24警察署の担

当者等に対する教養 

警察安全相談員に対する指導・教養 

学校教養及び各警察署への業務指導 

ＤＶ事案に対する積極的な事件対応 

・県民への意識啓発等 

ＤＶ相談者等に対する意識啓発 

各種会合等における講話 

交番，駐在所だよりの発行，県作成のチラシ，ポスタ

ーの掲示 

各種広報媒体を利用した意識啓発 

 

生活安

全企画

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

―

32．関係

機 関 の 取

○ 配偶者暴力相談支援センター事業 

婦人保護事業関係機関ネットワーク連絡協議会（平成

14年6月設置）を開催した。 

参集機関：仙台地方裁判所，仙台家庭裁判所，仙台

子育て

支援課 

 

 

10 10
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組 の 推 進

と 連 携 強

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法務局，県共同参画社会推進課，子ども

家庭課，各保健福祉事務所，各児童相談

所，女性相談センター，精神保健福祉セ

ンター，警察本部生活安全部生活安全企

画課，仙台市男女共同参画課，同こども

企画課，各市福祉事務所，宮城県コスモ

スハウス，各母子生活支援施設，宮城県

医師会，仙台弁護士会，キャップネット

みやぎ，仙台女性への暴力防止センター

等46機関 

   開催日：平成21年 8月 27日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ ＤＶ被害の未然防止のための相談体制の確立及び関係

機関との連携強化 

・ＤＶ被害の未然防止 

被害者から相談又は通報を受け現場対応した際，積極

的に行為者に対して指導警告を与えること，又は事件化

を図ることにより，ＤＶ被害を未然に防止した。 

・被害者等の保護関連 

被害者支援の中心的役割を担う宮城県女性相談セン

ターと県警ストーカー・ＤＶ対策係との綿密な連絡体制

を確立した。 

各市町村と連携し，ＤＶ防止法に基づく，住民基本台

帳閲覧制限等に関する援助を実施した。 

被害者の保護対策として，位置情報システム（ココセ

コム）を運用し，被害者の保護対策を図った。 

 

生 活 安

全 企 画

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

313 313

33．一時

保 護 の 充

実 

 

 

 

 

 

 

 

○ 女性相談センター扶助費 

「売春防止法」に基づき要保護女子の転落の未然防止と

保護更生を実施する場合及び「配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する法律」に基づきＤＶ被害者女性等

について最も適切な援助の施策を決定し，その措置を行う

までの間または短期間の更生指導を必要とする場合に一

時的に保護し，衣食その他日常生活に必要なものを給付す

るとともに，心身の状態等の観察を通じて必要な指導等を

行った。 

一時保護所 1カ所 定員 10人 

一時保護件数      106件 

 保護取扱人員            206人 

 うち同伴児童            100人 

 延べ年間取扱人数    2,814人 

 

子育て

支援課

  

 

 

 

 

 

 

 

11,273 11,139

34．被害

者 へ の カ

ウ ン セ リ

ング・相談

体 制 の 充

実 

 

 

 

 

 

○ 女性相談員設置事業 

売春防止法に基づき要保護女子の転落の未然防止と保

護厚正を図るための各種相談及び配偶者からの暴力によ

る被害をはじめ女性が抱える悩み・問題に応じ，助言・指

導を実施した。 

女性相談センター及び各保健福祉事務所に女性相談員

を配置 

女性相談員配置状況 9名 

 

子育て

支援課

  

 

 

 

18,890 17,952

○ 教養及び相談体制の充実 

・教養及び相談体制の充実               

警察安全相談員に対するＤＶ事案等を教養した。 

ＤＶ実戦塾を開催（県内各24警察署，本部執行隊の

代表者への教養）した。 

女性被害者が多数を占めるＤＶ被害者が一人で悩ま

ず，相談しやすい環境及び体制をとるため，被害者の

警務課

 

生 活 安

全 企 画

課 

― ―
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要望により，女性職員による対応を実施した。 

※ＤＶ相談受理総件数 843件（平成21年中） 

・心理カウンセラー等によるカウンセリング体制の充実  

心理カウンセラーと県下各警察署に配置されている

部内相談員が連携し，性犯罪被害者等からの相談に対し

て適切な助言等を行い，必要に応じて相談者との面接相

談を実施して相談者の精神的援助を行うとともに，保護

措置が必要な被害者等には積極的な保護活動を行い，被

害者の精神的負担の早期軽減と回復を図った。 

※相談受理件数 480件（電話受理相談272件）

・性犯罪被害者・ＤＶ，ストーカー被害者等・再被害対象

者等及びその家族に対する平穏な生活の確保に向けた

支援の構築 

   性犯罪被害者等に対し，（社）宮城県宅地建物取引業

協会との間で取り交わした「犯罪被害者等に対する民間

賃貸住宅の媒介等に関する協定」に基づき，二次被害の

防止と平穏な生活の確保の観点から，性犯罪被害者及び

家族等に関するカウンセリングを通じ，早期に犯罪被害

者等の平穏な生活を確保出来るよう，同協定について積

極的にわかりやすく教示するなどの支援を行った。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35．被害

者 へ の 自

立 生 活 の

支援・情報

提 供   

  

 

 

 

 

 

○ コスモスハウス事業費・婦人保護長期収容施設入所委託

事業・さくらハイツ管理運営委託費 外 

婦人保護施設は，売春防止法により売春を行うおそれの

ある女子を収容保護していたが，現在は家庭緩急の破綻や

生活の困窮等，様々な事情により社会生活を営む上で困難

な問題を抱えている女性も保護の対象としている。また，

配偶者暴力防止法により配偶者からの暴力による被害者

の保護も行っており，これら要保護女子等の生活指導，職

業指導等必要な指導を行い，自立を支援した。 

児童福祉法に基づく児童福祉施設の母子生活支援施設

においても，ＤＶによる被害者の受入れを進めた。 

・婦人保護施設 1カ所 定員20名 

         保護件数 48件 

・県外の婦人保護施設長期収容施設への入所委託 2人 

・母子生活支援施設 4カ所 定員70世帯 

 

子育て

支援課

  

 

 

 

 

 

 

 

140,000 135,510

36．被害

者 の 自 立

を 総 合 的

に 支 援 す

る 拠 点 施

設 の 整 備

  

○ 平成 15 年 3 月「みやぎ女性総合支援センター」の整

備を完了（建設竣工）した。 

・婦人相談所 宮城県女性相談センター 

         一時保護所 定員10人 

・婦人保護施設 宮城県コスモスハウス 

 定員 20人 

・母子生活支援施設 宮城県さくらハイツ 

定員20世帯 

＊整備は平成14年度に完了し，その後の運営等について

は施策の項目35に記載。 

 

子育て

支援課

  

 

 

 

 

― ―

  

 

  

33  学学校校ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの実実現現  －－自自立立とと共共生生のの心心をを育育むむ－－  

 

【施策の方向】 

（1）県立高校における男女共学化 

  男女別学校については，関係者の理解を得ながら，男女共学化を推進した。 



82

施  策  の  項  目 担 当 部 

37．「県立高校将来構想」の着実な実現 教育庁 

 

施策の 

項  目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

37．「県

立 高 校 将

来構想」の

着 実 な 実

現 

 

○ 県立高校将来構想推進事業 

・平成 22 年度に共学化を行う 7校について，円滑な共

学化を進めるため引き続き準備を行った。 

・統合共学化を行う塩釜・塩釜女子高，白石・白石女子

高，共学化と共に中高一貫教育校に移行する第二女子

高については，平成 22 年度の開設に向けて，校内に

開設準備班（専任職員を 3 名配置）を設置し，共学化

に向けた準備体制の整備を行った。 

・県立高校の共学化についての周知徹底に努めた。 

 

高校教

育課  

  

 

 

 

17,000 892

 

 

（2）男女平等教育の推進 

  自立の意識を育み，男女平等の理念を推進する教育・学習の一層の充実を図った。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

38．教職員の男女共同参画に関する理解の促進 環境生活部，教育庁

39．児童・生徒が男女の固定的なイメージを持つことのないような指導

や学校運営 

教育庁 

40．学校行事等を活用した保護者に対する意識啓発 教育庁 

41．男女共同参画の視点に立った教材の充実 環境生活部，教育庁

   

施策の 

項  目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

38．教職

員 の 男 女

共 同 参 画

に 関 す る

理 解 の 促

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 男女共同参画の日普及推進事業〔再掲・施策の項目11

参照〕 

学校での学習の一環として，「男女共同参画をテーマと

したイラスト・まんが」の作成とコンクールへの出品を

依頼したことにより，教職員の男女共同参画に関する一

層の理解促進を図った。 

学校関係の募集チラシの主な配布先 

市町村，市町村教育委員会，小学校，中学校，高等

学校，専門学校，短大・大学，児童館等 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

1,485 

の一部 

1,447

の一部

○ 男女共同参画に関する理解促進に向けた各種研修会の

機会を通じた啓発 

・小・中・高等学校及び特別支援学校新任校長研修会に

おいて共同参画社会推進課作成のパンフレットを配布

し，説明を行った。 

   小学校 51 名 中学校 17 名 高校 13 名 特別支

援学校4名 計 85名 

・小・中・高等学校及び特別支援学校新任教頭等研修会

において男女共同参画推進課作成のパンフレットを配

布し，説明を行った。 

小学校 49 名 中学校 35 名 高校 20 名 特別支

援学校2名 新任事務室長15名  計 121名 

・新規採用教員向け資料に男女共同参画社会に関する説

教職員

課 

 

 

 

 

 

 

 

― ―
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明項目を盛り込み研修会の際に説明を行った。 

   小学校68名 中学校49名 高校51名 計 168名

  

 

3 9 ． 児

童・生徒が

男 女 の 固

定 的 な イ

メ ー ジ を

持 つ こ と

の な い よ

う な 指 導

や 学 校 運

営 

 

 

 

 

 

○ 男女平等教育の推進 

小中学校における男女混合名簿の導入促進を図った。

        小学校  中学校（H21.3 末・県調査）

指導要録   84％  38％ 

  出席簿    84％  38％ 

健康診断票   74％  35％ 

男女混合名簿導入率（公簿等に一つ以上男女混合名簿

を導入している割合） 

小学校 84.4%  中学校 38.8% 

 

        小学校  中学校（H22.3 末・県調査）

指導要録   84％  38％ 

  出席簿    84％  38％ 

健康診断票  75％  35％ 

男女混合名簿導入率 

小学校 84.5%  中学校 38.9% 

※仙台市含まず

 

義務教

育課  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― ―

○ 高等学校における男女混合名簿の導入促進を図った。

・男女混合名簿の採用（県立高校の共学校においては

40.7％） 

・校長会，教頭会，教務主任研究協議会等での意識啓発

 

高校教

育課  

  

― ―

40．学校

行 事 等 を

活 用 し た

保 護 者 に

対 す る 意

識 啓 発  

  

 

 

○ 家庭教育支援基盤形成事業 

文部科学省補助事業「家庭教育支援基盤形成事業」

（13市町村で実施） 

・家庭教育支援チーム活動の普及・定着 5市町村 

・持続可能な家庭教育支援のための地域人材の養成 1

市町村 

・家庭教育支援のための学習機会の効果的な提供 13市

町村 

   就学時健診や入学説明会，学習参観日，学年行事な

ど親が多く集まる機会を活用して，136回で8，110

人が参加し，夫婦共同での子育てや家庭の在り方につ

いて学んだ。 

     

生 涯学

習課  

  

 

 

 

 

 

5,410 4,413

41．男女

共 同 参 画

の 視 点 に

立 っ た 教

材 の 充 実

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 男女共同参画の日普及推進事業〔再掲・施策の項目11

参照〕 

学校での学習の一環として，「男女共同参画をテーマ

としたイラスト・まんが」の作成とコンクールへの出品

を依頼したことにより，教職員の男女共同参画に関する

一層の理解促進を図った。 

学校関係の募集チラシの主な配布先 

市町村，市町村教育委員会，小学校，中学校，高等

学校，専門学校，短大・大学，児童館等 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

1,485 

の一部 

1,447

の一部

○ 人権教育の推進〔再掲・施策の項目15参照〕 

人権教育の概要や指針を示すために資料集を作成し，

県内各学校，関係教育機関に提供することにより，学校

における人権教育の充実を図った。 

・教師用指導資料，「共生の心を育てる実践事例第3集」

による，教員に対する啓発及び学校における一層の人

権教育の充実を図った。 

・「みやぎの道徳教育」（平成 21年 3月作成）を配布

し，人としての生き方在り方を学び，豊かな人権感覚

を身に付けさせる指導の推進を図った。 

義務教

育課  

  

 

 

 

 

－ ―
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＜指導資料の配布実績＞ 

   各学校3部 小学校配布数   1，347部 

         中学校配布数      657 部 

       教育委員会配布数    108 部 

計  2，112 部 

 

 

 

 

○ 各学校における家庭科，公民科等での適切な教材の活

用 

〔家庭科〕 

  家族・家庭での学習において，男女が相互に協力し，

家族の一員としての役割を果たし家庭を築くことの重

要性について認識させるために下記のような教材の工

夫をしている。 

内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」や総

務省「労働調査年報」等の資料の活用，男女共同参

画に関わる法律・制度（男女共同参画社会基本法，

男女雇用機会均等法，労働基準法，育児・介護休業

法，ＤＶ防止法等）を提示，旧民法現行民法の比較，

諸外国の資料・新聞記事・ＶＴＲの利用 

※ 2 月に起きた石巻市の事件を教訓に，特に DV に

ついて新聞記事やニュース等を授業で取り上げ指導

した 

〔公民科〕 

  「現代社会」「倫理」「政治・社会」の各該当項目で「男

女共同参画社会の実現に向けて」等のテーマで授業を

行い，下記のような教材の工夫を行っている。 

「男女共同参画社会基本法」，「男女雇用機会均等法」

等の関連法律の提示，「日本国勢図会」，「世界国勢図

会」等の統計資料の活用，「新聞」，「インターネット」

等の情報ツールの活用 

「ＤＶＤ」，「ＶＴＲ」等の視聴覚教材の活用 

 

高校教

育課  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― ―

 

 

（3）健康教育の推進 
    

男女共同参画の指標            計画策定時    実 績     目標・予測指標     

◆スクールカウンセラーを配置している中学校の数   107校    213校（全校）   221校 （全校） 

 

  性に対する正しい知識を児童・生徒の発達に応じて身につけさせ，人間の尊厳に関する教育

を行うとともに，生命の尊厳や性に関する学習機会を充実させた。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

42．性に関する教育の充実 教育庁 

43．児童・生徒の男女の人権に配慮した相談体制の整備 教育庁 

  

施策の 

項  目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

42．性に

関 す る 教

育 の 充 実

  

○ 性教育推進事業（宮城県性教育指導者研修会の開催，性

教育の実践調査研究）〔再掲・施策の項目30参照〕 

宮城県性教育指導者研修会の開催 

開催日：平成22年1月13日 

  場 所：県庁講堂 

  参加者：教職員，学校医，保健師，助産師，青少年健全

スポー

ツ健康

課 

 

417 417
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育成関係者等 202人  

内 容：基調講演「思春期の性意識－生と性の教育の進

め方－」 

       シンポジウム「豊かな心をはぐくむ性教育の進

め方」 

 

 

 

 

43．児童 

・生徒の男

女 の 人 権

に 配 慮 し

た 相 談 体

制 の 整 備

  

 

 

 

 

 

○ スクールカウンセラー設置事業 

市町村立中学校及び県立中学校 152 校にスクールカ

ウンセラー84名を配置し，カウンセリング等を行った。

中学校区内の小学校からの相談にもより一層積極的に応

じた。 

＜相談件数＞  42,106件 （Ｈ20  41,225件） 

＜相談人数＞  41,614人 （Ｈ20  42,121件） 

 

義務教

育課  

  

 

 

139,012 

の一部 

143,853

の一部

○ 高等学校スクールカウンセラー活用事業 

・県立高等学校全校（80校）にスクールカウンセラーを

配置し，生徒の悩み相談にあたった。（年22回，1回

5時間の配置を原則とした。） 

・10 月より，特別支援学校 3校に臨時配置（年 6回，

1回 4時間）を行った。 

・スクールカウンセラーと各学校の校内担当者が一堂に

会し，講話・協議・研修等を行う連絡会議を年 2 回実

施した。（4／15，9／17） 

 

高校教

育課  

  

 

 

 

52,956 52,828

  

 

  

44  職職場場ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの実実現現   

                              －－女女性性のの活活躍躍ははトトッッププのの誇誇りり・・企企業業のの誇誇りり－－   

                  

（1）職場での均等な機会と待遇の確保 

  男女雇用機会均等法の遵守や事実上生じている男女間の格差を解消する積極的改善措置（ポ

ジティブ・アクション）について啓発活動を推進した。また，女性が働きやすい環境の整備を

促進した。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

44．男女雇用機会均等法・労働基準法など関係法令の周知徹底  経済商工観光部 

45．企業における積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の啓発 環境生活部，経済商

工観光部 

46．セクシュアル・ハラスメント防止対策の促進 環境生活部，経済商

工観光部 

47．労働相談・情報提供体制の充実  経済商工観光部 

48．男女共同参画に取り組む企業の表彰などによる支援 環境生活部，保健福

祉部，経済商工観光

部 

49．実態把握のための調査の定期的実施 環境生活部，経済商

工観光部 
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施策の 

項 目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

44．男女

雇用機会

均等法・

労働基準

法など関

係法令の

周知徹底

  

○ 勤労女性支援事業 

「働く女性のハンドブック」の作成・配布とホームペー

ジによる周知を図った。 

・配布対象  女性労働者，事業主，労務担当者，労働

団体等 

  ・作成部数    3,000部 

  ・内  容  男女雇用機会均等法，労働基準法，育児・

介護休業法など法制度の趣旨と内容をわ

かりやすく解説 

・ＨＰ掲載  内容を県（課）ホームページに掲載 

雇用対

策課  

 

 

 

 

 

467 467

45．企業

における

積極的改

善 措 置

（ポジテ

ィブ・ア

ク シ ョ

ン）の啓

発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「女性のチカラは企業の力」普及推進事業 

・「女性のチカラを活かす企業認証制度」の実施 

職場での男女共同参画の取組状況を調査するポジティ

ブ・アクションシートをＨＰからダウンロードをして，

自己点検の上，認証を申請。また，認証企業のうち，優

良企業を「いきいき男女・にこにこ子育て応援企業表彰」

により５社知事表彰をした。(表彰については，保健福祉

部子育て支援室(当時)と合同で実施) 

＜認証企業の内訳＞ 

区分 企業数 割合 

県内 71社 62.8% 

県外 42社 37.2% 

計 113社 ‐ 

 

＜表彰企業＞ 

   最優秀賞 株式会社武山興業（石巻市） 

   優秀賞  ①女性の登用部門  

株式会社橋本道路（東松島市） 

         日本無線株式会社（東京都） 

         ②子育て支援部門 

         株式会社北振技研（登米市） 

         岩倉測量株式会社（栗原市） 

・「女性のチカラは企業の力」普及推進フォーラム 

ポジティブ・アクションやワーク・ライフ・バランス

を主なテーマとして，講演やパネルディスカッションに

より，県民や県内企業に情報発信した。 

平成21年 6月1日（月） 

内閣府報告 

板東久美子氏(内閣府男女共同参画局長) 

   パネルディスカッション 

    パネリスト（女性起業家等 3 名 宮城県知事）とコ

ーディネーター（講師 1 名）による意見交換・情報

発信等 

・「女性のチカラは企業の力」普及推進サミット 

先進的な取組を行っている企業による「女性のチカラ

は企業の力」普及推進サミットを設置し，企業間の情報

交換を通じて，ノウハウの蓄積や課題の検証を行い，取

組の充実・拡大ひいては情報発信を行った。 

＜第１回サミット＞平成21年 7月15日(水) 

    サミットメンバー10 社・アドバイザー１名による情

報交換 

＜第2回サミット＞平成21年 11月 11日(水) 

    サミットメンバー10 社・アドバイザー1 名，講師 1

名による情報交換・意見交換等 

＜第３回サミット＞平成22年 2月3日(水)  

共 同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

 

800
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    「女性のチカラは企業の力」普及推進シンポジウムに

参加 

    パネルディスカッション 

     パネリスト（サミットメンバー3社）とコーディ

ネーター（講師1名）による意見交換・情報発信

等 

 

 

 

 

 

○ 広報誌等による広報・周知 

・課のホームページに掲載し，ポジティブ・アクションに

関する情報を提供した。 

・「働く女性のハンドブック」を作成，配布した。 

〔再掲・施策の項目44参照〕 

・宮城労働局，(財)２１世紀職業財団の作成資料を，県が

主催する「雇用・労働セミナー」等において参加者に

配布し，普及啓発を行った。 

・「中小企業施策活用ガイドブック」に掲載し，普及啓発

を行った。（経商部発行） 

配布先：県内中小企業，商工団体等 

発行部数：14,000部 

・中小企業ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー

を活用し，企業への周知を図った。 

 

雇用対

策課  

  

 

 

 

 

 

 

 

― ―

46．セク

シ ュ ア

ル・ハラ

スメント

防止対策

の促進 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 男女共同参画相談事業〔再掲・施策の項目14の一部参

照〕 

みやぎ男女共同参画相談室で，セクシュアル・ハラスメ

ントを含め，男女共同参画に関する苦情及び相談を受け付

けた。 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

5,587 7,624

○ 「女性のチカラは企業の力」普及推進事業〔再掲・施策

の項目45参照〕 

ポジティブ・アクション推進事業を発展的に見直し，

「女性のチカラは企業の力」普及推進事業として実施し，

企業訪問調査時に，企業に対してセクハラ対策の重要性を

周知徹底した。 

 

1,000 800

○ 広報誌等による広報・周知〔再掲・施策の項目44・45

参照〕 

・「働く女性のハンドブック」を作成，配布するとともに，

課のホームページに掲載し情報を提供した。 

・宮城労働局，(財)21 世紀職業財団の作成資料を，県が

主催する「雇用・労働セミナー」等において参加者に配

布し，普及啓発を行った。 

・「中小企業施策活用ガイドブック」に掲載し周知を図っ

た。（経商部作成） 

・中小企業ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザーを

活用し，企業への周知を図った。 

 

雇用対

策課  

  

 

 

 

 

 

― ―

47．労働

相談・情

報提供体

制の充実

  

 

 

 

○ 労働相談 

勤労者の福祉向上を図るため労働相談を実施するとと

もに，複雑な案件については弁護士による特別労働相談を

実施した。女性からの相談も半数を超えており，セクハラ

等の相談に対しても指導・助言を行った。 

電話による相談が増加していることから，平成17年度

より労働相談専用電話を設置するとともに，相談者が利用

しやすいように課内に相談コーナーを設置した。 

・相談件数 

労働相談      546 件（うち女性310件） 

特別労働相談      0 件（うち女性  0 件） 

・主な相談内容 

雇用対

策課  

  

 

 

 

 

 

303 303
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賃金未払い等     19％ 

解雇         17％ 

労働時間       10％ 

セクハラ・育児休業等  1％ 

 

 

 

 

48．男女

共同参画

に取り組

む企業の

表彰など

による支

援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「女性のチカラは企業の力」普及推進事業〔再掲・施策

の項目45参照〕 

＜表彰企業＞ 

   最優秀賞 株式会社武山興業（石巻市） 

   優秀賞  ①女性の登用部門  

株式会社橋本道路（東松島市） 

         日本無線株式会社（東京都） 

         ②子育て支援部門 

         株式会社北振技研（登米市） 

         岩倉測量株式会社（栗原市） 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

1,000 800

○ 子育て支援優良中小企業支援事業 

仕事と子育てを両立できる職場環境づくりの整備を促

進するため，子育て支援策に積極的に取り組む中小企業

（ただし宮城県に主たる事務所があり，常時雇用する従業

員数が300人以下の企業）を支援し，表彰等を行った。

・平成21年度いきいき男女・にこにこ子育て応援企業表

彰 

最優秀賞：株式会社 武山興業（石巻市） 

優秀賞： 

女性の登用部門：橋本道路（東松島市） 

日本無線 株式会社（東京都／仙台

市若林区） 

   子育て支援部門：株式会社 北振技研（登米市） 

           岩倉測量設計 株式会社（栗原市）

最優秀企業には30万円，優秀企業には5万円の褒賞金

と褒状がそれぞれ贈られた。 

 

子育て

支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 

 

648

○ 子育て支援企業等への宮城県中小企業融資制度資金の

金利優遇 

「子育てにやさしい企業表彰」又は「いきいき男女・に

こにこ子育て応援企業表彰」を受けた中小企業者が，県中

小企業融資制度を利用する際に，各資金所定の金利から

0.10％を減じた優遇金利を適用することにより，現に子

育て支援等に積極的に取り組んでいる中小企業者を支援

するとともに，中小企業者による子育て支援等に向けた取

り組みを誘導し，普及の流れを加速させる。 

・平成21年度適用実績なし 

（これまでに当該表彰を受けた計15法人（18年度4，

19年度3，20年度3，21年度5）においては，い

ずれも県制度融資の利用はなかった。） 

 

商工経

営支援

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ －

○ 宮城県信用保証協会経営基盤強化対策事業費（通常資金

分） 

「子育てにやさしい企業表彰」又は「いきいき男女・に

こにこ子育て応援企業表彰」を受けた中小企業者が，県融

資制度を利用する際に，各資金所定の信用保証料率から

0.20％を減じた優遇保証料率を適用することにより，現

に子育て支援等に積極的に取り組んでいる中小企業者を

支援するとともに，中小企業者による子育て支援等に向け

た取り組みを誘導し，普及の流れを加速させる。 

・平成21年度適用実績なし 

（これまでに当該表彰を受けた計10法人（18年度4，

19年度3，20年度3，21年度5）においては，い

253 

の一部 

260

の一部
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 ずれも県制度融資の利用はなかった。） 

 
 

49．実態

把握のた

めの調査

の定期的

実施  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「女性のチカラは企業の力」普及推進事業〔再掲・施策

の項目45参照〕 

・「女性のチカラを活かす企業認証制度」の実施 

職場での男女共同参画の取組状況を調査するポジティ

ブ・アクションシートをＨＰからダウンロードをして，

自己点検の上，認証を申請。また，認証企業のうち，優

良企業を「いきいき男女・にこにこ子育て応援企業表彰」

により５社知事表彰をした。(表彰については，保健福祉

部子育て支援室(当時)と合同で実施) 

＜認証企業の内訳＞ 

区分 企業数 割合 

県内 71社 62.8% 

県外 42社 37.2% 

計 113社 ‐ 

＜表彰企業＞ 

   最優秀賞 株式会社武山興業（石巻市） 

   優秀賞  ①女性の登用部門  

株式会社橋本道路（東松島市） 

         日本無線株式会社（東京都） 

         ②子育て支援部門 

         株式会社北振技研（登米市） 

         岩倉測量株式会社（栗原市） 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

 

800

○ 労働実態調査 

県内 2,000 事業所を抽出し，賃金，労働時間等の状況

を調査した。 

男女共同参画の観点から有効な調査結果としては，男女

別賃金，産前産後休暇，育児・介護休暇，次世代育成支援

対策推進法への取組，ポジティブ・アクションへの取組，

子どもを持つ労働者に対する支援制度の実施状況等があ

げられる。 

 ※ 有効回答事業所数 922事業所 

有効回答率    46.1％ 

 

雇 用対

策課 

 

 

 

 

 

644 617

 

 

（2）仕事と育児・介護の両立支援 

  

男女共同参画の指標         計画策定時           実 績      目標・予測指標     

◆ファミリー・サポート・センター設置数     3箇所        12箇所         8箇所 

◆育児休業取得率                 男性  0.3％          男性  4.1％          男性10％ 

（計画策定時は全国数値，        女性64.0％     女性75.8％        女性80％ 

  実績は宮城県労働実態調査結果） 

◆放課後児童クラブの整備率          39.4％        72.7％          50％ 

  仕事と育児・介護の両立に関して，企業の意識啓発を推進したが，男性の育児休暇取得率の

現状は目標値と乖離がある。また，育児・介護休業の取得や職場復帰がしやすいなど，就業者

が働きやすい環境の整備を促進した。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

50．多様な保育サービスの充実  (総務部)，保健福祉

部，経済商工観光部
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51．男女の育児・介護休業制度の普及促進 経済商工観光部 

52．制度を利用しやすい職場の環境づくりの促進 経済商工観光部 

53．勤務時間の短縮など休業以外の支援制度の普及促進 経済商工観光部 

54．放課後児童対策の促進 保健福祉部，教育庁

    

施策の 

項  目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

50．多様

な 保 育 サ

ー ビ ス の

充 実   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県民開放型庁内保育所運営事業 

次世代育成支援及び県職員等の育児と仕事の両立支援

を図るため，庁舎改修工事を行い，県職員等の乳幼児を

保育する県民開放型庁内保育所を平成１９年１０月１日

に開園した。 

県民開放型庁内保育所の運営管理は地方職員共済組合

宮城県支部が当たり，県は特定事業主として運営費用の

うち保育料収入で賄えない部分について，同支部ととも

に費用を負担した。 

  定員：３０人 

利用園児数（平成２２年３月３１日現在）：２３人 

※保護者内訳：県職員１９人，一般４人 

 

(職員厚

生課) 

 

 

 

 

 

  

5,362 

 

5,160

○ 地域子育て支援センター事業等［再掲・施策の項目16

参照］ 

市町村等が実施する以下の事業に対する補助を行っ

た。 

・地域子育て支援センター事業 (52か所 ) 

・一時保育事業 (43か所)  

・特定保育事業 (16か所) 

・休日保育事業(2か所) 

・病児・病後児保育事業(2か所) 

・保育所等設置推進事業(6か所) 

・家庭的保育事業(1か所) 

 

子育て 

支援課 

 

 

 

 

 

 

457,594 

 

1,091,529 

○ 「仕事」と「家庭」両立支援事業 

育児を行う労働者の仕事と家庭との両立を支援するた

め，市町村に対しファミリー・サポート・センターの設

置を促進した。 

・ファミリー・サポート・センターの設置促進 

設置希望市に対する指導・助言と未設置市に対する普

及啓発を行った。 

・ファミリー・サポート・センターの運営支援 

アドバイザー，サブリーダー及び担当者研修会の実施

（年1回） 

ファミリー・サポート・センター設置市 12市 

仙台市，塩竃市，大崎市，気仙沼市，白石市，名取

市，多賀城市，石巻市，栗原市，東松島市，角田市，

登米市 

・補助金の交付（設置から3年間） 実績なし 

（該当市が民間委託など補助要件に該当しなかったた

め） 

 

雇用対

策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2,194 1,405

51．男女

の育児・介

護 休 業 制

度 の 普 及

促 進   

  

○ 広報誌等による広報・啓発〔再掲・施策の項目 44・

45参照〕 

・「働く女性のハンドブック」を作成，配布した。 

 育児・介護休業法や支援制度をわかりやすく解説。 

・宮城労働局，(財)21世紀職業財団の作成資料を，県が

主催する「雇用・労働セミナー」において参加者に配

雇用対

策課 

 

 

― ―
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布し，普及啓発を行った。 

・「中小企業施策活用ガイドブック」に育児・介護休業法

について掲載した。 

・中小企業ワーク・ライフ・バランスアドバイザー（社

労士）を活用し，企業への周知を図った。 

 

 

 

  

52．制度

を 利 用 し

や す い 職

場 の 環 境

づ く り の

促 進   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 女性医師支援事業 

職場環境や今後のキャリアデザイン等で悩みを抱える

女性医師や女子医学生を対象に，豊富な経験を積んだ女

性医師によるカウンセリングやキャリアデザインに資す

るセミナーを実施して女性医師の離職防止等を図った。

・キャリアカウンセリング 

内容 女性医師や女子医学生から勤務形態や出産・育

児などに関する相談を受け付け，先輩女性医師

が助言を行うもの。 

  実績  1 件受付（相談窓口設置：8～3月） 

・キャリアデザインセミナー 

内容 女性医師や女子医学生を対象とし，医師として

働き続けるためのキャリアデザインに資するセ

ミナーを開催するもの。 

実績  1 回開催（9/26），一般参加者 約 20人 

・女性医師キャリアデザイン支援会議 

内容 県医師会，県女医会，県保健福祉部に所属する

関係者による会議を組織。カウンセリングやセ

ミナーなどを通じて把握した女性医師の課題等

を整理し，今後の支援策などを検討するもの。

実績 3回開催（7/29，11/20，2/10） 

 

医療整

備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,100 12,500

○ 広報誌等による広報・周知〔再掲・施策の項目 44・

45参照〕 

・「働く女性のハンドブック」を作成，配布するとともに，

課のホームページに掲載し情報の提供を行った。 

・宮城労働局，(財)21世紀職業財団の作成資料を，県が

主催する「雇用・労働セミナー」等において参加者に

配布し，普及啓発を行った。 

・中小企業ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー

（社労士）を活用し，企業への周知を図った。 

・ワーク・ライフ・バランス推進講習会を開催し，企業

等に対し，ワーク・ライフ・バランス推進のための具

体的手法等について講習を行った。 

 

雇用対

策課  

 

 

 

 

 

 

― ―

53．勤務

時 間 の 短

縮 な ど 休

業 以 外 の

支 援 制 度

の 普 及 促

進 

 

 

 

 

 

○ 働く女性に役立つ支援制度の普及・啓発〔再掲・施策

の項目44・45参照〕 

・「働く女性のハンドブック」を作成，配布するとともに，

課のホームページに掲載し情報提供を行った。 

・宮城労働局，(財)21世紀職業財団の作成資料を，県が

主催する「雇用・労働セミナー」において参加者に配

布し，普及啓発を行った。 

・中小企業ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー

（社労士）を活用し，企業への周知を図った。 

・ワーク・ライフ・バランス推進講習会企業等に対し，

ワーク・ライフ・バランス推進のための具体的手法等

について講習を行った。 

 

雇用対

策課  

 

 

 

 

 

 

 

― ―

54．放課

後 児 童 対

策 の 促 進

  

 

○ 放課後児童健全育成事業 

保護者が仕事で昼間家庭にいない小学生（おおむね10

歳未満）に対し，授業の終了後などに児童館等を利用し

て適切な遊びや生活の場を与え，健全育成を図る「放課

後児童健全育成事業」を実施する市町村に補助を行った。

子育て

支援課 

 

177,326 247,910
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・放課後児童健全育成事業費補助（国庫補助） 

補助市町村数 12市 17町 

補助クラブ数 173クラブ 

補助金額   164，872千円 

・放課後児童クラブ支援事業（国庫補助） 

補助市町村数 1市 2町 

補助クラブ数 7クラブ 

補助金額      12，454千円 

 

 

 

 

 

 

○ 宮城県放課後子ども教室推進事業 

放課後や週末等に子ども達の安全安心な活動拠点を設

け，地域の方々の参画（ボランティア活動等）を得て，

子ども達の学習やスポーツ・文化活動，地域住民との交

流活動等を実施することにより，子ども達が地域の中で，

心豊かで健やかにはぐくまれる環境づくりを推進した。

・宮城県放課後子ども教室推進事業 13 市町 43 教室開

設 

   宮城県放課後子ども教室推進事業を実施する市町村

への事業補助 

   （白石市4教室，大河原町3教室，多賀城市1教室，

岩沼市4教室，大崎市2教室，丸森町3教室，山

元町2教室，大和町4教室，富谷町6教室，色麻

町2教室，美里町6教室，登米市3教室，気仙沼

市3教室） 

・宮城県放課後子ども教室備品整備事業 

   放課後子ども教室推進事業を新たに設置する市町村

に対する開設のために必要な備品（下駄箱，事務机，

椅子等）の購入費補助 2市 4教室 

   （大崎市1教室，登米市3教室） 

・宮城県放課後子ども教室指導者研修・推進委員会事

業 

放課後児童クラブ指導員等ブロック研修会（県内 3

会場：参加者56名） 

宮城県放課後子ども教室指導者等研修会（全県対

象：参加者50名） 

宮城県放課後子どもプラン連絡調整会議の開催（2

回） 

※「宮城県放課後子ども教室推進事業実施要綱」を策

定し，事業名を宮城県放課後子ども教室推進事業と

する。 

 

生涯学

習 課 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15,265 18,759

 

 

（3）職業能力開発の支援 

   女性が主体的に職業選択を行い，意欲と能力に応じた処遇で働くことができるよう支援に

努めた。また，再就職のための支援に努めた。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

55．職業能力の開発機会の提供 経済商工観光部 

56．性別にとらわれない職業の選択と働き方を可能にするための意識啓

発・環境整備 

経済商工観光部 

57．再就職を希望する女性の職業能力の向上と再就職のための相談・情

報提供 

経済商工観光部 

58．短時間労働・フレックスタイム制度・在宅就労など多様な就業形態

の女性労働者に対する支援 

経済商工観光部 
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59．労働時間の短縮の促進 経済商工観光部 

 

施策の 

項 目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

55．職業

能 力 の 開

発 機 会 の

提 供   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 委託訓練事業 

・介護サービス科 

介護者としての基礎知識と基本的介護技術を習得し，

ホームヘルパー２級等の資格を取得。 

・介護福祉士養成科（仙台校）…緊急雇用対策訓練 

  介護の現場での実践訓練を含む知識・技術を習得し，介

護福祉士の資格を取得 

 

・白石高等技術専門校 

介護サービス科 

   定員 ２０人 訓練期間４ヶ月 実施回数 １回 

   入校者 １８人（男８人，女１０人） 

・仙台高等技術専門校 

  介護福祉士養成科（緊急雇用対策訓練） 実施回数１回

   定員８０人 訓練期間１年（通算２年） 

   入校者 ９３人（男５４人，女３９人） 

・石巻高等技術専門校  

介護サービス科 

   定員２０人 訓練期間２ヶ月 実施回数１回 

   入校者２０人 （男３人，女１６人） 

 

産業人

材対策

課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,330 236,090

56．性別

に と ら わ

れ な い 職

業 の 選 択

と 働 き 方

を 可 能 に

す る た め

の 意 識 啓

発・環境整

備 

 

○ 広報誌等による広報，啓発〔再掲・施策の項目45参照〕

・「働く女性のハンドブック」を作成，配布するとともに

課のホームページに掲載し情報を提供した。 

・宮城労働局，(財)21 世紀職業財団の作成資料を，県が

主催する「雇用・労働セミナー」において参加者に配布

し，普及啓発を行った。 

 

雇用対

策課  

 

 

 

 

 

― ―

57．再就

職 を 希 望

す る 女 性

の 職 業 能

力 の 向 上

と 再 就 職

の た め の

相談・情報

提 供   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 家内労働相談事業 

家内労働を希望する県民に対して，各地方振興事務所及

び各地方振興事務所地域事務所において，内職相談及び情

報提供並びに照会を行った。 

家内労働相談件数 

  ・相談の状況 

    求人関係相談件数（求人する事業所）151件 

うち求人登録した件数及び総求人数 84 件・347

人 

求職関係相談件数 3,143件 

うち女性の相談件数 2,913件 

・あっせんの状況 

求職者に対する家内労働紹介件数 532件（うち女

性530件 

うち採用件数259件（うち女性258件） 

 

産業人

材対策

課  

 

 

 

 

 

 

 

2,107 198

○ 広報誌による広報・啓発〔再掲・施策の項目44参照〕

・「働く女性のハンドブック」を作成，配布するとともに

課のホームページに掲載し情報を提供した。 

・厚生労働省が開設している「マザーズハローワーク」及

び「マザーズコーナー」について周知を図った。 

雇用対

策課  

 

― ―
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58．短時

間労働・フ

レ ッ ク ス

タ イ ム 制

度・在宅就

労 な ど 多

様 な 就 業

形 態 の 女

性 労 働 者

に 対 す る

支 援   

  

○ 広報誌等による短時間労働等に関する法令等の普及・啓

発〔再掲・施策の項目44・45参照〕 

・働く女性のハンドブック」を作成・配付するとともに，

課のホームページに掲載し，情報の提供に努めた。 

・中小企業労働施策アドバイザーを活用して，企業への周

知を図った。 

   アドバイザー（社会保険労務士） 2名 

   活動日数 34日 

就業規則，労働時間，育児・介護休業，次世代育成支

援，パート管理などについて，指導・助言を行った。

雇用対

策課  

 

 

 

 

 

 

― ―

59．労働

時 間 の 短

縮 の 促 進

  

 

○ 労働時間短縮及びワークシェアリングの推進 

・「働く女性のハンドブック」を作成・配付するとともに，

課のホームページに掲載し，情報の提供に努めた。 

・中小企業ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー（社

労士）を活用し，企業への周知を図った。    

 

雇 用対

策課  

 

 

― ―

  

 

  

55  農農林林水水産産業業・・商商工工自自営営業業ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの実実現現 

  －－ととももにに働働きき  輝輝ききああるる暮暮ららしし－－  

 

【施策の方向】 

（1）経営への女性の参画促進 

 

男女共同参画の指標       策定時       実 績      目標・予測指標     

◆農協正組合員に占める女性の割合   19.3％        23.0％        25％ 

◆農協役員に占める女性の数         3人   8人（農協単位平均0.6人） 農協単位に理事2人以上 

◆漁協正組合員に占める女性の割合     3％       ０.０６％           5％ 

◆漁協役員に占める女性の数        3人          0人         5人以上 

◆家族経営協定を締結した農家数     301戸        564戸         710戸 

◆商工会役員に占める女性の数        88人         59人      商工会単位に役員2人以上 

                                           （商工会単位平均1.6人） 

 

  女性の働きに対する適正な評価が図られるよう，女性の農林水産業・商工自営業経営の方針

決定過程への参画を促進するための啓発活動や研修等を実施しているが，農協・漁協・商工会

の役員に占める女性の数は依然として増えていない。また，男女が対等な立場で快適に働くた

めの環境整備を推進した。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

60．女性の経営参画を促進するための研修会等の支援 経済商工観光部，農

林水産部 

61．女性組織のネットワークづくりの推進とリーダー育成 農林水産部 

62．農業における家庭内のルールづくりを推進するため，家族経営協定

の普及の促進 

農林水産部 



95

63．商工自営業における家族労働条件を明確にする啓発 経済商工観光部 

施策の 

項 目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

60．女性の

経営参画を

促進するた

めの研修会

等の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 実践経営塾・アグリビジネス実践経営塾 

起業を目指す人に対して，国等が作成した創業向けの

パンフレットの提供や，研修会等の情報提供を行ったほ

か，県中小企業支援センターである（財）みやぎ産業振

興機構では，起業家育成講座とともに実践経営塾などで

起業者等に対して経営指導等を行った。 

・実践経営塾 

随時開催により，17回開催し，延べ30社（者）が参

加。うち女性は2名であった。 

・アグリビジネス実践経営塾 

個別指導形式により，8回開催し，11社（者）が参加。

うち女性は1名であった。 

  

新 産業

振興課

  

 

 

 

 

 

 

5,722 6,794

○ 研修会等への支援 

経営への情勢の参画促進に資するため，県内中小企業

等の女性経営者等で組織される「レディーズ中央会（旧

｢みやぎ中小企業女性プラザ｣）への支援やセミナー等を

開催した。 

・レディース中央会が開催するセミナーに対する支援 

事業名称 女性経営者セミナー 

実施時期  平成 22年 2月 

場所    仙台市内 

参加者   42名（女性24名，男性18名） 

テーマ   東北の景気動向と中小企業支援施策 

・商店街振興組合連合会が主催する青年部・女性部活性

化事業（セミナー）に対する支援 

事業名称  商店街青年部・女性部研修会 

実施時期  平成 22年 3月 

場所    仙台市内 

参加者   21名（女性7名，男性14名） 

テーマ   元気で繁盛する商店街づくりに向けて

～大阪発祥『あきんど塾』～ 

  なお，若手マネジャー等実践研修は，事業終期到来に

より平成２０年度で終了。 

（同様の研修を独立行政法人中小基盤整備機構東北支部

が実施） 

 

商工経

営支援

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 

 

131

○ 商業者連携サポート事業 

中小小売業を取り巻く厳しい状況において，魅力ある

商店づくり・商店街づくりのため，商業者自らが実践す

る取組について，県，市町村，商工会議所，商工会等が

連携し支援を行い，商業者等の自発的取組の醸成，地域

商業の活性化及び地域商業を牽引するリーダーの育成を

図った。 

・商業者連携サポート事業 

実施地区 川崎町 中央・中町商店会（会員数 23

名） 

   支援期間 平成21年 5月～22年1月  

   会議回数 9回 

   参加者数 10名（内女性2名） 

支援機関 川崎町商工会，川崎町，宮城県（当課，

大河原地方振興事務所） 

   事業内容 地域の環境（人口・世帯数の推移，商圏

の分布，主要施設の立地状況など）の調

査・分析 

590 506
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ワークショップによる商業活性化のため

の課題抽出や解決策検討 

・商業者連携セミナー開催 

日時場所 平成 21 年 6 月 15 日（月）13:30～

17:15 県庁講堂 

   参 加 者 商業者，中小企業支援機関，行政機関等

113名参加（内女性7名） 

内  容 商店街活動の成功例に関する講演「日本

一元気な商店街の秘訣」 

        個店の魅力アップに関する講演「元気な

お店にしよう～一店逸品運動による商業

活性化～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 農産物直売ビジネス支援事業 

農産物直売所等の実質的な運営の主体は女性が中心と

なっているところが多く，新たな経営分野として期待さ

れているものの，その経営基盤は未だぜい弱である。そ

こで，経営管理能力としっかりとした運営基盤の備わっ

た経営体の育成及び販売額の向上を図るため，個別経営

診断，指導及びフォローアップ活動を通じて継続的な支

援を実施した。 

・集中支援 

   実施時期：平成21年4月～平成22年3月 

   支援経営体：農産物直売所3施設 

（支援活動延べ15回／うち専門家派遣延べ9回）

※支援経営体の構成員は女性が過半数を占めてい

る。 

・一般支援（職員及び専門家を活用して実施） 

   実施時期：平成21年4月～平成21年6月 

支援経営体：農産物直売所2施設 

（支援活動延べ3回／うち専門家派遣1回） 

   ※2 経営体のうち 1 経営体は女性が代表，支援経営

体の構成員は女性が過半数を占めている。 

・フォローアップ活動等 

   実施時期：平成21年11月 

支援経営体：農産物直売所2施設（支援活動2回）

   ※支援経営体の構成員は女性が過半数を占めてい

る。 

 

農林水

産経営

支援課

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

683 712

○ 農業農村男女共同参画支援事業のうち女性農業者起業

活動支援事業 

・キャリアアップ講座の開催による女性農業者の資質向

上（地域の中核的な女性起業者を対象に，モデル的な

企業体に育成するために必要な研修を行うとともに，

課題解決のための女性起業者のネットワーク化を促進

した。） 

女性農業者キャリアアップ講座（12月 14日開催：

参加者27名） 

   東北いきいき女性起業家研修（11 月 10～11 日開

催：参加者114名うち県内参加者9名） 

   地区キャリアアップ講座（県内9地区計30回開催：

参加者延べ295名） 

・異業種交流会の開催（異業種経営者との交流・マッチ

ングにより，新たな商品開発や販路拡大に係る機会を

創出するとともに，経営者としてのスキルアップを図

った。） 

みやぎの産業を元気にする女性のつどい（9 月 7 日

開催：参加者85名） 

・全国会議等への派遣 

農業振

興課  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,395 4,092

の一部
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    スキルアップのための女性農業者リーダー研修会へ

の派遣 女性農業者2名 

 

 

61．女性組

織のネット

ワークづく

りの推進と

リーダー育

成    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 農業農村男女共同参画支援事業のうち農山漁村女性・

高齢者活動推進事業 

・宮城県生活研究グループ連絡協議会活動支援 

   研修大会（5月 21日開催）参加者86名 

内容 「農村女性によるデパ地下奮闘記」 

講師 栃木県女性農業士 御子貝荒江氏 

・グループ員研修会（10月14日開催）参加者48名 

内容 「歴史と実習を通して伝える郷土料理の伝達」

講師 みやぎの食を伝える会 佐藤れい子氏 千葉

先子氏 

食育推進（県内9地区 学習会等の開催） 

パートナーシップ経営推進（県内 9 地区 学習会等

の推進） 

・女性農業者の活動支援 

   地域リーダーとしての資質向上と全国的な情報収

集・発信のために女性農業者のリーダー等を全国会議

等へ派遣した。 

   全国会議への派遣  派遣者2名 

 

農業振

興課  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,228 

の一部 

4,092

の一部

62．農業に

おける家庭

内のルール

づくりを推

進 す る た

め，家族経

営協定の普

及の促進 

 

 

 

○ 農業農村男女共同参画支援事業のうち男女共同参画チ

ャレンジ活動推進事業 

・家族経営協定に関する研修会 

   農業委員会での研修会等 7回開催 参加者144名

   関係機関研修会 2回開催 参加者50名 

   ＪＡフレッシュミズ研修会 1回 参加者100名 

・モデル地区対象の家族経営協定の普及 

   推進研修会 大崎市（2回 参加者43名），登米市

（1回 参加者70名） 

   先進地研修会 11月 13～14日 参加者5名 

 

農業振

興課  

  

 

 

 

 

1,423 

の一部 

4,092

の一部

63．商工自

営業におけ

る家族労働

条件を明確

にする啓発 

 

 

 

 

 

 

 

○ 窓口相談・専門家派遣事業 

事業者等から雇用や労働条件等に関する相談があった

場合に，県中小企業支援センターである（財）みやぎ産

業振興機構において，窓口相談や専門家派遣などにより

支援を行った。 

前年度同様に，（財）みやぎ産業振興機構において，雇

用や労働条件等に関する相談があった場合に，専門家等

を活用して対応した。 

・窓口相談事業 

相談件数 全体2,384件うち労務関係41件 

・専門家派遣事業 

 経営関係での専門家派遣 177回うち労務関係38回

 

新産業

振興課 

 

 

 

 

 

 

 

4,681 4,740

 

 

（2） 起業支援 

 

男女共同参画の指標       策定時       実 績      目標・予測指標     

◆農山漁村の女性の起業活動件数    297件         424件       ＊413件  

                 （＊ 当初の目標・予測指標は315件であったが，平成16年度に達成されたため，上方修正した。） 

 

 資金調達の支援と情報を提供するとともに，相談や経営指導の充実を図り，女性経営者のネッ
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トワーク化を推進した。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

64．起業を目指す女性に対する情報提供・相談・経営指導・融資等の支

援 

経済商工観光部，農

林水産部 

65．女性起業家・経営者等の交流・連携の促進 経済商工観光部，農

林水産部 

66．団体等が実施する起業家等に対する研修等に女性の参画の働き

かけ 

経済商工観光部，農

林水産部 

67．起業事例の収集・情報提供 農林水産部 

 

施策の 

項 目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

64．起業

を 目 指 す

女 性 に 対

す る 情 報

提 供 ・ 相

談・経営指

導・融資等

の 支 援  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 起業家育成講座・アグリビジネス起業家育成講座 

起業を目指す人向けに県中小企業支援センターである

（財）みやぎ産業振興機構が，起業家育成講座を開催し

た。当該講座では，起業するために必要な知識，ノウハ

ウ等を実践形式で教えており，起業に必要なビジネスプ

ラン（事業計画及び収支計画等）の作成を支援した。 

・起業家育成講座 

   基礎編 

    延べ 9 日間の講座を 1 コース開催した。修了者

10名のうち女性は4名であった。 

   ステップアップ編 

    起業にあたっての特定課題解決を主としたゼミナ

ール方式で，延べ 30 時間の講座（3H×10 回）

を開催し，修了者は8名（うち女性3名）であっ

た。 

・アグリビジネス経営者養成講座 

   延べ 8 日間の講座を 2コース開催し，修了者は 21

名（うち女性6名）であった。 

 

新産業

振興課

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,169 3,638

○ 中小企業経営支援 

経営基盤の脆弱な中小企業者に対し，経営に関する悩

みについての相談窓口を開設し，解決に向けた各種支援

策・支援機関の情報提供を行うとともに，財務状況の分

析など経営改善に向けた助言を行った。 

・中小企業支援機関が実施する金融，経営，技術等の情

報提供 

・企業が抱える経営上の問題や課題の整理及び解決のア

ドバイス 

・経営改善のための管理手法アドバイス及び経営計画の

策定等支援 

実績121企業（うち女性12企業）  

 

商 工経

営支援

課 

 

 

 

 

 

 

567 537

○ 農業農村男女共同参画支援事業のうち女性農業者起業

活動支援事業〔再掲・施策の項目60〕 

・キャリアアップ講座の開催による女性農業者の資質向

上 

   女性農業者キャリアアップ講座（12月 14日開催：

参加者27名） 

   東北いきいき女性起業家研修（11 月 10～11 日開

催：参加者114名うち県内参加者9名） 

   地区キャリアアップ講座（県内 9地区計 30 回開催 

農業振

興課  

  

 

 

 

 

1,395 

の一部 

4,092

の一部
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参加者延べ295名） 

・異業種交流会の開催 

みやぎの産業を元気にする女性のつどい（9 月 7 日

開催：参加者85名うち農林漁業者68名） 

 

 

 

 

65．女性

起業家・経

営 者 等 の

交流・連携

の 促 進  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 若手後継者等育成事業（女性部） 

・宮城県商工会連合会が実施する若手後継者等育成事業

（女性部）に対して支援した。 

商工会女性部員研修会 1回 185人 

女性部リーダー研修会 1回 110人 

    東北六県・北海道商工会女性部員研修会 1回 49人

女性部正副部長懇談会 1回 82人 

広域エリア別指導者研修会等 延べ26回781人（県

下26エリア） 

     全国女性部指導者研修会等 延べ3回56人 

・仙台商工会議所が実施する若手後継者等育成事業(女性

部)に対して支援した。 

女性経営者資質向上に関する公開講演会 延べ 6 回

406人 

 

商工経

営支援

課 

 

 

 

 

 

 

 

9,225 7,380

○ 農業農村男女共同参画支援事業のうち女性農業者起業

活動支援事業〔再掲・施策の項目60の一部〕 

異業種交流会の開催 

   「みやぎの産業を元気にする女性のつどい」 

   時期 平成 21年 9月7日 

   場所 行政庁舎会議室 

   内容 講演，事例発表，意見交換，商品展示 

   参加者 85名（うち農林漁業者 68名） 

 

農業振

興課  

  

 

 

 

1,395 

の一部 

 4,092

の一部

66．団体

等 が 実 施

す る 起 業

家 等 に 対

す る 研 修

等 に 女 性

の 参 画 の

働 き か け

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 起業家育成講座・アグリビジネス起業家育成講座〔再

掲・施策の項目64〕 

（財）みやぎ産業振興機構が行っている起業家育成講

座の募集案内を県の広報媒体等を活用して，広く県民に

広報した。 

・起業家育成講座 

   基礎編 

    延べ 9 日間の講座を 1 コース開催した。修了者

10名のうち女性は4名であった。 

   ステップアップ編 

    ゼミ方式で延べ 30 時間の講座を開催し，修了者

は8名（うち女性3名）であった。 

・アグリビジネス経営者養成講座 

延べ 8 日間の講座を２コース開催し，修了者は２1 人

（うち女性６名）であった。 

 

新産業

振興課

  

 

 

 

 

 

 

 

5,169 3,638

○ 農業農村男女共同参画支援事業のうち女性農業者起業

活動支援事業〔再掲・施策の項目60の一部〕 

農村女性等に対して，関係団体等（（社）農山漁村女性・

生活活動支援協会等）が主催する起業に関する研修等の

情報を提供し，研修の受講を推進した。 

   農林漁業者の参加結果 

  ・東北地域いきいき女性起業者研究大会 

時 期 平成 21年 11月 10日～11日 

場 所 県内（石巻市，登米市，大崎市，美里町）

内 容 講演，パネルディスカッション，現地視察

   参加者 116名 

  ・女性農業者リーダー全国会議への派遣 2名 

 

農業振

興課 

 

 

 

 

 

 

 

1,395 

の一部 

 4,032

の一部

67．起業 ○ 農業農村男女共同参画支援事業のうち女性農業者起業 農業振 1,395  4,032
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事 例 の 収

集・情報提

供 

 

 

 

 

 

 

活動支援事業〔再掲・施策の項目60の一部〕 

・キャリアアップ講座の開催による女性農業者への情報

提供 

女性農業者キャリアアップ講座（12月 14日開催：

参加者27名） 

   東北いきいき女性起業家研修（11 月 10～11 日開

催：参加者114名うち県内参加者9名） 

   地区キャリアアップ講座（県内9地区計30回開催：

参加者延べ295名） 

 

興課  

  

 

 

 

 

の一部 の一部

  

 

  

66  地地域域ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの実実現現    －－新新ししいい生生活活文文化化のの創創造造－－ 

 

【施策の方向】 

（1）地域活動への男性の参画と女性の人材育成  

 

男女共同参画の指標               策定時    実 績   目標・予測指標     

◆男女共同参画等の名称を冠した窓口を設置した市町村割合  15.5％    22.9％      50％ 

◆男女共同参画基本計画を策定した市町村の割合        9.9％     51.4％       50％ 

◆みやぎ女性人材開発セミナー受講者数            142人     302人       300人 

 

地域社会への参画の少なかった男性の積極的な参画を促進した。また，地域の女性リーダー

を育成するとともに，幅広い分野からの人材情報を収集・整備した。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

68．地域での慣行の見直しを進めるための意識啓発の推進 環境生活部，教育庁

69．男性のライフスタイルの見直し，地域活動参画への意識啓発の推進 環境生活部，保健福

祉部，教育庁 

70．ボランティア活動等の参加促進のための環境の整備 保健福祉部 

71．女性人材の発掘・育成 環境生活部，教育庁

72．女性人材リストの整備・積極的活用 環境生活部 

  

施策の 

項 目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度 

予算額(千円)

68．地域

で の 慣 行

の 見 直 し

を 進 め る

た め の 意

識 啓 発 の

推 進   

  

 

○ 県・市町村パートナーシップ事業〔再掲・施策の項目

6参照〕 

各市町村と共催で住民の意識啓発等のための講演会や

研修会を開催した。 

（岩沼市，栗原市，東松島市，大崎市，柴田町，松島町 

 参加者計約660人） 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

263 

 

280

○ 男女共同参画の日普及推進事業〔再掲・施策の項目 7

参照〕 

男女共同参画に関する問題の理解と意識の高揚を図る

ため，8 月 1 日のみやぎ男女共同参画の日（みやぎパー

トナーズデー）を記念してみやぎパートナーズデー「男

女共同参画フォーラム 2009 in たがじょう」を開催し

1,485 1,447
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た。 

 
 

○ みやぎ県民大学推進事業〔再掲・施策の項目6参照〕

みやぎ県民大学推進事業として，６４講座を実施した。

  （講座のテーマは，高校や大学等の講座実施機関の計画

によるものであり，平成 21 年度は男女共同参画関係

をテーマとする講座は実施されなかった。） 

 

生涯学

習課  

  

 

 4,948  4,439

69．男性

の ラ イ フ

ス タ イ ル

の見直し，

地 域 活 動

参 画 へ の

意 識 啓 発

の 推 進  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県・市町村パートナーシップ事業〔再掲・施策の項目

6参照〕 

各市町村と共催で住民の意識啓発等のための講演会や

研修会を開催した。 

（岩沼市，栗原市，東松島市，大崎市，柴田町，松島町 

 参加者計約660人） 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

 

263 

 

280

○ 男女共同参画の日普及推進事業〔再掲・施策の項目 7

参照〕 

男女共同参画に関する問題の理解と意識の高揚を図る

ため，8 月 1 日のみやぎ男女共同参画の日（みやぎパー

トナーズデー）を記念してみやぎパートナーズデー「男

女共同参画フォーラム 2009 in たがじょう」を開催し

た。 

 

1,485 1,447

○ 県ボランティアセンター運営事業 

本県のボランティア活動の拠点であり，各市町村社会

福祉協議会内のボランティアセンターへの支援機能を担

っている「みやぎボランティア総合センター」（設置者：

宮城県社会福祉協議会）に対して運営事業費補助等を行

った。 

・市町村社協ボランティアセンターへの支援に関する事

業 

①福祉教育・ボランティア学習支援事業（講師派遣等

による福祉教育事業への支援） 

    9 回（市町村社協，各学校等）   

  ②地域指定福祉教育推進事業（住民との協働により福

祉教育を行う地域に対する3年間の助成） 

４市町（角田市，村田町，利府町，色麻町）【H19

～21】 

・広域・専門的な直接サービスの提供に関する事業 

  ①ボランティア・市民活動に関する相談・活動支援 

   ホームページ「ころころネット」の運用，ボランテ

ィア保険の加入促進 

  ②シニア世代に対するボランティア相談 

通常の相談業務の他，「宮城いきいき学園」でのシニ

アボランティア相談会(4回)の開催等        

  ③情報誌の発行（NPO法人「杜の伝言板ゆるる」の情

報誌に記事を掲載）：毎月1,000部を配布     

  ④ボランティアコーディネーター養成研修事業（推進

役となる人材の育成）：２回（68人）    

・協働促進のためのプラットホーム提供とネットワーク

の構築に関する事業 

  ①地域福祉ボランティア・市民センターネットワーク

事業（ＮＰＯ等との連絡会議の開催） 

    １回（ボランティアセンター活動活性化事業に拡

大）  

  ②みやぎボランティア総合センター運営委員会の開催

（関係団体による外部委員10名で構成） 

       ３回 

 

社会福

祉課  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,714 

 

13,340
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○ みやぎ県民大学推進事業〔再掲・施策の項目6参照〕

みやぎ県民大学推進事業として，６４講座を実施した。

  （テーマは，高校や大学等の講座実施機関の計画による

ものであり，平成 21 年度は男女共同参画関係をテー

マとする講座は実施されなかった） 

 

生涯学

習課  

  

 

  4,948  4,439

70．ボラ

ン テ ィ ア

活 動 等 の

参 加 促 進

の た め の

環 境 の 整

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県ボランティア運営事業〔再掲・施策の項目69〕 

本県のボランティア活動の拠点であり，各市町村社会

福祉協議会内のボランティアセンターへの支援機能を担

っている「みやぎボランティア総合センター」（設置者：

宮城県社会福祉協議会）に対して運営事業費補助等を行

った。 

・市町村社協ボランティアセンターへの支援に関する事

業 

①福祉教育・ボランティア学習支援事業（講師派遣等

による福祉教育事業への支援）：9回 

（市町村社協，各学校等） 

  ②地域指定福祉教育推進事業（住民との協働により福

祉教育を行う地域に対する3年間の助成） 

４市町（角田市，村田町，利府町，色麻町）【H19

～21】 

・広域・専門的な直接サービスの提供に関する事業 

  ①ボランティア・市民活動に関する相談・活動支援 

   ホームページ「ころころネット」の運用，ボランテ

ィア保険の加入促進 

  ②シニア世代に対するボランティア相談 

通常の相談業務の他，「宮城いきいき学園」でのシニ

アボランティア相談会(4回)の開催等        

  ③情報誌の発行（NPO法人「杜の伝言板ゆるる」の情

報誌に記事を掲載）：毎月1,000部を配布     

  ④ボランティアコーディネーター養成研修事業（推進

役となる人材の育成）：２回（68人）    

・協働促進のためのプラットホーム提供とネットワーク

の構築に関する事業 

  ①地域福祉ボランティア・市民センターネットワーク

事業（ＮＰＯ等との連絡会議の開催）：１回 

（ボランティアセンター活動活性化事業に拡大）  

  ②みやぎボランティア総合センター運営委員会の開催

（関係団体による外部委員10名で構成）：３回 

  

社 会福

祉課  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,714 13,340

○ 災害ボランティア受入体制整備事業 

宮城県社会福祉協議会が実施する災害ボランティア受

入体制整備事業に対して事業費補助を行うとともに，災

害ボランティア関係団体との連携を図った。 

・災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施 

県及び市町村災害ボランティアセンターの立ち上

げ・運営が円滑に行えるよう，模擬訓練を実施。 

      実施回数：３回（延べ３9１人） 

参加者：市町村社会福祉協議会職員，ボランティア

団体，市町村職員，県社会福祉協議会職員，

県派遣職員，一般住民 

・災害ボランティアセンタースタッフ研修の開催 

県職員，市町村職員，市町村社会福祉協議会職員を

対象に，災害時に地域の中心となってボランティアコ

ーディネートを行う人材の育成を行った。 

      開催回数：7回（延べ４１8人） 

・災害ボランティア啓発事業 

   災害ボランティアシンポジウムの開催 

8,700 8,650
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H22.2.11 多賀城市文化センター（参加者：３70

人） 

・宮城県災害ボランティアセンターホームページの運

用 

災害ボランティア活動及び各種研修等に関する情報

のほか，県外で発生した災害等の情報を掲載している。

・災害ボランティアセンター支援連絡会議の開催 

県，県社会福祉協議会及びＮＰＯ法人みやぎ災害救

援ボランティアセンターをはじめ災害ボランティアの

受入体制に関わる団体と連絡会議を開催し，平常時か

らの連携を図る。 

      開催回数：１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71．女性

人 材 の 発

掘・育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ みやぎ女性人材セミナーフォローアップ事業 

・みやぎ女性人材開発セミナー修了生へのアンケート実

施及び情報提供 

平成 10 年度より開催してきた「みやぎ女性人材開

発セミナー」は，目標値であった300人を達成したこ

とに伴い，平成20年度の事業で終了した。 

しかしながら，県や市町村の審議会等委員に女性が

占める割合はまだ目標値に達していないことから，セ

ミナー修了生対し，審議会委員等への参画に関するア

ンケートを行ったほか，参画を促すための様々な情報

提供を行った。 

対象者：みやぎ女性人材開発セミナー修了生278人

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

－ －

○ 「みやぎ県民大学推進事業」として６４講座を実施 

うち「生涯学習支援者養成講座」の入門編・実践編に

おいて３9人（男：２0人，女：１9人）が修了 

 実施機関 ：県教育委員会（生涯学習課） 

 会  場 ：生涯学習セミナールーム 

講座の趣旨：市町村の生涯学習事業や社会教育団体等の

指導者・助言者等として広域的に活動でき

る支援者層を育成 

 

生涯学

習 課 

 

 

 

 

4,948 

 

4,439

72．女性

人 材 リ ス

ト の 整

備・積極的

活用 

 

 

 

 

○ 宮城県女性人材リストの整備 

県及び市町村の審議会等委員への女性登用率の推進を

図るため，女性人材リストの整備及び女性人材情報の提

供を行った。 

 ・登録者数 ３６１人（平成２２年３月末現在） 

・審議会等委員への女性委員登用の参考資料として，ま

た，各種会議・講演会等講師等選定の参考資料として，

庁内各課及び国・市町村に対して，必要に応じて，女

性人材情報の提供を行った。 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

－ ―

 

 

（2）ＮＰＯとの連携・協働 

 ＮＰＯ等各種団体及び団体間の活動を支援するとともに，連携・協働を進めた。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

73．ＮＰＯ等各種団体との連携・協働 環境生活部，教育庁

74．女性団体等のネットワークづくりへの支援 環境生活部 

   

課当担 要概の組取や業事 の策施 平成21年度 平成22年度
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項  目 予算額(千円) 予算額(千円)

73．ＮＰ

Ｏ 等 各 種

団 体 と の

連携・協働

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「女性のチカラは企業の力」普及推進事業等，女性団

体等への各種情報提供，男女共同参画に関する講演会

等への後援 

・女性団体等への各種情報提供 

県内の女性団体・グループ等へ，国や県等が発行し

た男女共同参画に関する各種資料及び情報の提供等を

行った。 

・男女共同参画に関する講演会等への後援 

県内の団体等が開催する，男女共同参画に関する講

演会等の行事に対して，後援を行った。 

 ＜平成21年度の後援名義実績＞ 

平成 21 年度宮婦連大会並びに第 39 回健康と医

療を考える中央集会（主催：宮城県地域婦人団体

連絡協議会） 

平成 21 年度婦人会館まつり（主催：財団法人み

やぎ婦人会館） 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

－

○ NPO活動促進事業 

社会が抱えるさまざまな課題に自発的に取り組み，社

会的・公益的な活動を行っているボランティア団体や市

民活動団体などの民間非営利団体（ＮＰＯ）の活動を支

援した。 

・みやぎＮＰＯ夢ファンド事業 

ＮＰＯが公益活動を展開する上で必要とされる活動

資金について，県拠出金と市民・企業等からの寄附金

を原資とするファンドからの助成 

   助成団体等：12団体 5,910千円 

・みやぎＮＰＯサポートローン 

金融機関との連携による，ＮＰＯ法人への低利・無

担保資金の貸付 

   貸付団体等：４件 22,350千円 

・県有遊休施設等の有効利用によるＮＰＯの拠点づくり

事業 

県が所有する遊休施設等を活動拠点の確保を望むＮ

ＰＯに有償での貸付（平成 21 年度の新規貸付：１施

設） 

   貸付施設：６施設（H22.3.31現在） 

・ＮＰＯ支援センター助太刀事業 

ＮＰＯ支援センター及び中間支援型ＮＰＯが，地域

でその力を発揮できるようセミナー等を開催する事業

を支援（支援回数：２回（２団体）） 

・民間非営利活動プラザ（みやぎＮＰＯプラザ）運営 

ＮＰＯの支援と活動促進，ＮＰＯの社会的認知の拡

大，ＮＰＯと行政のパートナーシップの確立を目的に

設置 

    機能等 

ＮＰＯの運営一般，税務・会計に関する相談及

び研修の開催 

ＮＰＯ・ボランティアに関する情報収集と発信

プラザ内での各種交流イベントの企画・運営 

事務ブース，会議室等の貸付 

ＮＰＯに係る調査研究に関する支援・促進 

ＮＰＯ活動促進中核機能拠点としての管理，運

営 

 

47,369 46,924

○ みやぎ県民大学推進事業〔再掲・施策の項目 6 参照〕

みやぎ県民大学推進事業として，6４講座を実施した。

  （テーマは，高校や大学等の講座実施機関の計画による

生涯学

習課  

  4,948  4,439
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ものであり，平成 21 年度は男女共同参画関係をテー

マとする講座は実施されなかった） 

 

  

74．女性

団 体 等 の

ネ ッ ト ワ

ー ク づ く

り へ の 支

援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 宮城県各種女性団体連絡協議会・実施事業 

女性団体指導者としての意識高揚，団体相互の連携，

女性の地位向上等を図ることを目的として下記の事業を

実施した。 

 ・ 研修事業 

   記念講演 （H21.6 総会時）：「歴史と文化を旅する」

   講  師 仙台大学客員教授 伊達宗弘氏 

（約140人参加） 

・研修会及び女性の地位向上活動事業 

  ①施設見学（11人参加） 

「介護の現場をたずねて」特別養護老人ホーム一重

の里 

  ②研修会（50人参加） 

講演 『まちづくりは「8：7」のパワー』 

講師  あ・ら・伊達な道の駅代表取締役佐藤仁一氏

   講座 「新聞紙で作るエコバッグ」JAみやぎ女性組

織協議会 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

 

 

 

 

－ －

 

 

（3）国際的な視野での推進 

  国際的な取組などについての情報を収集し，提供した。 

施  策  の  項  目 担 当 部 

75．男女共同参画に関する国際社会の情報収集及び県民への提供 環境生活部 

76．ＮＰＯ等各種団体による国際交流活動への支援と協働 環境生活部，経済商

工観光部 

   

施策の 

項  目 
課当担 要概の組取や業事

平成21年度 

予算額(千円) 

平成22年度

予算額(千円)

75．男女

共 同 参 画

に 関 す る

国 際 社 会

の 情 報 収

集 及 び 県

民 へ の 提

供 

 

 

○ 国際社会の情報の収集及び県民等への提供 

以下の資料等を収集し，ホームページへの掲載や問い

合わせへの対応等，随時情報提供を行った。 

（主な内容） 

・「男女共同参画社会の実現を目指して」（内閣府男女

共同参画局） 

・「男女共同参画白書」（内閣府） 

・「ひとりひとりが幸せな社会のために」（男女共同参

画推進連携会議） 

 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

― ―

76．ＮＰ

Ｏ 等 各 種

団 体 に よ

る 国 際 交

流 活 動 へ

の 支 援 と

協 働   

  

 

 

 

 

○ 女性団体活動支援事業 

・女性団体が主催するコンサートで知事メッセージを披

露 

「世界の女性と女児の明るい未来のために」を目指

して，地域社会や広く世界で活動する奉仕団体「国際

ソロプチミスト」が主催するコンサートへ副知事が出

席し，知事のメッセージを披露した。 

行事名：チャリティーコンサート「鈴木里美スタンダ

ードジャズの夕べ」～魅惑のうたごえを～ 

  開催日：平成２１年６月２日（火） 

  会 場：仙台国際ホテル 

  出演者：鈴木里美 

共同参

画社会

推進課

  

 

 

 

 

― ―
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  参加者：約２70人 

・女性団体が主催する大会へ知事が出席 

「世界の女性の地位向上と社会奉仕」という国際ゾ

ンタの基本理念のもと，国際視点から，地域社会や広

く世界各地で奉仕活動を展開している「国際ゾンタ26

地区第 10 回地区大会」が仙台で開催され，記念式典

に於いて知事が祝辞を述べた。 

  行事名：「国際ゾンタ２６地区第１0回地区大会」  

  開催日：平成２１年１0月１日(木)～3日(土) 

      ※記念式典 平成２１年１0月１日(木) 

  会 場：仙台国際ホテル 

  参加者：約２80人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 多文化共生推進事業 

・多文化共生シンポジウムの開催 

気仙沼市と仙台市において開催し，講師やパネリス

トとして８名の女性を登用 

・災害時通訳ボランティアの整備 

１３言語，８６人（うち女性６１人）のボランティ

アを確保 

・多文化共生社会推進審議会の開催（委員の改選），各種

研修会の開催 

審議会委員１０人（うち女性４人） 

研修受講者数１０５人（うち女性４４人） 

・みやぎ外国人相談センターの設置 

相談件数４２０件（うち女性３１８件） 

   

国 際経

済・交流

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,805 

 

4,258
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２２年度 ２１年度 ２２年度 ２１年度

課室 ５市 ５市

係 ２市１町 ２市１町

町８市９町７市９織組絡連内庁 2 45.7% 47.2%

町８市９町８市９等関機問諮 3 48.6% 47.2%

町２市６町２市６定制例条 4 22.9% 22.2%

町８市０１町８市０１定策画計 5 51.4% 50.0%

町１１市３１町９市３１6 62.9% 66.7%

議員総数 ７４１人 ７９４人

女性議員数 ６３人 ６９人

９町 ８町 25.7% 22.2%

管理職総数 ２，８６９人 ２，９９３人

女性管理職数 ４００人 ３７６人

７市町村 ７町村 20.0% 19.4%

9  審議会等委員女性登用の目標設定 １２市９町 １２市１０町 60.0% 61.1%

委員総数 １２，０４７人１２，３６７人

女性委員数 ２，８０８人 ２，８０３人

注１） 平成２２年度：３５市町村（対前年△１）

注２） 平成２１年度：３６市町村

 女性委員の登用

（行政委員会，附属機関等）
（複数の市町村にまたがる広
域の審議会を除く。）

22.7%

涌谷町37.9%，富谷町33.3%，加美町32.8%，気仙沼市28.9%，亘
理町25.7%，南三陸町25.5%，柴田町25.0%

23.3%

女性議員の多い
市町村

8.7%

市町村における男女共同参画推進状況の概要　（主な項目）

状　　況

1

項　　　　　目

22.9%

 講演会等（イベント，研修会，相談等）開催

割　　　合

 窓口専管組織
（名称：男女共同参画，女性等
の課・室又は係）

富谷町35.0%，岩沼市33.0%，塩竃市32.6%，白石市31.6%，加美
町30.6%

8.5%

女性管理職登用率
の高い市町村

女性議員無市町村

12.6%

10

 議　　会

13.9%

8

女性委員登用率の
高い市町村

仙台市１０人，柴田町６人，塩竃市５人，亘理町４人

各年度4月1日現在　

女性管理職無市町村

22.2%

 管 理 職

7
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№1

市町村名
設置
有無

名　　　　称 設置時期 設置の根拠規定 設置目的

1 仙 台 市 有
仙台市男女共同参画推進本
部

平成元年 8月28日
(平成11年名称変更)

仙台市男女共同参画推進本
部設置要綱

男女共同参画に係る施策の
総合的かつ効果的な推進を
図る

2 石 巻 市 有
石巻市男女共同参画推進本
部

平成18年 4月 1日
石巻市男女共同参画推進本
部設置要綱

石巻市男女共同参画推進条
例に基づき，本市の男女共
同参画の総合的かつ計画的
な推進を図る

3 塩 竈 市 有
しおがま男女平等・共同参
画基本計画推進本部

平成15年 9月15日
しおがま男女平等・共同参
画基本計画推進本部設置要
綱

しおがま男女平等・共同参
画基本計画推進に係る総合
調整及び進行管理

4 気仙沼市 有
気仙沼市男女共生庁内連絡
会議

平成18年 3月31日
気仙沼市男女共生庁内連絡
会議設置要綱

男女共生の施策について総
合的かつ効果的な推進を図
る

5 白 石 市 無

6 名 取 市 有
名取市男女共同参画施策推
進会議

平成15年12月 4日
名取市男女共同参画施策推
進会議設置要綱

男女共同参画施策を総合的
かつ効果的に推進し，男女
共同参画社会の形成を図る

7 角 田 市 有
協働社会プロジェクト推進
会議

平成13年 2月14日
角田市新長期総合計画進行
管理要領，協働社会プロ
ジェクト推進会議要領

男女共同参画社会の形成推
進・協働によるまちづくり
の推進・情報公開の推進等
を図る

8 多賀城市 無

9 岩 沼 市 無

10 登 米 市 有
登米市協働のまちづくり・
男女共同参画推進本部

平成19年 5月22日
登米市協働のまちづくり・
男女共同参画推進本部設置
要綱

市民と行政の協働によるま
ちづくり及び男女共同参画
の推進に関する施策を総合
的かつ計画的に推進する

栗原市男女共同参画推進本
部

平成20年 1月 7日
栗原市男女共同参画推進本
部設置規程

男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策を総合的
かつ計画的に推進する

栗原市男女共同参画推進本
部幹事会

平成20年 1月 7日
栗原市男女共同参画推進本
部設置規程

男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策を総合的
かつ計画的に推進する

栗原市男女共同参画推進本
部部局推進員会

平成20年 1月 7日
栗原市男女共同参画推進本
部設置規程

男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策を総合的
かつ計画的に推進する

12 東松島市 無

13 大 崎 市 有
大崎市男女共同参画庁内推
進本部

平成18年 5月19日
大崎市男女共同参画庁内推
進本部設置規程

基本的施策の推進，庁内の
横断的推進組織

14 蔵 王 町 無

15 七ヶ宿町 無

16 大河原町 無

17 村 田 町 無

18 柴 田 町 有
柴田町男女共同参画推進連
絡会議

平成 6年 6月 1日
(平成14年名称変更)

柴田町男女共同参画推進連
絡会議設置要綱

男女共同参画政策の総合的
かつ効果的な推進を図る

19 川 崎 町 無

20 丸 森 町 無

21 亘 理 町 有
亘理町男女共同参画行政推
進会議

平成14年10月 1日
亘理町男女共同参画行政推
進会議設置要綱

男女共同参画行政の総合か
つ効果的な推進を図る

22 山 元 町 無

23 松 島 町 無

24 七ヶ浜町 無

25 利 府 町 有
利府町男女共同参画推進本
部

平成17年 7月 7日
利府町男女共同参画推進本
部設置要綱

男女共同参画に関する施策
の総合的かつ効果的な推進
を図る

26 大 和 町 有
大和町男女共同参画推進庁
内連絡会議

平成17年 4月 1日
大和町男女共同参画推進基
本条例

男女共同参画のまちづくり
の総合的かつ効果的な推進
を図る

27 大 郷 町 無

28 富 谷 町 有
富谷町男女共同参画推進委
員会及び幹事会

平成14年11月 1日
富谷町男女共同参画推進委
員会設置要綱

男女共同参画社会の形成に
向け，総合的かつ効果的な
施策の構築と推進を図る

29 大 衡 村 無

30 色 麻 町 無

31 加 美 町 有
加美町男女共同参画推進本
部

平成19年11月 1日
加美町男女共同参画プラン
及び行動計画

男女共同参画に関する各部
局間の連携や調整及び推進
を図る

32 涌 谷 町 無

33 美 里 町 有
美里町男女共同参画推進本
部

平成18年 1月 1日
美里町男女共同参画推進本
部設置要綱

男女共同参画行政の総合的
かつ効果的な推進を図る

34 女 川 町 無

35 南三陸町 無

((２)　男女共同参画施策の推進に関する庁内の連絡組織

栗 原 市11 有
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平成22年4月1日現在

№2

市町村名 構　　　　　成　　　　　員 平成21年度活動実績 平成22年度活動計画(予定) 設置予定年度

1 仙 台 市
本部長:市長
本部員:副市長,各局･区長,事業管理
者,会計管理者,教育長

なし

「男女共同参画せんだいプラン[2009-
2010]」の推進及び21年度事業の検証･
評価，23年度から実施予定の「新・男
女共同参画せんだいプラン（仮）」の
策定に向けた検討。

2 石 巻 市
市長，副市長，各部長，各総合支所
長，病院局事務部長，会計管理者，
教育委員会教育長

本部会議　2回開催 本部会議　4回開催予定 　

3 塩 竈 市
本部長(市長)，副部長(副市長)，本
部委員（庁議メンバー）　計17名

定予催開回2しな

4 気仙沼市
連絡会議:22名(庁内関係課長)
幹事会:22名(庁内関係課長補佐，係
長)

気仙沼市男女共同参画推進条例に基
づく事業の推進等

気仙沼市男女共同参画推進条例に基
づく事業の推進等

5 白 石 市

6 名 取 市
会長(副市長)，副会長(総務部長)，
委員(各担当課長)15名
専門部員(各担当係長)14名

定予催開回2催開回2

7 角 田 市 関係各課の課長等　計9名 男女共同参画社会の形成推進 男女共同参画社会の形成推進

8 多賀城市

9 岩 沼 市

10 登 米 市
本部長(市長)，副本部長(副市長・
教育長)，本部員(各部長・総合支所
長他)　計28名

定予催開回3催開回1

本部長(市長)，副本部長(副市長・
教育長)，本部員(各部局長等)　計
16名

2回開催
(①指標の決定②女性委員登用の推
進)

2回開催予定

幹事長(企画部長)，幹事(各部局長
等)

2回開催
(①指標の決定②女性委員登用の推
進)

2回開催予定

企画部市民協働課長が関係部局等の
所属職員の中から指名した者

2回開催
(①指標の決定②女性委員登用の推
進)

2回開催予定

12 東松島市

13 大 崎 市
市長，副市長，関係部課長等
計10名

基本的施策に対応した事業の現状報
告

事業評価

14 蔵 王 町

15 七ヶ宿町

16 大河原町

17 村 田 町

18 柴 田 町
庁内関係課(9課)及び1法人の長によ
り推薦された職員による構成

「しばた男女共同参画プラン」に基
づく事業の推進及び平成20年度事業
実績報告書の作成

「しばた男女共同参画プラン」に基
づく事業の推進及び平成21年度事業
実績報告書の作成

19 川 崎 町

20 丸 森 町

21 亘 理 町 副町長，関係課長　計7名 なし
男女共同参画基本計画に基づく実施
計画の審議等

22 山 元 町

23 松 島 町

24 七ヶ浜町

25 利 府 町
庁議等設置規定に規定する職にある
者 19名

1回開催（7月） 2回開催予定（7月・3月）

26 大 和 町

会議：会長(副町長)，副会長(教育
長)，委員(各課等の長)
幹事会：幹事長(環境生活課長)，幹
事(各課主査以上)

実施計画の推進，女性委員の登用，
第２次プラン（案）策定

第２次プランに基づく実施計画
（案）策定，女性委員の登用促進

27 大 郷 町

28 富 谷 町
推進委員：各課長
幹事：各課長補佐

定未しな

29 大 衡 村

30 色 麻 町

31 加 美 町
本部長(町長)，副本部長(副町長・
教育長)，本部員(関係課長14名)

定未しな

32 涌 谷 町

33 美 里 町
本部長(町長)，副本部長(副町長)，
本部員(各課長，参事)

定未しな

34 女 川 町

35 南三陸町

栗 原 市11
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平成22年4月1日現在

№2

市町村名 構成員 平成２１年度活動実績 平成２２年度活動計画(予定) 設置予定年度

1 仙 台 市 計15名(女性8名，男性7名)

「男女共同参画せんだいプラン[2009-
2010]｣の推進及び20年度事業の検証･
評価

「男女共同参画せんだいプラン[2009-
2010]」の推進及び21年度事業の検証･
評価，23年度から実施予定の「新・男
女共同参画せんだいプラン(仮）」に
ついての審議・答申。

2 石 巻 市 計10名(女性5名，男性5名)

審議会２回開催
｢委員委嘱及び石巻市男女共同参画基
本計画とその進捗状況への意見｣「平
成２０年度における男女共同参画事業
の概要並びに前年度重点取組事項及び
審議会意見への対応経過」

審議会４回開催予定
「石巻市男女共同参画基本計画進捗
状況への意見｣「石巻市男女共同参
画第２次基本計画策定に係る審議」

3 塩 竈 市
市民・事業者・教育関係者・学識経
験者等　　計10名(女性6名，男性4
名)

定予施実回1しな

4 気仙沼市 計12名(女性6名，男性6名)
気仙沼市男女共同参画基本計画に関
する審議等

気仙沼市男女共同参画施策に関する
審議等

5 白 石 市 計8名(女性4名，男性4名) 1回開催(3月） 1回開催予定(3月）

6 名 取 市
学識経験者・各種団体からの推薦
者・公募に応じた市民
計10名(女性5名，男性5名)

定予催開回5催開回5

7 角 田 市

8 多賀城市

9 岩 沼 市

市民・市民活動団体関係者・産業経
済関係者・教育関係者・学識経験
者・その他市長が必要と認めるもの
計15名(女性9名，男性6名)

中間報告書の内容をもとに，2月に
市へ提言書を提出。

提言書に基づき,条例の素案作成を
進める。

10 登 米 市

11 栗 原 市
人権擁護委員･各種団体関係者･有識
者･市民等 計12名（女性7名･男性5
名）

2回開催
(①指標の決定 ②女性委員登用の推
進)

2回開催予定

12 東松島市

13 大 崎 市
市民代表，団体代表，学識経験者
計15名(女性10名，男性5名)

基本計画の進捗状況，苦情処理対応 実施状況の検証

14 蔵 王 町

15 七ヶ宿町

16 大河原町

17 村 田 町

18 柴 田 町 総数10名(女性5名，男性5名) 1回開催（7月開催） 2回開催予定（8月，11月）

19 川 崎 町

20 丸 森 町

21 亘 理 町
人権擁護委員，教育分野，事業所代
表，産業分野，一般町民
総数5名(女性3名，男性2名)

男女共同参画基本計画素案に係る審
議(3回）

男女共同参画の推進等に関する意見
交換等

22 山 元 町

23 松 島 町

24 七ヶ浜町 計7名(女性4名，男性3名)

町内事業者・家庭・青少年等への男女
共同参画推進
男女共同参画フォーラムへの参加
男性を対象とした料理教室
本町男女共同参画プランの点検

関係各所と連携した活動
男性･家庭(父母子）を対象とした料理
教室
新たな本町男女共同参画プラン策定に
係る活動

25 利 府 町 計10名(女性6名，男性4名) 1回開催(10月） 2回開催予定(7月・1月）

26 大 和 町 計10名(女性6名，男性4名)
実施計画の推進についての審議，第
２次プラン（案）策定について審議

第２次プランに基づく実施計画(案)
策定について審議

　

27 大 郷 町

28 富 谷 町
学識経験者・町民代表・町内企業代
表・各種団体代表　計9名(女性4
名，男性5名)

定未しな

29 大 衡 村

30 色 麻 町

31 加 美 町 計8名(女性6名，男性2名) 1回開催（進捗状況報告等） 1回開催予定

32 涌 谷 町

定予催開回1催開回1)名6性男，名7性女(名31計町里美33

34 女 川 町

35 南三陸町
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((４)　男女共同参画に関する条例の制定状況
平成22年4月1日現在

1 仙 台 市 有 仙台市男女共同参画推進条例 平成15年 3月14日 平成15年 3月14日 平成15年 4月 1日

2 石 巻 市 有 石巻市男女共同参画推進条例 平成17年 4月 1日 （合併に伴う専決処分） 平成17年 4月 1日

3 塩 竈 市 有 塩竈市しおがま男女共同参画推進条例 平成19年 9月28日 平成19年 9月28日 平成19年 9月28日

4 気仙沼市 有 気仙沼市男女共同参画推進条例 平成18年 3月31日 （合併に伴う専決処分） 平成18年 3月31日

5 白 石 市 有 白石市男女共同参画社会推進条例 平成14年 6月20日 平成14年 6月21日 平成14年 6月21日

6 名 取 市 無

7 角 田 市 無

8 多賀城市 無 基本計画策定後に制定を検討

9 岩 沼 市 無 平成23年度以降の制定を目途に検討中

10 登 米 市 無 平成23年度以降の制定を目途に検討中

11 栗 原 市 無 平成23年度以降の制定を目途に検討中

12 東松島市 無 平成23年3月末までの制定を目途に検討中

13 大 崎 市 有 大崎市男女共同参画推進基本条例 平成20年 3月 3日 平成20年 3月 7日 平成20年 4月 1日

14 蔵 王 町 無

15 七ヶ宿町 無

16 大河原町 無

17 村 田 町 無

18 柴 田 町 無 平成23年度以降の制定を目途に検討中

19 川 崎 町 無 検討中

20 丸 森 町 無

21 亘 理 町 無

22 山 元 町 無

23 松 島 町 無

24 七ヶ浜町 無

25 利 府 町 無

26 大 和 町 有 大和町男女共同参画推進基本条例 平成17年 3月 7日 平成17年 3月11日 平成17年 4月 1日

27 大 郷 町 無

28 富 谷 町 有 富谷町男女共同参画推進条例 平成17年 2月25日 平成17年 3月 1日 平成17年 4月 1日

29 大 衡 村 無

30 色 麻 町 無

31 加 美 町 無
制定時期は未定だが，制定する方向で検
討

32 涌 谷 町 無

33 美 里 町 無

34 女 川 町 無

35 南三陸町 無

施行日 検討状況日布公日決可の会議称　　　　　名名村町市
制定
有無
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宮宮 城 県 男 女 共 同 参 画 推 進 条 例

すべての個人は性別にかかわりなく、人として平等な存在であり、男女は、その違いを認めつつ、

互いの人権を十分に尊重しなければならない。

宮城県においては、男女平等の実現に向けて、男女共同参画推進プランの策定をはじめ、様々な取

組みがなされてきた。しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行が存

在している現況から、あらゆる分野での男女平等と男女共同参画社会の実現を目指すには、県、県民

及び事業者が一体となり総合的に取り組むことが重要である。

少子高齢化の進展等社会経済構造の急激な変化が進む中で、県民が真に豊かで、安心とゆとりのあ

る生活を実現していくためには、男女が共にその個性と能力とを十分に発揮できる環境が整備されな

ければならない。男女が、性別にとらわれることなく、共に対等な立場に立って、労働、家庭生活、

地域活動などをバランスよく営むことができる新しい生活文化を創造することこそが、今強く求めら

れている。

すべての県民の人権が平等に保障され、男女が共に責任を分かちあう社会を構築していくため、男

女共同参画社会の早期実現を目指すことを決意し、ここに、この条例を制定する。

第一章 総則

（目的）

第一条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、宮城県（以下「県」という。）、

県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本的事項を定めることにより、男女

共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進し、もって新しい生活文化を創造し、真に豊かで活

力のある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化

的利益を享受でき、かつ、共に責任を担うべきことをいう。

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内におい

て、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

三 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は性的な言

動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。

（基本理念）

第三条 男女共同参画の推進は、男女が平等に個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接的

であるか間接的であるかを問わず性別によっていかなる差別的な扱いも受けないこと、あらゆる分

野において男女が共に個人としての能力を均等に発揮する機会が確保されることその他の男女の人

権が尊重されることなどを旨として、行われなければならない。

２ 男女共同参画の推進に当たっては、固定的な性別役割分担意識に基づく制度又は慣習その他の社

会的制約が、男女の主体的で自由な活動の選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されなけ

ればならない。
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３ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、育児、

介護その他の家庭生活における活動と社会生活における諸活動に積極的かつ平等に参加し、両立で

きることを旨として、行われなければならない。

４ 男女共同参画の推進は、男女の生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重されることを旨

として、行われなければならない。

５ 男女共同参画の推進は、配偶者間その他の男女間におけるあらゆる暴力的行為（身体的又は精神

的な苦痛を著しく与える行為をいう。以下同じ。）の根絶を旨として、行われなければならない。

６ 男女共同参画の推進は、国際社会の目指すべき理想の一つであることにかんがみ、広く世界に向

けた視野に立って積極的に行われなければならない。

（県の責務）

第四条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の

推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を

有する。

２ 県は、男女共同参画の推進に当たり、市町村、県民及び事業者と連携及び協働して取り組むよう

努める。

３ 県は、市町村に対し、男女共同参画の推進に関する計画の策定や施策等に関し、技術的な助言、

情報の提供その他の必要な措置を積極的に講ずるよう努める。

４ 県は、第一項に規定する施策を推進するために必要な体制を整備するとともに、財政上の措置そ

の他の措置を講ずるよう努める。

（県民の責務）

第五条 県民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野の活動

に自ら積極的に参画するとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう

努めるものとする。

（事業者の責務）

第六条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に

自ら積極的に取り組み、男女が共同して事業活動に参画することができる体制及び職業生活におけ

る活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよ

う努めるものとする。

２ 事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第二章 基本的施策

（男女共同参画推進のための基本計画）

第七条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本理念に

のっとり、男女共同参画の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定する。

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定める。

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項

３ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、県民の意見を反映することができるよう適切な措置

を講じなければならない。
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４ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ宮城県男女共同参画審議会の意見を聴く

とともに、議会の議決を経なければならない。

５ 知事は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表する。

６ 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

（男女の均等な登用の推進等）

第八条 県は、附属機関を組織する委員その他の構成員の選任に当たっては、附属機関の設置及び構

成員の選任等に関する条例（平成十二年宮城県条例第百十三号）第三条の規定に基づき、男女の均

等な登用に努めなければならない。

２ 県は、男女共同参画社会の推進のための教育や研修の機会を充実し、人材の養成に努めるととも

に、女性の人材に関する情報を積極的に収集、活用又は提供するよう努めなければならない。

（男女の共生教育の推進）

第九条 県は、男女が生涯にわたって共に明るく生きがいのある社会を構築するために、あらゆる教

育の場を通じて人権尊重の精神を基盤とした個人の尊厳、男女平等、男女相互の理解と協力につい

ての意識をはぐくむよう努める。

（農林水産業及び自営の商工業の分野における男女のパートナーシップの確立）

第十条 県は、農林水産業及び自営の商工業の分野において女性が主体性を活かし、その能力を十分

に発揮し、正当な評価を受け、対等な構成員として方針の立案及び決定の場に参画する機会が確保

される社会を実現するため、必要な環境整備を推進する。

第三章 男女の精神的・身体的権利侵害と差別の禁止

（性別による権利侵害の禁止）

第十一条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

２ 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

３ 何人も、あらゆる場において、つきまとい等及びストーカー行為（ストーカー行為等の規制等に

関する法律（平成十二年法律第八十一号）第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に

規定するストーカー行為をいう。）を行ってはならない。

４ 何人も、あらゆる場において、男女間における暴力的行為を行ってはならない。

（公衆に表示する情報に関する留意）

第十二条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割分担の固定化又は女性に対する暴

力的行為を助長し、又は連想させる表現を行わないよう努めなければならない。

第四章 男女共同参画の推進体制

（拠点施設の整備）

第十三条 県は、配偶者間その他の男女間における暴力的行為の被害者の保護及び支援並びにセクシ

ュアル・ハラスメントの被害者からの相談への適切な対応等、当該被害者の自立を総合的に支援す

る拠点施設を整備する。

（調査研究）

第十四条 県は、男女共同参画の推進に関する施策、社会における制度又は慣行が及ぼす影響及び男

女共同参画の推進を阻害する問題に関して必要な調査研究を行い、その成果を男女共同参画の推進

に関する施策に適切に反映させるよう努めなければならない。



136

（民間非営利活動団体との連携及び協働）

第十五条 県は、男女共同参画社会の実現のため、民間非営利活動団体（宮城県の民間非営利活動を

促進するための条例（平成十年宮城県条例第三十六号）第二条第二項に規定する民間非営利活動団

体をいう。以下同じ。）との連携及び協働を図る。

２ 県は、民間非営利活動団体が行う男女共同参画に貢献する活動について、支援及び促進を図る。

（年次報告）

第十六条 知事は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況

を明らかにする報告書を作成し、議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

第五章 相談及び苦情処理

第十七条 知事は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による人権

侵害に関する県民又は事業者からの相談の適切な処理に努める。

２ 知事は、県が実施する男女共同参画に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認め

られる施策に関する県民又は事業者からの苦情の適切な処理に努める。

３ 知事は、第一項の相談及び第二項の苦情を処理するため、男女共同参画相談員（以下「相談員」

という。）を置く。

４ 相談員は、次に掲げる事務を行う。

一 県民又は事業者からの相談及び苦情に応ずること。

二 前号の相談及び苦情を処理するために必要な調査、指導及び助言を行うこと。

５ 相談員は、前項の事務を行うに当たり、必要に応じて、関係行政機関と連携するものとする。

第六章 宮城県男女共同参画審議会

（宮城県男女共同参画審議会）

第十八条 基本計画その他男女共同参画に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議す

るため、知事の附属機関として宮城県男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（組織）

第十九条 審議会は、知事が任命する委員二十人以内で組織する。

２ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の十分の四未満とならないものとする。ただし、知

事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。

３ 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げな

い。

４ 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

５ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

６ 会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代理する。

（会議）

第二十条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（専門委員）

第二十一条 専門の事項を調査するために必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
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２ 専門委員の任期は、専門の事項に関する調査が終了するまでとする。

（運営事項の委任）

第二十二条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、会長が審議

会に諮って定める。

第七章 雑則

（規則への委任）

第二十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成十三年八月一日から施行する。

（附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和二十八年宮城県条例第六

十九号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成一五年条例第一号)抄

（施行期日）

１ この条例は、平成十五年四月一日から施行し、同日以降の計画の策定、変更又は廃止について適

用する。
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男女共同参画施策推進本部設置要綱

（設置）

第１ 「宮城県男女共同参画基本計画」に基づき，男女共同参画社会の実現に向け，本

県における男女共同参画施策の総合的かつ効果的な推進を図るため，男女共同参画施

策推進本部（以下「本部」という。）を置く。

第２ 本部は，次に掲げる事務を所掌する。

(1) 男女共同参画に関する施策についての関係部局との連絡調整に関すること。

(2) 男女共同参画に関する施策についての総合的かつ効果的な企画及び推進に関する

こと。

(3) 審議会等への女性の登用推進に関する関係部局の総合調整に関すること。

(4) その他男女共同参画施策に関すること。

（組織）

第３ 本部は，本部長，副本部長及び委員をもって構成し，別表１に掲げる職にある者

を充てる。

２ 本部長は，本部の事務を総括し，本部を代表する。

３ 副本部長は，本部長を補佐し，本部長に事故あるとき，又は欠けたときは，その職

務を代行する。

（幹事会）

第４ 本部に幹事会を置く。

２ 幹事会は，本部会議に付すべき事項について，あらかじめ審議するとともに，本部

長の指示する事項を処理する。

３ 幹事会は，幹事長，副幹事長及び幹事をもって構成し，それぞれ別表２に掲げる職

にある者を充てる。

４ 幹事長は，幹事会の事務を総活し，幹事会を代表する。

５ 副幹事長は，幹事長を補佐し，幹事長に事故あるとき，又は欠けたときは，その職

務を代理する。

（部会）

第５ 本部会議の事務を補助させるため，本部に部会を置くことができる。

２ 部会は，部会長，副部会長及び部会員をもって構成し，部会長は共同参画社会推進

課長を充て，副部会長は各部会において互選するものとし，部会員は関係課長の推薦

する職員を充てる。

３ 部会長は，部会の事務を総括し，部会を代表する。

４ 副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故あるとき，又は欠けたときは，その職

務を代理する。

（会議）

第６ 本部の会議は本部長が，幹事会の会議は幹事長が，部会の会議は部会長が，それ

ぞれ必要に応じて召集し，その議長となる。

２ 本部長及び幹事長並びに部会長は，必要に応じて本部及び幹事会並びに部会の会議

に構成員以外の者の出席を求めることができる。
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（庶務）

第７ 本部及び幹事会並びに部会の庶務は，共同参画社会推進課において処理する。

（その他）

第８ この要綱に定めるもののほか，本部の運営に関して必要な事項は，本部長が別に

定める。

附 則

１ この要綱は，平成１１年７月１日から施行する。

２ 審議会等女性委員登用推進本部設置要綱（平成１０年４月１日施行）及び宮城県女

性行政推進庁内連絡会議設置要綱（平成４年１０月１日施行）は，廃止する。

附 則

この要綱は，平成１２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成１３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成１４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成１５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成１８年８月３０日から施行する。

附 則

この要綱は，平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成２２年４月１日から施行する。
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別表１（第３関係）

本 部 長 知事

副 本 部 長 環境生活部の事務を担当する副知事

委 員 総務部長

〃 企画部長

〃 環境生活部長

〃 保健福祉部長

〃 経済商工観光部長

〃 農林水産部長

〃 土木部長

〃 教育長

〃 警察本部長

別表２（第４関係）

幹 事 長 環境生活部長

副 幹 事 長 環境生活部次長

幹 事 人事課長

〃 企画総務課長

〃 共同参画社会推進課長

〃 子育て支援課長

〃 雇用対策課長

〃 農業振興課長

〃 土木総務課長

〃 教育庁生涯学習課長

〃 警察本部総務課長





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年次報告についてのお問い合わせ先      

    宮城県環境生活部共同参画社会推進課        

    〒980-8570  宮城県仙台市青葉区本町３－８－１ 

            TEL ０２２－２１１－２５６８ 

            Fax ０２２－２１１－２３９２ 

    ホームページアドレス  http://www.pref.miyagi.jp/kyosha 

電子メールアドレス   danjyo@pref.miyagi.jp 
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